
 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430010

戸籍謄抄
本等戸籍
に関する
証明書交
付事務を
指定管理
者に委任
可能

地方自治法
第２４４条の
２

　公の施設については、
地方公共団体が指定した
法人その他の団体にその
管理を行わせることがで
きる。

E ―

　提案の趣旨は、地方公共団体以外の
者に対して各種証明書の交付事務を
委託することができるかということであ
るから、その可否については各種証明
書の交付事務に係る制度を所管する
省庁において検討すべきである。

貴省回答では、地
方公共団体以外の
者に対する委託の
可否は事務の所管
省庁が検討すべき
とのことであるが、
当該事務について
委託が可能である
とされた場合、公の
施設の指定管理者
においても、該当法
令等の要件に合致
すれば、当該事務
の委任を受けること
ができるか、検討し
回答されたい。

Ｅ
地方自治法に規定される指定管理者制度上の阻害要因はないも
のと解する。

1009 10092010
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、戸籍謄抄本
等戸籍に関する証明
書交付事務（公証）を
委任可能とする。

総務省 0430020

住民票の
写し等交
付事務を
指定管理
者に委任
可能

住民基本台
帳法第１２条

住民基本台帳に記録され
ている者は、その者が記
録されている住民基本台
帳を備える市町村の市町
村長に対し、住民票の写
し等の交付を請求するこ
とができる。

ｃ

　住民票の写し等については、住民の
プライバシーに直結する等の理由か
ら、守秘義務をはじめとする厳正な服
務規律が課す必要があり、本来地方公
共団体以外の者が取り扱うことは想定
されていない。
　また、住民票の写し等の請求の受
付、交付は、市町村長が行う公権力の
行使であり、市町村長に留保されるべ
きものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務については、
地方公共団体以外の
者への委任はできな
いとの趣旨であるが、
その委任の可否につ
いての具体的な基準
を示されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　市町村が行う公権力の行使は市町村長に留保される必要があ
る。
　また、住民票の写し等には住民情報が記載されていることから、
守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があり、委任
者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェックなどの
措置をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092020
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、住民票の写
し等交付事務（公証）
を委任可能とする。

総務省 0430030

印鑑登録
証明書交
付事務を
指定管理
者に委任
可能

印鑑登録証
明事務処理
要領第４－１
－(1)、(2)

印鑑の登録を受けている
者は、登録市町村長に対
して印鑑登録証明証の交
付を申請する。

ｃ

　印鑑登録証明書については、住民の
プライバシーに直結する等の理由か
ら、守秘義務をはじめとする厳正な服
務規律が課す必要があり、本来地方公
共団体以外の者が取り扱うことは想定
されていない。
　また、印鑑登録証明書の請求の受
付、交付は、市町村長が行う公権力の
行使であり、市町村長に留保されるべ
きものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務ついては、地
方公共団体以外の者
への委任はできないと
の趣旨であるが、その
委任の可否について
の具体的な基準を示
されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　市町村が行う公権力の行使は市町村長に留保される必要があ
る。
　また、印鑑登録証明書には住民情報が記載されていることか
ら、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があり、
委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェック
などの措置をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092030
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、印鑑登録証
明書交付事務（公証）
を委任可能とする。

総務省 0430040

府市民税
（所得・課
税）証明
書交付事
務を指定
管理者に
委任可能

地方税法第
２０条の１０、
地方税法施
行令第６条
の２１、地方
税法施行規
則第１条の９

　地方団体の長は、地方
団体の徴収金と競合する
債権に係る担保権の設定
等の目的で、地方団体の
徴収金の納付又は納入す
べき額等のうち政令で定
めるものについての証明
書の交付を請求する者が
あるときは，その者に関す
る者に限り、これを交付し
なければならない。（地方
税法２０条の１０）

Ｃ

　納税証明書については、納税者のプ
ライバシーに直結する等の理由から、
守秘義務をはじめとする厳正な職務規
律を課す必要があり、本来地方団体以
外の者が取り扱うことは想定されてい
ない。
　また、納税証明書の請求の受付、交
付は、地方団体の長が行う公権力の行
使であり、地方団体に留保されるべき
ものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務については、
地方公共団体以外の
者への委任はできな
いとの趣旨であるが、
その委任の可否につ
いての具体的な基準
を示されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　地方団体が行う公権力の行使は地方団体の長に留保される必
要がある。
　また、納税証明書には税額等に係る情報が記載されていること
から、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があ
り、委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェッ
クなどの措置をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092040
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、府市民税
（所得・課税）証明書交
付事務（公証）を委任
可能とする。

総務省 0430050

固定資産
課税台帳
記載事項
証明書交
付事務を
指定管理
者に委任
可能

地方税法第
２０条の１０，
同法３８２条
の３、地方税
法施行令第
６条の２１、
同令第５２条
の１５

　地方団体の長は、地方団体
の徴収金と競合する債権に
係る担保権の設定等の目的
で、地方団体の徴収金の納
付又は納入すべき額等のうち
政令で定めるものについての
証明書の交付を請求する者
があるときは，その者に関す
る者に限り、これを交付しなけ
ればならない。（地方税法２０
条の１０）
　市町村長は、法第２０条の１
０の規定によるもののほか、
政令で定める者の請求があっ
たときは、これらの者に係る
固定資産として政令で定める
者に関して固定資産課税台
帳に記載されている事項のう
ち政令で定めるものについて
の証明書を交付しなければな
らない。（地方税法３８２条の
３）

Ｃ

　固定資産課税台帳記載事項証明書
については、納税者のプライバシーに
直結する等の理由から、守秘義務をは
じめとする厳正な職務規律を課す必要
があり、本来地方団体以外の者が取り
扱うことは想定されていない。
　また、納税証明書の請求の受付、交
付は、地方団体の長が行う公権力の行
使であり、地方団体に留保されるべき
ものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務については、
地方公共団体以外の
者への委任はできな
いとの趣旨であるが、
その委任の可否につ
いての具体的な基準
を示されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　地方団体が行う公権力の行使は地方団体の長に留保される必
要がある。
　また、固定資産課税台帳記載事項証明書には税額等に係る情
報が記載されていることから、守秘義務をはじめとする厳正な服
務規律を課す必要があり、委任者による事務の取扱基準の明示
や事後報告によるチェックなどの措置をもって代替しうるとはいえ
ない。

1009 10092050
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、固定資産課
税台帳記載事項証明
書交付事務（公証）を
委任可能とする。

総務省 0430060

納税証明
書交付事
務を指定
管理者に
委任可能

地方税法第
２０条の１０、
地方税法施
行令第６条
の２１、地方
税法施行規
則第１条の９

　地方団体の長は、地方
団体の徴収金と競合する
債権に係る担保権の設定
等の目的で、地方団体の
徴収金の納付又は納入す
べき額等のうち政令で定
めるものについての証明
書の交付を請求する者が
あるときは，その者に関す
る者に限り、これを交付し
なければならない。（地方
税法２０条の１０）

Ｃ

　納税証明書については、納税者のプ
ライバシーに直結する等の理由から、
守秘義務をはじめとする厳正な職務規
律を課す必要があり、本来地方団体以
外の者が取り扱うことは想定されてい
ない。
　また、納税証明書の請求の受付、交
付は、地方団体の長が行う公権力の行
使であり、地方団体に留保されるべき
ものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務については、
地方公共団体以外の
者への委任はできな
いとの趣旨であるが、
その委任の可否につ
いての具体的な基準
を示されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　地方団体が行う公権力の行使は地方団体の長に留保される必
要がある。
　また、納税証明書には税額等に係る情報が記載されていること
から、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があ
り、委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェッ
クなどの措置をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092060
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、納税証明書
交付事務（公証）を委
任可能とする。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430070

軽自動車
税納税証
明書（継
続検査
用）交付
事務を指
定管理者
に委任可
能

地方税法第
２０条の１０、
地方税法施
行令第６条
の２１

　地方団体の長は、地方
団体の徴収金と競合する
債権に係る担保権の設定
等の目的で、地方団体の
徴収金の納付又は納入す
べき額等のうち政令で定
めるものについての証明
書の交付を請求する者が
あるときは，その者に関す
る者に限り、これを交付し
なければならない。（地方
税法２０条の１０）

Ｃ

　納税証明書については、納税者のプ
ライバシーに直結する等の理由から、
守秘義務をはじめとする厳正な職務規
律を課す必要があり、本来地方団体以
外の者が取り扱うことは想定されてい
ない。
　また、納税証明書の請求の受付、交
付は、地方団体の長が行う公権力の行
使であり、地方団体に留保されるべき
ものである。
　以上については、地方公共団体の特
定の事務の郵便局における取扱いに
関する法律の制定時において整理済
みである。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務や公権力の行使に
係る事務については、
地方公共団体以外の
者への委任はできな
いとの趣旨であるが、
その委任の可否につ
いての具体的な基準
を示されたい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　地方団体が行う公権力の行使は地方団体の長に留保される必
要がある。
　また、納税証明書には税額等に係る情報が記載されていること
から、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があ
り、委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェッ
クなどの措置をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092070
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、軽自動車税
納税証明書（継続検査
用）交付事務（公証）を
委任可能とする。

総務省 0430080

市税等・
介護保険
料・保育
料・幼稚
園使用
料・市営
住宅使用
料・水道
使用料の
納付書再
発行事務
を指定管
理者に委
託可能

-

　納付書は各地方団体が
徴収の便宜のために作
成・交付しているものであ
り、法律上交付しなけれ
ばならない文書ではな
い。

Ｃ

　一般的に納付書の再発行の申請者
は、税額等が記載された納付書の再発
行を求めているものと思われ、その場
合には、指定管理者が何らかの方法に
より税額等の情報を検索・閲覧できる
状態にある必要があるものと思慮され
るが、税額等の情報は個人のプライバ
シーに直結する情報であり、守秘義務
をはじめとする厳正な職務規律が課さ
れていない民間事業者である指定管理
者がそのような情報を取り扱うことは認
められない。
　なお、税額等が記載されていない納
付書の様式のみを指定管理者の管理
する施設で配布することについては差
し支えないものと考える。

貴省回答は、住民の
プライバシーに係る事
務については、地方公
共団体以外の者への
委任はできないとの趣
旨であるが、その委任
の可否についての具
体的な基準を示され
たい。
　また、委任できない
とされる事務について
も、委任者による事務
の取扱基準の明示や
事後報告によるチェッ
クなどの措置を併せ
行うことにより、一定
の範囲での委任がで
きないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　納付書には税額等に係る情報が記載されていることから、守秘
義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があり、委任者に
よる事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェックなどの措置
をもって代替しうるとはいえない。

1009 10092080
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、市税等・介
護保険料・保育料・幼
稚園使用料・市営住宅
使用料・水道使用料の
納付書再発行事務を
委任可能とする。

総務省 0430090

年金現況
証明書交
付事務を
指定管理
者に委任
可能

地方自治法
第２４４条の
２

　公の施設については、
地方公共団体が指定した
法人その他の団体にその
管理を行わせることがで
きる。

E ―

　提案の趣旨は、地方公共団体以外の
者に対して各種証明書の交付事務を
委託することができるかということであ
るから、その可否については各種証明
書の交付事務に係る制度を所管する
省庁において検討すべきである。

貴省回答では、地
方公共団体以外の
者に対する委託の
可否は事務の所管
省庁が検討すべき
とのことであるが、
当該事務について
委託が可能である
とされた場合、公の
施設の指定管理者
においても、該当法
令等の要件に合致
すれば、当該事務
の委任を受けること
ができるか、検討し
回答されたい。

Ｅ ―
地方自治法に規定される指定管理者制度上の阻害要因はないも
のと解する。

1009 10092090
大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理
者に限り、年金現況証
明書交付事務（公証）
を委任可能とする。

総務省 0430100

指定管理
者による
目的外使
用許可

地方自治法
第２３８条の
４第４項

　行政財産の目的外使用
許可は、地方公共団体の
長のみが行うことができる
権限であり、指定管理者
に行わせることはできな
いもの。

Ｃ ―

　行政財産の目的外使用許可を受けて
する行政財産の使用については、借地
借家法の規定は適用されず（自治法§
２３８の４⑤）、公用又は公共用に供す
るため必要を生じたとき等には、地方
公共団体の長又は委員会はその許可
を取り消すことができる（自治法§２３８
の４⑥）こととされている。
　行政財産の目的外使用許可処分に
ついては、こうした特別の法的措置が
取られているところであり、その性格か
ら、地方公共団体の長などに専属的に
付与されたものと言える。地方公共団
体以外の者が「公用又は公共用に供す
るための必要性」を判断し、許可処分を
行うことはできないものである。

本提案は、指定管
理者制度における
公の施設の目的内
の使用許可と同様
に、指定管理者が
目的外使用許可に
ついて、条例のお
いて委ねる範囲及
び管理の基準を規
定のうえ、指定管
理者に対し必要な
指示等を行う取り
扱いにより、これを
可能とすることを求
めており、この点を
踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

１．「行政財産の目的外使用許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家
法の規定は適用されず（自治法§２３８の４⑤）、公用又は公共用に供するため必要を
生じたとき等には、地方公共団体の長又は委員会はその許可を取り消すことができる
（自治法§２３８の４⑥）こととされている」ことについては、「用途又は目的外の使用は、
契約によらず行政処分である許可によることにされたこと」により、「これを裏付けるた
め、借地法及び借家法の規定は、全面的に適用しないこととし」、また、「行政財産の使
用許可を取り消すことができる要件を明定したもの」とされており（昭和38年9月10日自
治乙行発第3号自治事務次官通達）、目的外使用許可について、普通地方公共団体の
長等の専属的権限として、公の施設の目的内の使用許可と特段に異なった性格を与え
た立法趣旨とは解されない。
また、目的外使用許可が長の専属的権限とされている直接の根拠は、法第149条第6
号であるが、当該規定は、他の執行機関との対比において、長の権限を例示したもの
であり、実際、自治法第180条の2に基づく事務委任・補助執行を妨げるものではない。
２．よって、指定管理者制度において、公の施設の目的内の使用許可を指定管理者が
代行できることとされたことに対し、目的外使用許可処分について、殊更に異なった取
扱いが必要とされるものではないと解する。
３．本提案は、目的外使用許可について、私人に委ねることを包括的に可能にされたい
との趣旨ではない。
４．本提案が予定している取扱いは、指定管理者制度における公の施設の目的内の使
用許可と同様に、指定管理者が目的外使用許可を代行することについて、市の条例に
おいて、委ねる範囲及び管理の基準を規定のうえ、指定管理者に対し、必要な指示を
行い、その指示に従わない場合には、指定の取消し、管理業務の停止を行うものであ
る。
５．よって、「措置の分類」・「措置の概要（対応策）」について、再度、検討されたい。

Ｃ ―

　行政財産は、本来、公用又は公共用の目的のために使用され
るものであるので、たとえ、その一部をその用途又は目的を妨げ
ない限度で他人に使用させる場合においても、常に行政財産全
体が、本来の用途又は目的のために最も適正かつ効率的に使用
されるように一体的な管理をする必要がある。
したがって、他人に使用させている途中において、公用又は公共
用のため必要が生じたときは、すみやかにその用途又は目的の
ために使用できるような制度上の保障が必要であり、目的外使用
はすべて行政処分により行うこととされ、借地借家法の適用除外
や許可の取消処分が行える旨が規定されているところである。
　こうしたことから、行政財産の目的外使用許可は、行政財産を
所有し、その使用目的を判断・決定できる地方公共団体のみが行
うことができることは明らかであり、行政財産について責任を有し
ない地方公共団体以外の者が許可を行うことはできないものであ
る。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

１．「本来の用途又は目的における使用許可」と「目的外使用許
可」は、どちらも使用許可であり、その取消しは、どちらにも想定さ
れ、例えば、災害等への対応においては、「本来の用途又は目的
における使用許可」を取り消し、「目的外使用許可」を行う場合が
あり得る。
「本来の用途又は目的における使用許可」についても、「当該施
設の使用目的の判断・決定」に鑑みた、使用許可の取り消しが想
定され、指定管理者制度においては、その代行が可能とされてい
るところであり、「目的外使用許可」についても、その代行は可能
と考えられる。
２．なお、「目的外使用許可」の代行に当たっては、予め、使用許
可の取消しも含め「目的外使用許可」の基準を定めるものであ
る。

以上により、再度、検討し、回答を願いたい。

Ｃ ―

指定管理者制度をできるだけ活用し、
多様化する住民ニーズにより効果的・
効率的に対応していこうとする考え方
はよく理解できる。しかしながら、行政
財産の目的外使用許可及び許可の取
消しは、行政財産を所有し、その使用
目的を判断・決定できる地方公共団体
のみが行うことができるものであり、行
政財産について責任を有しない地方公
共団体以外の者が許可及び許可の取
消しを行うことはできないものである。

1639 16391010
岐阜県多
治見市

指定管理
者による
目的外使
用許可

①指定管理者制度に
おいて、指定管理者が
目的外使用許可を代
行できるとするもの。
②施設の効率的な管
理運営のため適当で
あると認められる場
合、市の条例におい
て、指定管理者が目的
外使用許可を代行で
きる旨を規定し、指定
管理者が目的外使用
許可を代行できること
とするものである。
③指定管理者に代行
させることにより、管理
運営を一元化すること
ができ、住民サービス
の向上が図られるとと
もに、行政コストの縮
減が図られるもの。

総務省 0430110

指定管理
者制度の
さらなる
拡充につ
いて

地方自治法
第２４４条の
２

　公の施設については、
地方公共団体が指定した
法人その他の団体にその
管理を行わせることがで
きる。

E ―

　総務省としては、「地方自治法の一部
を改正する法律の公布について」（平
成１５年７月１７日付け総務省自治行政
局長通知）において、公の施設の管理
を指定管理者に行わせる場合であって
も、使用料の強制徴収、不服申立に対
する決定、行政財産の目的外使用の
許可等法令により地方公共団体の長
のみが行うことができることとされてい
る権限を指定管理者に行わせることが
できない旨を通知しているところであ
る。
　提案に掲げられている「行政判断を
伴う事務」や「行政権限に伴う事務」が
法令により地方公共団体の長の専属
的な権限とされているか否かについて
は、道路法等に規定されるところによる
ものと考えられるため、個々の個別法
令を所管する省庁において判断すべき
である。

貴省回答は、「行政
判断を伴う事務」や
｢行政権限を伴う事
務」で、地方公共団
体の長のみの専属
的な権限とされて
いるものの地方公
共団体以外の者へ
の委任はできない
との趣旨であるが、
当該事務について
も、委任者による事
務の取扱基準の明
示や事後報告によ
るチェックなどの措
置を併せ行うことに
より、一定の範囲で
の委任ができない
か、再度検討し、回
答されたい。

E ―

当省としては、法令の規定により地方公共団体の長の専属的な
権限とされているものについては、指定管理者に行わせることは
できないと解しているが、地方自治法においては指定管理者に管
理を行わせることができる公の施設について特段の限定はしてい
ない。提案にある「行政判断を伴う事務」又は「行政権限を伴う事
務」の意味が明確ではないが、提案主体がその活用を考えている
施設について個別法の適用がある場合、その適用関係について
は、当該個別法の所管省庁において確認すべきである。

1531 15312010
福岡県北
九州市

指定管理
者制度の
さらなる
拡充につ
いて

現在の支援措置にお
いて認められている
「指定管理者」の行うこ
とができる業務範囲を
「行政判断を行う事
務」・「行政権限を伴う
事務」にも拡充し、指
定管理者が地域の
ニーズ等に応じた管理
運営を行うことができ
るように提案するも
の。

総務省 0430120

地方公共
団体の議
会の議員
及び長の
選挙に係
る電磁的
記録式投
票機を用
いて行う
投票方法
等の特例
に関する
法律
（電磁的
記録式投
票機の具
備すべき
条件等）

地方公共団
体の議会の
議員及び長
の選挙に係
る電磁的記
録式投票機
を用いて行う
投票方法等
の特例に関
する法律第４
条第２項

投票に用いる電磁的記録
式投票機は、電気通信回
線に接続してはならない
こととされている。

Ｃ Ⅰ

投票に用いる電磁的記録式投票機を
電気通信回線に接続することを認める
と、電気通信回線を通じて電磁的記録
式投票機への不正アクセスが可能とな
り、選挙の公正が害されるおそれがあ
るため、当該提案については対応困難
である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

費用対効果を考えますと投票所の投票機と結んであるサーバーから投票
数データを投票率速報ｼｽﾃﾑへ送信するほうが効率的であるとの判断で提
案しました。また、投票機と結んだサーバーを電気通信回線に接続するこ
とは、電磁的記録式投票機への不正アクセスが可能となり、選挙の公正が
害されるとのことですが、当市が提案している通信回線は、インターネット
のような開かれた通信回線ではなく、閉じられた専用回線であり、送信にあ
たっては暗号化装置による暗号化（暗号鍵）の実施や、サーバーにファイ
アーウオールを設置し、フィルタリング（必要な信号以外は入らないように
する）をすれば不正アクセスは防げます。
それでもといわれるのであれば、投票数データをサーバーからＦＤに落と
し、サーバーと切り離したパソコンから投票率速報システムに上記のセキュ
リティ対策を講じた上で専用線で投票率速報システムに送信する方法に変
更します。
現在、期日前投票制度が創設されるまでも不在者投票は、年々増加してい
たのでありますが（当市においては2万人弱）、期日前投票制度が創設され
て当市で初めての今回の参議院選挙で2万5千人弱となっており増加の一
途をたどることと想像されます。さらに並行して、期日前投票がこのように
普及するにつれ、投票日当日の投票において、なぜ投票日にはひとつの
投票所しか投票できないのかといった有権者からの苦情が極端に多くなっ
てきています。このような情勢をふまえれば、もうそろそろ、投票機を通信回
線で結ぶという試みを行う時期に来ていると思われます。また、不正アクセ
スの危険ばかりを取りざたされていますが、現代の交通状況や台風等の自
然災害、人為災害両面から考えますと、投票用紙（投票データ）の開票所
への送致も今回の提案以上のリスクを伴っていると考えられます。

Ｃ Ⅰ

投票に用いる電磁的記録式投票機を電気通信回線に接続するこ
とを認めると、電気通信回線を通じて電磁的記録式投票機への
不正アクセスが可能となることやネットワークに支障が生じるおそ
れ等を考慮すると、選挙の公正が害されるおそれがあるため、当
該提案については対応困難である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　前回の意見で述べましたが、すでに住基ネットワークでも行われ
ている専用回線（セキュリテイ対策を講じたもの）に、どうして不正
アクセスが可能となるのか分かりませんが、不正アクセスが問題
となるのであれば、前回申し上げましたとおり、投票数データを
サーバーからFDに落とし、サーバーと切り離したパソコンから投
票率速報システムに前述のセキュリテイ対策を講じた上で専用線
で投票率速報システムに送信する方法に変更いたします。
「ネットワークに支障が生じるおそれ」につきましては、事前に入
念なテストを行いますし、もし万一、ネットに不具合が生じた場合
は、従来どおりの当市で行っております定時に電話連絡するとい
う方式に切り替えれば問題ないと思います．
・不正アクセスにつきまして、どういった点で不正アクセスが可能
になるのかご教示願えないでしょうか。そして、どうしても提案を認
められない点がございましたら、具体的にお教え願えないでしょう
か。

Ｃ Ⅰ

投票に用いる電磁的記録式投票機を
電気通信回線に接続することを認める
と、電気通信回線を通じて電磁的記録
式投票機への不正アクセスが可能とな
ることやネットワークに支障が生じるお
それ等を考慮すると、選挙の公正が害
されるおそれがあるため、当該提案に
ついては対応困難である。
なお、投票数データをＦＤに落とすこと
については、投票時間中に投票機を操
作することとなり、公正な投票の管理と
いう観点で問題がある。

1654 16541010
宮崎県宮
崎市

住基カー
ドを利用
した電子
投票シス
テム構築
構想

地方公共団体の議会
の議員及び長の選挙
に係る電磁的記録式
投票機を用いて行う投
票方法等の特例に関
する法律
（電磁的記録式投票機
の具備すべき条件等）
第四条第二項　前条
の規定による投票を用
いる電磁的記録式投
票機は、電気通信回
線に接続してはならな
い。の規制緩和。今回
提案で伝送するのは
投票数データであり、
投票データとは異な
る。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430130

住基カー
ドを利用
した電子
投票シス
テム構築

・公職選挙
法第４４条
・地方公共
団体の議会
の議員及び
長の選挙に
係る電磁的
記録式投票
機を用いて
行う投票方
法等の特例
に関する法
律第４条第２
項

・選挙人は、選挙人名簿
又はその抄本との対照を
経なければ、投票をする
ことができない。
・投票に用いる電磁的記
録式投票機は、電気通信
回線に接続してはならな
いこととされている。

Ｃ Ⅰ

二重投票の防止、投票内容の改ざん
等の観点から選挙の公正が害されるお
それがあると考えられるので、その実
施は困難である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

・費用対効果を考えますと投票所の投票機と結んであるサーバーから投票数データを
投票率速報ｼｽﾃﾑへ送信するほうが効率的であり、投票機と結んだサーバーを電気通
信回線に接続することは、電磁的記録式投票機への不正アクセスが可能となり、選挙
の公正が害されるとのことですが、当市が提案している通信回線は、インターネットの
ような開かれた通信回線ではなく、閉じられた専用回線であり、送信にあたっては暗号
化装置による暗号化（暗号鍵）の実施や、サーバーにファイアーウオールを設置し、フィ
ルタリング（必要な信号以外は入らないようにする）をすれば不正アクセスは防げます。
よって、このシステムで二重投票の可能性は皆無と考えます。　　　　　　　　　　　　それ
でもといわれるのであれば、投票数データをサーバーからＦＤに落とし、サーバーと切り
離したパソコンから投票率速報システムに上記のセキュリティ対策を講じた上で専用線
で投票率速報システムに送信する方法に変更します。
現在、期日前投票制度が創設されるまでも不在者投票は、年々増加していたのであり
ますが（当市においては2万人弱）、期日前投票制度が創設されて当市で初めての今回
の参議院選挙で2万5千人弱となっており増加の一途をたどることと想像されます。さら
に、並行して、期日前投票がこのように普及するにつれ、投票日当日の投票において、
なぜ投票日にはひとつの投票所しか投票できないのかといった有権者からの苦情が極
端に多くなってきています。このような情勢をふまえれば、もうそろそろ、投票機を通信
回線で結ぶという試みを行う時期に来ていると思われます。また、不正アクセスの危険
ばかりを取りざたされていますが、現代の交通状況や台風等の人為災害や自然災害
の両面から考えますと、投票用紙（投票データ）の開票所への送致も今回の提案以上
のリスクを伴っていると考えられます。
・「二重投票のおそれ」というご指摘につきまして、具体的にご教示くださいませんでしょ
うか。
また、「住民基本ネットワーク」の信頼性につきましては、どのようにお考えなのでしょうか
併せてご教示お願いいたします。

Ｃ Ⅰ
二重投票の防止、投票内容の改ざん、ネットワークに支障が生じ
るおそれ等の観点から選挙の公正が害されるおそれがあると考
えられるので、その実施は困難である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

前回の意見で述べましたが、すでに住基ネットワークでも行われ
ている専用回線（セキュリテイ対策を講じたもの）に、どうして不正
アクセスが可能となるのか分かりませんが、不正アクセスが問題
となるのであれば、前回申し上げましたとおり、投票数データを
サーバーからFDに落とし、サーバーと切り離したパソコンから投
票率速報システムに前述のセキュリテイ対策を講じた上で専用線
で投票率速報システムに送信する方法に変更いたします。
「ネットワークに支障が生じるおそれ」につきましては、事前に入
念なテストを行いますし、もし万一、ネットに不具合が生じた場合
は、従来どおりの定時に電話連絡するという方式に切り替えれば
問題ないと思います．
・不正アクセスにつきまして、どういった方法で不正アクセスが可
能になるのかご教示願えないでしょうか。
・前回、上げさせていただきました当市の意見に対しましてご回答
をいただいておりませんので再度お伺いいたしますが、「二重投
票の防止」ということにつきまして、どういった点で二重投票が行
われるおそれが出てくるのでしょうか。また、現在、行われており
ます「住基ネットワーク」の信頼性につきましては、どのようにお考
えなのでしょうか。そして、どうしても提案を認められない点がござ
いましたら、具体的にお教え願えないでしょうか。

Ｃ Ⅰ

二重投票の防止、投票内容の改ざん、
ネットワークに支障が生じるおそれ等
の観点から選挙の公正が害されるおそ
れがあると考えられるので、その実施
は困難である。

1654 16541020
宮崎県宮
崎市

住基カー
ドを利用
した電子
投票シス
テム構築
構想

公職選挙法
（投票所においての投票）
第４４条　選挙人は、選挙
の当日、自ら投票所に行
き、投票をしなければなら
ない。
２　選挙人は、選挙人名
簿又はその抄本の対照を
経なければ、投票すること
ができない。の規制緩和。
今回の提案は、住基カー
ドを所持している有権者
は、宮崎市ICカードシステ
ムを活用し、多目的アプリ
ケーションの暗証番号入
力にて本人確認をおこな
う。住基カード未所持の有
権者は通例どおり選挙人
名簿にて本人確認をおこ
なう。

総務省 0430140

公職選挙
における
票の重み
修正手段
の導入支
援

公職選挙法
第３６条

投票は、各選挙につき、
一人一票に限ることとされ
ている。

Ｃ Ⅰ

選挙権の平等の観念には、一人一票
の原則にとどまらず、投票価値の平等
も含まれる。したがって、投票率の高低
に応じて投票の価値に差を設けること
について、特区として対応することは困
難である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

提案の意味が不明で回答が出されていないと思われますが、この提案は
衆議院選挙、参議院選挙等における「１票の重み」について、その計算を
修正するものです。今の制度では、選挙に興味が無くて投票に行かない人
も含めた１票の重みを指しており、現実に投票された１票の重みにはなって
いません。これを現実に投票された１票による比較に変えることで、投票率
の向上に寄与することになると確信します。具体の説明をしますと、現在の
選挙区で５０万票のA選挙区と１１０万票のB選挙区があれば１票の重さは
B選挙区のほうが２．２倍となっています。提案では、A選挙区の投票率が８
０％、B選挙区では３０％であれば、その投票総数がAで４０万票、Bでは３３
万票となり、実質的に投票された１票の重さではA選挙区が１．２１倍という
ように逆転します。従来の１票の重みであれば２倍を越えて法に違反して
いるとされましたが、この計算を導入することで違反には該当しません。現
在の選挙区割りの計算の修正となればセンセーショナルな物議を醸します
が、次の立候補に直接影響するものですから立候補者は真剣に選挙運動
を進めますし、それなりに立候補者の擁立においても人選をしますから、必
ず選挙に関心を持つ住民を増やすことが出来ますし、全体としての投票率
の向上に寄与することが期待されます。これを提案では投票率競争による
１票の格差是正としており、効果として投票率の向上と住民の意見を反映
させることにつながると表現しています。

Ｃ Ⅰ

選挙権の平等の観念には、一人一票の原則にとどまらず、投票
価値の平等も含まれる。したがって、投票率の高低に応じて投票
の価値に差を設けることについて、特区として対応することは困
難である。

1280 12802020
徳島県上
勝町

選管の投
票率によ
る選挙制
度改革構
想

公職選挙で気になるのは、地
域による投票率の大きな開き
である。有権者の若い地域が
必ずしも投票率が低い訳でな
く、地域における意識の高低
で投票率が変化し、候補者の
人気も投票率に影響するとい
う。選挙区毎の票の重みを修
正するには、投票率と投票数
で票の重さを比較する方法を
取り入れたい。例えば、選挙
区の有権者数が２倍あっても
投票率が１／２なら、結局は１
票の価値は同じであるとの考
えを取り入れる。選挙区の投
票率が高い方が有利と判断さ
れれば投票率は上がる。選挙
区間の投票率の競争になれ
ば、候補者も真剣に政治に取
り組むし、有権者もまじめに投
票を考えることから棄権も減
少する。

総務省 0430150

鳥取県知
事・県議
会議員選
挙特区

公職選挙法
第１２９条、
第３３条第５
項第１号及
び同項第３
号、第８６条
の４第１項及
び同条第２
項、第４８条
の２第１項

・都道府県知事及び議会の議
員の選挙については、選挙の
告示があった日に立候補届
出を行うこととされており、立
候補届出手続が完了しないと
選挙運動を行うことはできな
い。
・都道府県の知事の選挙につ
いては少なくとも１７日前、都
道府県の議会の議員の選挙
については少なくとも９日前に
選挙の期日を告示しなければ
ならないこととされている。
・投票時当日に投票を行うこ
とが困難である者は、選挙の
期日の公示又は告示の日の
翌日から投票期日の前日ま
での間、期日前投票を行うこ
とができる。

－ － 引き続き検討
提案が実現される
よう、早急に検討し
回答されたい。

Ｃ Ⅰ

告示後に選挙運動禁止期間を設けることについては、実効性の
確保や、当該禁止期間中における有権者及び候補者・政治団体
の活動のあり方、補充立候補の問題があるなど、選挙運動のあり
方の根幹に関わる問題であり、慎重な検討を要することから、特
区として対応することは困難である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
提案の実現につい
て、再度検討し、回
答されたい。
　また、前回回答に
ある問題点その他
の理由を具体的に
明らかにするととも
に、提案の趣旨に
沿って、公営による
選挙運動の準備等
の業務の合理化及
びこれに要する経
費の節減のため他
の措置を講ずるこ
とができないか、検
討し回答されたい。

　今後の検討に当たっての方針、スケジュール等についてご教示
いただきたい。

Ｃ Ⅰ

　告示後に選挙運動禁止期間を設ける
ことについては、どのように実効性を確
保するかといった課題があること、選挙
運動禁止期間において選挙運動類似
行為を禁止することとなると、政治活動
に対する新たな制限を有権者及び候補
者・政治団体に課すことになりかねな
いこと、また、補充立候補があった場
合、選挙運動開始前の一定の時期に
候補者を確定することができないこと等
の問題があるなど、選挙制度のあり方
の根幹に関わる問題があり、慎重な検
討を要することから、特区として対応す
ることは困難である。
　なお、選挙の執行に要する経費の節
減は重要な課題であり、そのような観
点から検討していくことは必要なことと
認識している。

1465 14651010 鳥取県

鳥取県知
事・県議
会議員選
挙特区

・県知事又は県議会議員
の候補者となろうとする者
は選挙期日の告示日から
条例で定める期間内に届
け出ることとする。
・告示日から、選挙公営の
合理化に必要な限度にお
いて、条例で定める期間、
選挙運動を禁止すること
とする。
・選挙運動期間は選挙運
動禁止期間の翌日から選
挙期日の前日までとし、そ
の日数については、現行
制度と同じ日数とする。
・期日前投票等について
は、選挙運動期間と同様
の期間とする。
・適用する選挙の種類に
ついては、県知事選挙又
は県議会議員選挙のいず
れか又はその両方を条例
により決定できることとす
る。

総務省 0430160
公職選挙
法の規制
緩和

公職選挙法
第３８条

市町村の選挙管理委員
会は、各選挙ごとに、各投
票区における選挙人名簿
に登録された者の中か
ら、本人の承諾を得て２人
以上５人以下の投票立会
人を選任し、その選挙の
期日前３日までに、本人
に通知しなければならな
い。

Ｃ Ⅰ

投票立会人は、投票管理者の下にお
いて、何人にも干渉されずに、独立した
立場において投票事務の一部に参与
し、主として投票事務の執行を監視し、
選挙の公正を確保するという職責を
担っており、義務違反等については罰
則も設けられているところである。した
がって、未成年者を投票立会人に選任
することは適当ではない。

貴省回答では、主
として投票事務の
執行を監視し、選
挙の公正を確保す
るという職責から投
票立会人として未
成年者を選任する
ことはできないとの
ことであるが、未成
年者が当該職責を
担うことができない
理由を示されたい。
また、提案の趣旨
に鑑み、中学生以
上の者を投票所で
の投票に立ち会わ
せることができない
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｃ Ⅰ

投票立会人は、投票管理者の下において、何人にも干渉されず
に、独立した立場において投票事務の一部に参与し、主として投
票事務の執行を監視し、選挙の公正を確保するという職責を担っ
ており、義務違反等については罰則も設けられているところであ
る。したがって、罰則が成年者と同様に適用されない未成年者を
投票立会人に選任することは適当ではない。

1480 14801010 箱根町

中学生等
による選
挙投票立
会人特区

　投票立会人は、市町
村の選挙管理委員会
が各投票区における
選挙人名簿に登録さ
れた者の中から選任さ
れているが、これを中
学生以上の者からも
投票立会人を選任す
ることができるようにす
る特例。

総務省 0430170

選管の投
票率向上
策として
の取り組
みに対す
る支援

公職選挙法
第６条第１項

総務大臣、中央選挙管理
会、都道府県の選挙管理
委員会及び市町村の選挙
管理委員会は、選挙が公
明且つ適正に行われるよ
うに、常にあらゆる機会を
通じて選挙人の政治常識
の向上に努めるとともに、
特に選挙に際しては投票
の方法、選挙違反その他
選挙に関し必要と認める
事項を選挙人に周知させ
なければならない。

E

規制の特例事項の内容にある、「地域
コミュニティを最大限に重視し、投票所
毎に知恵を出し合い、投票所毎の投票
率の競争をする等のアイデアを出し合
い、市町村毎の選管が投票率を上げる
ために、あらゆる手段で投票率の確保
に取り組むこと」は公職選挙法上、規制
されていない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

本件に関しては措置分類が「E」とされ、いかなる手段であっても
投票率の向上に取り組むことは公職選挙法上規制されていない
とされました。勿論、規制されないことはよく分かりましたが、その
投票率向上のために取り組む町内会等に市町村選管が助成する
場合、国県の選管から支援して欲しいと言うことも併せて提案して
います。その支援に係る費用は、行政からの持ち出しを増やすの
ではなく、選管が投票率アップのために支出しているものを振り替
えることで捻出できるのではないかと考えています。例えば、投票
時間を短縮しても影響しないような地域コミュニティが築かれる
と、その時間短縮により選管経費が縮小されますから、その経費
を振り替えることが可能になると考えます。それを支援に回すこと
は可能だと考えますし、そんな取り組みを進める地域コミュニティ
を選管も支援してゆく努力を惜しまないよう求めます。

E

「提案主体からの意見」は「投票率向上のために取り組む町内会
等に市町村選管が助成する場合、国県の選管から支援して欲し
い」と言うことも併せて提案しています。」とのことであるが、当該
提案についても、公職選挙法令上規制されていない。

1280 12802010
徳島県上
勝町

選管の投
票率によ
る選挙制
度改革構
想

公職選挙における投
票時間の延長は、既
に投票率の高い地域
では効果がない。そこ
で、地域コミュニティを
最大限に重視し、投票
所毎に知恵を出し合
い、投票所毎の投票
率の競争をする等のア
イデアを出し合い、市
町村毎の選管が投票
率を上げるために、あ
らゆる手段で投票率の
確保に取り組むことを
可能にし、それをモデ
ルとして支援してゆく。

総務省 0430180
郵便投票
制度の拡
充

公職選挙法
第４９条第２
項、公職選
挙法施行令
第５９条の２
及び第５９条
の３

郵便等による不在者投票
を行うことができる者は、
選挙人で身体に重度の障
害があるものに限定され
ている。

Ｃ Ⅰ

現行郵便投票対象者以外の者に郵便
投票を導入するとした場合、投票の公
正確保の観点から、郵便投票の対象
者の範囲をどうするか、その公的な認
定方法をどうするかについて慎重な検
討が必要であり、また、全国的に平等
な取扱いも必要であることから、当該提
案については、対応困難である。

現行の重度障害
者、戦傷病者等以
外に、現に投票所
に行くことが困難な
者について、郵便
投票の対象を拡大
することができない
か、参政権の保障
の観点から、投票
の公正性の確保と
の均衡上、可能な
範囲で、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

　現行郵便投票対象者は、身体障害者手帳を所持する障害者（両下肢・体
幹・移動障害の1級か２級、内臓障害１級か３級）および戦傷病者手帳を所
持する障害者（両下肢・体幹の特別症項から第２症項、内臓障害の特別症
項から第３症項）、介護保険の被保険者証を所持する認定者（要介護度５）
に限定されている。しかし、現実には、これら以外の者でも下肢・体幹に障
害があり、人の手助けなしに外出して投票所まで行くことが困難なため、投
票を断念している者がいる。
　当町の提案は、投票所に行くことができない方の投票機会を確保するた
めの要望であり、郵便投票の対象者の範囲についても、下肢・体幹に障害
のある障害者手帳の所持者及び下肢・体幹に障害のある介護保険上の要
介護者のうち、予め申請のあった選挙人を認定することにしており、投票の
公正は確保されると考えている。
　現行法上郵便投票が認められている身体障害者手帳を所持する障害者
（両下肢・体幹・移動障害の1級か２級、内臓障害１級か３級）および戦傷病
者手帳を所持する障害者（両下肢・体幹の特別症項から第２症項、内臓障
害の特別症項から第３症項）、介護保険の被保険者証を所持する認定者
（要介護度５）の場合は、投票の公正は確保されていて、なぜ今回提案した
下肢・体幹に障害のある障害者手帳の所持者及び下肢・体幹に障害のあ
る介護保険上の要介護者のうち、予め申請のあった選挙人の場合は、投
票の公正は確保されないのかという点について具体的かつ明示的に御回
答いただきたい。

Ｃ Ⅰ

現行郵便投票対象者以外の者に郵便投票を導入するとした場
合、投票の公正確保の観点から、郵便投票の対象者の範囲をど
うするか、その公的な認定方法をどうするかについて慎重な検討
が必要であり、また、全国的に平等な取扱いも必要であることか
ら、当該提案については、対応困難である。

　貴省回答で提示
されている問題点
について、必要な
検討を行い、提案
の実現に向けて措
置されたい。
　この点及び右の
提案主体からの意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

特区では対応困難とのことであるが、「慎重な検討が必要」という
ことは何らかの場で検討していただけるということか。

Ｃ Ⅰ

現行郵便投票対象者以外の者に郵便
投票を導入するとした場合、投票の公
正確保の観点から、郵便投票の対象
者の範囲をどうするか、その公的な認
定方法をどうするかについて、各党各
会派における議論等、慎重な検討が必
要であり、また、全国的に平等な取扱
いも必要であることから、当該提案につ
いては、対応困難である。

1183 11831070
岩手県紫
波町

循環型ま
ちづくり
構想

公職選挙法において
は、郵便投票の対象
者として身体障害者手
帳の所持する者で重
度障害のある者、戦傷
病者手帳を所持する
者で一定の障害のあ
る者、及び介護保険に
おける要介護度５の認
定者としてあるが、こ
の枠を拡大し歩行に障
害のあるものを認定す
ることとする。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430190

選管の投
票率によ
る投票時
間等変更
特区

公職選挙法
第４０条

投票所は、午前７時に開
き、午後８時に閉じる。た
だし、市町村の選挙管理
委員会は、選挙人の投票
の便宜のため必要がある
と認められる特別の事情
がある場合又は選挙人の
投票に支障をきたさないと
認められる特別の事情が
ある場合に限り、投票所
を開く時刻を２時間以内
の範囲内において繰り上
げ若しくは繰り下げ、又は
投票所を閉める時刻を４
時間以内の範囲内におい
て繰り上げることができ
る。

Ｃ Ⅰ

単に全国平均より投票率が高いことを
理由として、投票所閉鎖時刻の繰り上
げを認めると、選挙人の投票に支障を
来す場合が考えられること、また、投票
所閉鎖時刻の繰り下げを認めると、選
挙の管理執行に支障を来すおそれが
あることから、当該提案については、対
応困難である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された

い。

現行の投票時間は、原則として各選挙とも７時から２０時とされて
おり、特別の事情が認められなければ投票所の開閉時刻は変更
が認められていません。しかし、投票所毎に季節や地形によって
投票行動は変化し、事情は異なります。衆議院議員選挙等の国
政選挙から農業委員会委員選挙等の地方選挙に至るまで、総て
の選挙において、投票所毎の実情に合わせて市町村選管がそれ
ぞれの投票所毎の開閉時刻を変更しても、県選管には届け出る
ことでよいものとする。その一例として、前回の国政選挙において
投票率が全国平均よりも高かった場合、１０％高ければ１時間の
繰り上げ、２０％高ければ２時間繰り上げ、１０％低ければ１時間
繰り下げ等の措置でも、県選管に届けさえすれば可能にする。そ
のためには、あらゆる選挙において夜間開票を廃止し、開票はあ
らかじめ翌日にしておく等の措置が必要である。

Ｃ Ⅰ

単に全国平均より投票率が高いことを理由として、投票所閉鎖時
刻の繰り上げを認めると、選挙人の投票に支障を来す場合が考
えられること、また、投票所閉鎖時刻の繰り下げを認めると、選挙
の管理執行に支障を来すおそれがあることから、当該提案につい
ては、対応困難である。

1280 12801010
徳島県上
勝町

選管の投
票率によ
る選挙制
度改革構
想

公職選挙における投票時
間の延長は、本来、投票
率の向上が目的だった
が、あまり効果はなかっ
た。これは、都市部の極
端に投票率が低い地域で
は若干の効果はあった
が、既に投票率の高い地
域では効果が見えなかっ
た。そこで、国政選挙、県
知事・県議会選挙におけ
る投票所の閉鎖時間の決
定は市町村選管が決定
し、届出制にする。例え
ば、前回の投票率が全国
平均よりも１０％高いと１
時間繰り上げ、逆に低い
場合は同様に繰り下げ
る。等の決定も可能にす
る。

総務省 0430200
投票時間
の短縮に
ついて

公職選挙法
第４０条

投票所は、午前７時に開
き、午後８時に閉じる。た
だし、市町村の選挙管理
委員会は、選挙人の投票
の便宜のため必要がある
と認められる特別の事情
がある場合又は選挙人の
投票に支障をきたさないと
認められる特別の事情が
ある場合に限り、投票所
を開く時刻を２時間以内
の範囲内において繰り上
げ若しくは繰り下げ、又は
投票所を閉める時刻を４
時間以内の範囲内におい
て繰り上げることができ
る。

E

現状においても、選挙人の投票に支障
を来さない特別の事情がある場合に
は、投票所を閉鎖する時刻を４時間以
内の範囲内において繰り上げることが
可能である。

貴省回答は、E(事
実誤認)ということで
あるが、提案の趣
旨・内容が、現行制
度のもとでも実現
可能であるのか、
再度検討し、回答さ
れたい。

E
現状においても、選挙人の投票に支障を来さない特別の事情が
ある場合には、投票所を閉鎖する時刻を４時間以内の範囲内に
おいて繰り上げることが可能である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

・現状においても、投票所を閉鎖する時刻を4時間以内の範囲に
おいて繰り上げることが可能であることは承知しています。提案理
由として掲げたとおり、期日前投票制度の導入により、有権者の
投票の機会及び利便性は、格段に高められており、有権者に国
政選挙などの結果を一刻も早く知らせるためにも、公職選挙法第
40条に規定されている「午後８時に閉じる」を「午後６時に閉じる」
に改正いただくよう提案したものであります。国政選挙の投票時
間を１市だけ早めても意味がなく、全国一律に改正する必要があ
ると考えます。また、開票事務従事者の労働環境及び健康面へ
の配慮、経費の削減も可能となるため、再度のご検討をお願いい
たします。

Ｃ Ⅰ

現状においても、選挙人の投票に支障
を来さない特別の事情がある場合に
は、投票所を閉鎖する時刻を４時間以
内の範囲内において繰り上げることが
可能である。なお、実際に午後６時以
降に投票している有権者が相当数に上
る現状を踏まえると、投票時間の見直
しについては慎重な検討が必要と考え
る。

5093 50930001

多治見市
選挙管理
委員会事
務局

0
投票当日の投票時間
を午前７時から午後６
時までとする。

総務省 0430210

公金（地
方公金・
地方税）
の
クレジット
カード決
済

地方自治法
第２４３条、
地方自治法
施行令第１５
８条第１項、
第１５８条の
２第１項

地方公共団体は、法律又
はこれに基づく政令に特
別の定めのある場合を除
くほか、公金の徴収若しく
は収納又は支出の権限を
私人に委託し、又は私人
をして行わせてはならな
い。

D-1

　地方自治法施行令第１５８条、第１５８
条の２において、一定の収入について
は私人にその徴収又は収納の事務を
委託することが認められており、クレ
ジット会社がその集金を地方公共団体
に代行して行うことは、現行制度におい
ても可能である。
　普通地方公共団体の収入のうち、地
方税については、その収入の確保及び
住民の便益の増進に寄与すると認めら
れる場合に限り、その収納の事務を適
切かつ確実に遂行するに足りる経理的
及び技術的な基礎を有する者として当
該普通地方公共団体の規則で定める
基準を満たしている者にその収納の事
務を委託することが認められており、ク
レジット会社がその集金を地方公共団
体に代行して行うことは、現行制度に
おいても可能である。

本提案は、歳入の
徴収･収納の委託
ではなく、クレジット
会社による使用料･
手数料･税などの公
金の支払（立替払
い）を可能とするこ
とも求めるものであ
る。
　まず、このことが
現行法令上可能で
あるのか、回答され
たい。
　現行法令上でき
ないのであれば、
その実現について
検討し、回答された
い。

ご回答いただきました内容の確認になります。今回クレジット会社
がその集金を地方公共団体に代行して
行うことは現行制度においても可能とご回答いただきましたが、
弊社より提案させていただきました方式について
現行の制度で対応可能とご回答いただいているという認識でよろ
しいでしょうか。

C・Ｄ
－１

　地方税については、地方税法第２０条の６に第三者納付が規定
されていることから、立替払方式であれば、クレジットカードを使っ
て納付を行うことは、現行制度上可能である。
　なお、実際の運用に当たっては、納税者がカード支払手続を納
期限内に行っても、クレジット会社から地方団体への払込みが納
期限後だった場合には、延滞金の対象となるため、納期限内に
カード会社が地方団体に振り込む契約とするなどの対応をご検討
いただくことになると考える。
　また、地方団体がクレジットカード会社に対して手数料を支払う
契約とする場合は、当該手数料の水準については、他の支払手
段における手数料との均衡を考えながら、当事者間で適切に決
定していただくべきものと考える。
　なお、使用料等の第三者による弁済については、現行制度上許
容されていないものである。その弁済の可否については、今後検
討することとする。

　使用料、手数料
等についてクレジッ
トカードによる支払
（立替払い）などの
第三者による支払
（弁済）が可能とな
るよう、現行制度
（法令）の見直しに
ついて、早急に検
討されたい。
　また、今後の検討
の方法、スケジュー
ル、内容等を示さ
れたい。

使用料等の収納方法等の大枠を定める地方自治法は、あくまで
地方自治における原則及び大枠（フレームワーク）を定めるもの
であり、詳細かつ具体的な実施方法や運用は各地方自治体が条
例・規則等を合理的かつ自主的に定めているものと考えます。
よって使用料等の収納方法についても、ある具体的なその収納
方法が地方自治法に規定なきことをもって直ちに違法ないし禁止
事項と判断されるものではなく、公金の適正な徴収、管理等が担
保されている限り、地方自治体の合理的かつ自主的な裁量にゆ
だねられているものと解し得ますがいかがでしょうか。
なお、ご指摘のとおり納期限や手数料の課題は本件実施におい
てはまだ残るものと認識しており、実施において地方自治法をは
じめ関連法規に抵触・違反してはならないことは当然であると考え
ております。
（詳細については添付資料①をご参照）

C・Ｄ
－１

使用料、手数料等の地方公共団体の
歳入については、納入義務者から収納
することを前提としているものであり、
第三者による弁済は認められないもの
と解する。今後、研究会を開催するなど
して、現行制度の検証、関係業界や提
案主体に対するヒアリング等を行った
上で、提案の趣旨を十分踏まえ、第三
者弁済によるクレジットカードの導入に
ついて早急に検討を始めたいと考えて
いる。

1318 13181010
株式会社
ジェー
シービー

公金（地
方公金・
地方税）
クレジット
決済構想

現状の法律上問題な
いと考えるが、
問題があるなら特区と
して検討したい。
具体的には、地公公
金・地方税に関して
立替払い契約の締結
を認めることで、
クレジットカードにおけ
る収納を
実現するものである。

総務省 0430220

クレジット
カードに
よる納付
の容認

地方自治法
第２４３条、
地方自治法
施行令第１５
８条第１項、
第１５８条の
２第１項

地方公共団体は、法律又
はこれに基づく政令に特
別の定めのある場合を除
くほか、公金の徴収若しく
は収納又は支出の権限を
私人に委託し、又は私人
をして行わせてはならな
い。

D-1

　地方自治法施行令第１５８条、第１５８
条の２において、一定の収入について
は私人にその徴収又は収納の事務を
委託することが認められており、クレ
ジット会社がその集金を地方公共団体
に代行して行うことは、現行制度におい
ても可能である。
　普通地方公共団体の収入のうち、地
方税については、その収入の確保及び
住民の便益の増進に寄与すると認めら
れる場合に限り、その収納の事務を適
切かつ確実に遂行するに足りる経理的
及び技術的な基礎を有する者として当
該普通地方公共団体の規則で定める
基準を満たしている者にその収納の事
務を委託することが認められており、ク
レジット会社がその集金を地方公共団
体に代行して行うことは、現行制度に
おいても可能である。

本提案は、歳入の
徴収･収納の委託
ではなく、クレジット
会社による使用料･
手数料･税などの公
金の支払（立替払
い）を可能とするこ
とも求めるものであ
る。
　右の提案主体の
意見を踏まえ、
　まず、このことが
現行法令上可能で
あるのか、回答され
たい。
　現行法令上でき
ないのであれば、
その実現について
検討し、回答された
い。

　本回答は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第158条第
1項（歳入の徴収又は収納の事務の委託）又は令第158条の２第1項（地方税について
の収納の事務の委託）を根拠にして「クレジット会社がその集金を地方公共団体に代行
して行うことは、現行制度においても可能である。」とされているが、本提案は「クレジッ
ト会社」に「徴収又は収納事務の委託」又は「地方税の収納の事務の委託」を可能とす
ることを提案しているものではない。本提案は、「クレジット会社等（「等」には、加盟店
等との委託契約に基づき、加盟店等がその利用者等に対して有する利用代金等に係
る債権を立替払いするプリペイドカード発行会社のような事業者も含まれる。）」に、「手
数料等の債権の立替払（地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の６第1項に規定す
る「第三者の納付又は納入」に相当する手数料等の第三者による納付又は納入をい
う。以下同じ。）の委託」を可能とすることを提案するものである。「手数料等の債権の
立替払の委託」（以下、「立替払の委託」という。）は、令第158条第1項に規定する「歳
入の収納の事務の委託」又は令第158条の２第1項に規定する「地方税等の収納の事
務の委託」（以下、両者をあわせて「収納等の事務の委託」という。）とは、以下のような
点で異なる。すなわち、①委託する事務の内容については、「収納等の事務の委託」の
場合には手数料等の支払事務に係る純然たる事務処理の委託であるのに対し、「立替
払の委託」の場合には、受託者の出えんを伴う第三者弁済の委託であり、経済行為と
して異なる種類のものであること、②「収納等の事務の委託」又は「立替払の委託」の受
託者（以下、単に「受託者」という。）のリスク負担については、「収納等の事務の委託」
の場合には受託者は与信リスクを負担しないのに対し、「立替払の委託」の場合には受
託者は与信リスクを負担するものであること、③これに関連して委託料の料金体系につ
いては、「収納等の事務の委託」の場合には、処理件数当たりの料金体系が通例であ
るのに対し、「立替払の委託」の場合には立替払金額に対する一定率とする料金体系
が通例であること、

④歳入の時期については、「収納等の事務の委託」の場
合には手数料等の納付義務者（以下、単に「納付義務者」
という。）が受託者に手数料等を納付した時期であるのに
対し、「立替払の委託」の場合には納付義務者がクレジッ
トカード等を利用して受託者に立替払の依頼を行った時期
ではなく受託者が行政機関に現実に立替払を行った時期
であること、⑤納付義務者と受託者の関係については、
「収納等の事務の委託」の場合には事前の契約関係及び
事後の求償関係が生じないのに対し、「立替払の委託」の
場合には受託者の立替払に先だってクレジットカード利用
者契約その他の契約関係が存在することが必要であり、
また受託者の立替払い後は受託者と納付義務者の間に
当該契約関係に基づく求償関係が生じること、などであ
る。以上のような相違点を有する「立替払の委託」につい
て「収納等の事務の委託」に係る現行法令を適用すると、
①事務処理の手続について、令第１５８条第２項の適用を
受けるのか、②与信リスクを負担する受託者の要件につ
いて、令第158条の２第1項と同じ要件でよいのか、③受託
者の立替払の時期をもって歳入時期とすることに鑑み、納
期限について特例を定める必要はないのか、等の疑問が
直ちに生じる。したがって、「立替払の委託」は「収納等の
事務の委託」とは異なるものと考えざるをえず、本回答の
ように「収納等の事務の委託」が認められていることをもっ
て、クレジット会社等に「立替払の委託」が認められている
ものと考えることはできない。したがって、本回答は本提案
に対する適切な回答になっていないと考えられるため、本
提案の趣旨を踏まえた再度の検討を求める。

C・Ｄ
－１

　地方税については、地方税法第２０条の６に第三者納付が規定
されていることから、立替払方式であれば、クレジットカードを使っ
て納付を行うことは、現行制度上可能である。
　なお、実際の運用に当たっては、納税者がカード支払手続を納
期限内に行っても、クレジット会社から地方団体への払込みが納
期限後だった場合には、延滞金の対象となるため、納期限内に
カード会社が地方団体に振り込む契約とするなどの対応をご検討
いただくことになると考える。
　また、地方団体がクレジットカード会社に対して手数料を支払う
契約とする場合は、当該手数料の水準については、他の支払手
段における手数料との均衡を考えながら、当事者間で適切に決
定していただくべきものと考える。
　なお、使用料等の第三者による弁済については、現行制度上許
容されていないものである。その弁済の可否については、今後検
討することとする。

　使用料、手数料
等についてクレジッ
トカードによる支払
（立替払い）などの
第三者による支払
（弁済）が可能とな
るよう、現行制度
（法令）の見直しに
ついて、早急に検
討されたい。
　また、今後の検討
の方法、スケジュー
ル、内容等を示さ
れたい。

本回答は、「使用料等の第三者による弁済については、現行制度
上許容されていないものである。その弁済の可否については、今
後検討することとする。」とされているが、回答の時期を明示され
たい。

C・Ｄ
－１

今後、研究会を開催するなどして、現行
制度の検証、関係業界や提案主体に
対するヒアリング等を行った上で、提案
の趣旨を十分踏まえ、第三者弁済によ
るクレジットカードの導入について早急
に検討を始めたいと考えている。

1383 13831010 大阪府
高度電子
自治体構
築特区

電子申請等における
手数料等の納付方法
については、現行では
銀行口座振替の方式
があるのみであり、こ
れを多様化し、利用者
の利便性を高めるた
め、手数料等の債権に
つき、第三者への委託
による立替払いを認
め、クレジットカード等
による納付を認める。

総務省 0430230
電子証紙
による納
付の容認

地方自治法
第２３１条の
２

　普通地方公共団体は、
使用料及び手数料の徴収
については、条例の定め
るところにより、証紙によ
る収入の方法によること
ができる。証紙による収入
の方法による場合におい
ては、証紙の売りさばき代
金をもって歳入とする。

Ｃ Ⅰ

　証紙による収入の方法は、あらかじ
め現金を納付して購入した証紙を納付
させるものであり、現物をもって納付さ
せることを前提としているものであるこ
とから、電子媒体による証紙による収
入の方法は考えられない。
　なお、提案の具体的な内容が判然と
したいものの、地方公共団体に対する
歳入手続の電子化については、現行に
おいても十分対応可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　本回答では、「証紙による収入の方法は、あらかじめ現金を納
付して購入した証紙を納付させるものであり、現物をもって納付さ
せることを前提としているものであることから、電子媒体による証
紙による収入の方法は考えられない。」とされている。しかし、本
提案での「電子証紙」とは、本回答が想定しているような現物たる
証紙を電子媒体によって納付するものではなく、現在、商業的に
流通している「特定店舗向け前払い式電子マネー」と同様に、あら
かじめ現金を納付して購入した地方公共団体の使用料等の納付
専用に発行された納付情報（当該納付情報は、カード又は紙片等
に記録又は記載された形態で当該地方公共団体により発行さ
れ、証紙と同様に当該カード又は紙片の売りさばき時点で当該地
方公共団体の歳入として処理される。）を使用して、オンラインに
より納付する方式を予定している。現在市中に流通している特定
店舗向け前払い式電子マネーの事例については別添資料を参照
されたい。したがって、本回答は本提案の内容について不十分な
理解に基づくものといわざるをえず、再度の検討を求める。

　また、本回答は、「なお、（略）地方公共団体に対す
る歳入手続の電子化については、現行においても十
分対応可能である。」とされている。ここで「現行」と
は国の手数料等のオンライン納付で採用されている
マルチペイメントネットワークを利用した納付を想定
されているものと考えられるが、マルチペイメントネッ
トワークでは、それに対応している金融機関に預金
口座を有していない者はオンラインで手数料等を納
付することができない。また、別途提案している立替
払方式のクレジットカードの利用が可能となった場
合でも、クレジットカードを有しない者は当該方法に
よるオンライン納付ができない。さらに、セキュリティ
に対する信頼感等に基づき、インターネット上で銀
行決済やクレジットカード決済を望まない者が存在
する。このような状況にかかわらず、「現行において
も十分対応可能である。」とされている本回答の根
拠を示されたい。なおその際には、本提案の趣旨
が、クレジットカードを有しない者、マルチペイメント
ネットワークに対応した金融機関に預金口座を有し
ない者又はこれらによるオンライン納付を望まない
者にもオンラインによる納付を可能とする趣旨であ
るだけでなく、電子自治体推進の観点から、現行に
おいてもオンラインによる納付が可能な者も含めて
多様なオンラインによる納付手段を提供することを
通じてより住民の利便性の向上を図り、もってオンラ
イン申請の促進を図る趣旨も兼ねる趣旨であること
にご留意されたい。

D-1
（地方
税に
つい
てはB
－２）

地方
税に
つい
ては
Ⅰ

　使用料及び手数料については、現行制度上対応が可能であ
る。
　地方税については、現行法上、御提案の払込み方法を行うこと
ができる根拠規定がないことから、各税目に共通する払込み手段
として、電子証紙を含めた証紙による方法の実現を可能とするよ
うな制度のあり方について、平成１８年度税制改正までに結論を
得られるよう検討を進めることとしたい。

　使用料及び手数
料については、右
の提案主体からの
意見を踏まえ、現
行制度上、提案の
実現が可能である
のか、再度検討し、
回答されたい。
　また、地方税に係
る電子証紙を含め
た証紙による納入
方法の導入につい
て、早急に検討を
行うとともに、今後
の検討のスケ
ジュールを明確にさ
れたい。

本回答は、「使用料及び手数料については、現行制度上対応が
可能である。」とされている。本提案は、「あらかじめ現金を納付し
て購入した地方公共団体の使用料等の納付専用に発行された納
付情報（当該納付情報は、カード又は紙片等に記録又は記載さ
れた形態で当該地方公共団体により発行され、証紙と同様に当
該カード又は紙片の売りさばき時点で当該地方公共団体の歳入
として処理される。）」をもって地方自治法（昭和２２年法律第６７
号）第２３１条の２に規定する「証紙」として扱うことを求めるもので
あり、納付情報の売りさばきの方法は当該納付情報を印刷した紙
片の交付だけでなく当該納付情報を印刷又は電磁的に記録した
合成樹脂等によって製作されたカードの交付の場合もあり、さら
に電子情報処理組織を使用して当該納付情報を購買者の使用す
る電子計算機のファイルに記録する方法によることも考えられると
ころであるが、これらすべての売りさばき方法による納付情報に
ついて地方自治法第２３１条の２に規定する「証紙」と認めて現行
制度上対応が可能であることを確認したい。

D-1
（地方
税に
つい
てはB
－２）

地方
税に
つい
ては
Ⅰ

使用料及び手数料について、提案主体
からの再意見にあるような電子証紙に
よる納付は、現行法令の範囲で対応が
可能である。
地方税については、各税目に共通する
払込み手段として、電子証紙を含めた
証紙による方法の実現を可能とするよ
うな制度のあり方について、平成17年
秋までに検討を行い、同年末に決定す
る平成18年度税制改正にその結論を
反映させることとしたい。

1383 13831020 大阪府
高度電子
自治体構
築特区

証紙による納付につい
て、電子証紙による納
付の特例を認める。

総務省 0430240

国民健康
保険税税
額等の端
数処理構
想

地方税法第
２０条の４の
２第６項

地方税の確定金額を、二
以上の納期限を定め、一
定の金額に分割して納付
し、又は納入することとさ
れている場合において、
その納期限ごとの分割金
額に千円未満の端数があ
るとき、又はその分割金
額の全額が千円未満であ
るときは、その端数金額
又はその全額は、すべて
最初の納期限に係る分割
金額に合算するものとす
る。

B-1 Ⅰ

地方税の納期分割時の端数処理の際
に、各地方団体の判断により、現行制
度以外の方法を採用し、適切に端数処
理を行うことができる仕組みについて、
地方税法改正の必要性も含め、平成
17年度税制改正に向けて検討を進め
る。

1004 10041010
北海道苫
小牧市

国民健康
保険税税
額等の端
数処理構
想

地方税法第２０条の４
の２第６項は国民健康
保険税にも規定が適
用になり、「税」方式を
採用していると第１期
と第２期目以降とが極
端な金額設定になりま
す。（納期１０回：１８,４
００円の税額は第１期
９,４００円・第２期目以
降１,０００円）
国民健康保険税を百
円未満で端数処理出
来ると、問題解決とな
る。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430250

財産区に
よる区域
外の財産
の管理の
容認

行政実例
（大正９年９
月２２日）

　財産区は複数の市町村
にわたって設けることはで
きない。

Ｅ ―
　財産区の所有している財産がその区
域外にあることまでを禁止しているもの
ではない。

1014 10141010
愛知県作
手村

もりもり特
区構想
(森守特
区）

財産区が当該財産区
の区域外に所在する
資産の管理することを
容認する。

総務省 0430260

住民票の
写し等
ファックス
による申
請・自宅
郵送サー
ビス

住民基本台
帳法第12条

住民基本台帳に記録されて
いる者は、市町村長に対し、
自己又は自己と同一の世帯
に属する者に係る住民票の
写し又は住民票記載事項証
明書の交付を請求することが
できる（第12条第１項）。
また、何人でも、市町村長に
対し、自己又は自己と同一の
世帯に属する者以外の者に
係る住民票の写し又は住民
票記載事項で住民票コードを
省略したものの交付を請求す
ることができる（第12条第２
項）。
これらの請求をしようとする者
は、郵便により、住民票の写
し又は住民票記載事項証明
書の送付を求めることができ
る。

ｃ

　民事訴訟法において、「私文書は、本人又
はその代理人の署名又は押印があるとき
は、真正に成立したものと推定する」と規定
されているところ、FAXによる請求のもとと
なった書類（原請求書）を市町村長が受け取
ることができなければ、請求書上の署名又は
押印を確認することができず、本人の意思確
認ができないため。
　なお、行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する法律（平成14年法律第
151号）の施行に伴い、住民票の写し等の交
付請求については、インターネットを使用して
行わせることができることとされた。具体的に
は、電子署名により本人からの請求であるこ
との確認を行い、請求者の住所あて郵便等
により住民票の写し等の交付を行うこととな
るが、電子署名が付された電磁的記録（申請
書）については、真正に成立したものと推定
される（電子署名及び認証業務に関する法
律第３条）。

前回（第3次）提案
では、申請書原本
の回収が必要との
貴省の回答であっ
たが、今回、提案
主体が示す代替措
置（本人確認番号
のの登録・暗証番
号の記載）により、
提案の内容が実現
できないか、再度
検討し、回答された
い。

Ｃ
提案主体が示す代替措置（本人確認番号の登録、暗証番号の記
載）によっても、申請書原本が提出された場合と同様の法律上の
推定効が働かない以上、特区として認めることはできない。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

銀行等でも「暗証番号」を用いて本人確認を行っているので、本
サービスでも「暗証番号」による本人確認を行いたい。また、本人
確認登録の有効期間を３年間とし、継続する場合は、再度、本人
確認登録の申請をしていただくことで、本人確認登録をより厳格
に行い、本サービスを実施したい。

Ｃ

本人確認の問題と、申請書原本の提出
の問題とは、別問題であり、申請書原
本が提出された場合と同様の法律上
の推定効が働かないため、特区として
認められない。

1016 10161010
埼玉県桶
川市

住民票等
ファックス
による申
請自宅郵
送サービ
ス(住民
票等
ファック
ス・イン
ターネット
による申
請自宅郵
送サービ
ス)

前回の申請では、
「ファックスで申請した
際の申請書原本の回
収ができれば、認めら
れる」との回答をいた
だきました。
今回、原本回収の代
替措置として、本人が
市役所に来庁し、あら
かじめ本人確認番号を
登録しておき、ファック
ス申請の際に、申請書
に本人しか知らない暗
証番号を記載していた
だくことで、本人同一
性の確認ができるよう
にしました。

総務省 0430270

中心市街
地におけ
る市街地
整備改善
及び商業
等の活性
化法の暖
和措置

中心市街地
における市
街地の整備
改善及び商
業等の活性
化の一体的
推進に関す
る法律

第２条において、この法律の措置は、都
市の中心の市街地であって、次に掲げる
要件に該当するものについて講じられる
ものとされている。
一　当該市街地に、相当数の小売業者が
集積し、及び都市機能が相当程度集積し
ており、その存在している市町村の中心と
しての役割を果たしている市街地であるこ
と。
二　当該市街地の土地利用及び商業活
動の状況等から見て、機能的な都市活動
の確保又は経済活力の維持に支障を生
じ、又は生ずるおそれがあると認められる
市街地であること。
三　当該市街において市街地の整備改善
及び商業等の活性化を一体的に推進す
ることが、当該市街地の存在する市町村
及びその周辺の地域の発展にとって有効
かつ適切であると認められること。
また、第６条第１項において、市町村は、
基本方針に基づき、当該市町村の区域内
の中心市街地について、市街地の整備改
善及び商業等の活性化の一体的推進に
関する基本的な計画（基本計画）を作成
することができることとされている。
なお、市町村が基本計画で定めた特定中
心市街地においては、第３条により、国及
び地方公共団体は、民間事業者の能力
の活用を図るよう配慮し、必要な施策を総
合的かつ相互連携を図りつつ講ずるよう
努めなければならないことになっている。

E

中心市街地法は、市町村が作成した基
本計画に基づき様々な支援措置を講じ
るものであり、規制法ではない。
なお、平成16年6月時点において福岡
県鞍手町は法第６条第１項の基本計画
を作成していない。

1026 10261020

社会福祉
法人鞍手
会

ケィ・
ティ・エン
タープラ
イズ株式
会社

有限会社
かじと

個人

社会福祉
施設に特
化した住
みたくな
る町づく
り特区構
想

これらの制度は市町
村がイニシアチブ取る
法律規制がかけてあ
る。
鞍手町の基本計画は
民間活力を利用して充
実するものではなく、
全て税負担100％のも
のが中心である。
・中心市街地における
法律の範囲が、さびれ
た中心市街地を活性
化させるという主旨で
ある。
これを今後活性化させ
ようとする地域に中心
的に投資する事が出
来る様に法律の解釈
の規制を暖和して欲し
い

総務省 0430280

固定資産
税評価方
法改善計
画

地方税法第
３８８条、４０
３条、固定資
産評価基準
（自治省告
示第１５８号
（昭和３８年
１２月２５
日））第１章
第３節二
（一）１（２）、
（３）

固定資産税における土地
の評価は、全国的な統一
と市町村間の均衡を図る
ため、固定資産評価基準
に定められた評価方法に
よって行われる。
地目が宅地の場合は、市
町村の宅地の状況に応じ
主として市街地的形態を
形成する地域における宅
地については路線価方式
によって評価される。

Ｃ・ＥⅠ・Ⅲ

路線価方式は、資産の価格を把握する
仕組みであり、規制という性格をもつも
のではない。
固定資産税は、資産の客観的な交換
価値に対して課税する財産税であり、
資産所有者の所得の状況など個々人
の個別具体の人的要素を評価に反映
させることは、本税の性格になじまない
ものである。

1034 10341010 個人

固定資産
税評価方
法改善計
画

路線価に依る固定資
産税を撤廃し、新たな
評価方策を採用し市
街地の空洞化を防ぎ
再生を促す。

総務省 0430290

役場職員
自宅での
公金取扱
いの特例

地方自治法
第１５５条、１
５６条

　普通地方公共団体の長
は、その権限に属する事
務を分掌させるため、条
例で、必要な地に都道府
県にあっては支庁及び地
方事務所、市町村にあっ
ては支所または出張所を
設けることができる。

Ｄ－
１

―

　公金の取扱については、役場職員を
地方自治法第１７１条の出納員に任命
すれば、現金の出納・保管を行わせる
ことができる。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１ ―
公金の取扱をさせることについては、当該役場職員を地方自治法
第１７１条の出納員に任命すれば、現金の出納・保管を行うことが
可能である。

1099 10991010
愛知県
東栄町

頼もう平
成申専
組！　とう
えい御用
聞き構想

・役場職員の自宅を役
場出張所としての機能
を持たせて申請手続き
の事務や手数料など
の公金を取り扱うこと
としたいため

総務省 0430300

労働基準
法第３７
条（時間
外、休日
及び深夜
の割増賃
金）の適
用除外

労働基準法
第３７条

　使用者が、法定労働時
間以上又は休日に労働さ
せた場合に、時間外であ
れば２割５分以上、休日で
あれば３割５分以上の率
で計算した割増賃金を支
払わなければならない。

D-1

　提案にあるように夜間や休日に自宅
において役場での窓口業務を職員に
行わせることは、勤務時間の割振りの
弾力化、週休日の振替え等を行ったう
上で、自宅で窓口業務を行うことを命ず
ることにより時間外手当等を支給せず
に対応することは可能である。
　なお、地方公共団体の職員に対する
給与は、あくまでも職員の勤務に対す
る報酬である。例え時間外や休日に自
宅において事務手続きを行う場合で
あっても、職員に対しては勤務命令が
発せられているものと観念され、それに
基づき職務に専念することが求められ
るものであり、任命権者側において一
方的に給与を支払わないということは
できないものである。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１

　提案にあるような、夜間や休日に自宅において役場での窓口業
務を職員に行わせることは、勤務時間外ではなく自宅での窓口業
務を含めた勤務時間を割り振ることや、平日と土日を入れ替える
週休日の振り替え等を行ったうえで自宅で窓口を業務を命ずるこ
とを行うことにより時間外手当等を支給せずに対応することは可
能である。
　なお、勤務時間の割り振りや平日と土日の入れ替えを行わず、
勤務時間外に勤務を命ずる場合には、その勤務時間外の勤務に
対する労働の対価として労働基準法や地方自治法により時間外
勤務手当により給与を支払う必要があり、任命権者により一方的
に給与の支払いを行わないとすることはできない。

1099 10991020
愛知県
東栄町

頼もう平
成申専
組！　とう
えい御用
聞き構想

役場職員の自宅で事
務手続きなどを行うこ
とから時間外手当や休
日勤務手当の対象と
なりうるため
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430310

役場職員
が各種証
明等の代
理申請す
る場合の
委任状廃
止

地方税法第
２０条の１０

地方団体の長は、証明書
の交付を請求する者があ
るときは、その者に関する
ものに限り、これを交付し
なければならない。

D-1

第三者に関する納税証明書を必要とす
る者は、その第三者が発行した委任状
を添付して請求することになるが、提案
の事例は、役場職員が、自宅で本人か
ら申請書を受付け、役場において証明
書を発行し、本人に対して交付するも
のであるから、委任状は不要と考える。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

D-1

　提案は、職員の自宅を役場の出張所として位置づけ、申請書を
役場職員の自宅に常備しておき、申請者に記入もらい、役場職員
が役場の窓口で書類を受け取り、申請者宅へ書類を届けるシス
テムである。
　以上のようなシステムにおいては、委任状は不要である。

1099 10991030
愛知県
東栄町

頼もう平
成申専
組！　とう
えい御用
聞き構想

各種証明などの代理
申請であるため、委任
状が必要となる証明が
ある。この委任状を撤
廃したい。

総務省 0430320

公共用地
先行取得
等事業債
等の弾力
的運用

地方財政法第５条
・平成１５年度の地方債許可方
針の運用について（総務事務
次官通知）【公共用地先行取
得等事業】（２）エ「土地開発公
社又は土地開発基金等の所
有地については、起債許可申
請の手続又は予算措置等の
都合により当該年度又は前年
度において当該公社等に取得
させた用地を取得する場合に
対象とすることを原則とするも
のであること。」
・平成１５年度地方債取扱上の
留意事項　について（総務省
自治財政局地方債課長通知）
【公共用地先行取得等事業
債】（３）「土地開発公社等に公
共用地の代行取得をさせた場
合の財源として本事業を活用
できるのは代行取得の翌年度
までに買取りを行う場合に原
則として限ることとされている
ので、土地開発公社等に公共
用地の代行取得をさせる場合
には、事前に、当該用地の買
取りの条件及び時期について
当該土地開発公社等と十分協
議を行うとともに、買取りの財
源についても検討を行った上
で代行取得を行わせることと
し、土地開発公社等の経営や
地方公共団体の財政運営に
支障を及ぼすことなく、円滑な
買取りが行われるよう、十分
留意すること。」

公共用若しくは公用に供
する土地又はその代替地
としてあらかじめ取得する
土地の購入費の財源とす
る場合、地方債をもってそ
の財源とすることができ
る。

Ｃ

　公共用地先行取得等事業債の法的
根拠となる地方財政法第５条第１項第
５号では、「公共用若しくは公用に供す
る土地又はその代替地としてあらかじ
め取得する土地の購入費」の財源とす
る場合において、地方債を財源とする
ことができると規定しており、将来、公
共用地または公用地として利用される
ことが明らかな用地の購入についての
適債性を認めている。
　これは、公共施設又は公用施設の建
設用地として、買収が困難となる段階
に至る前に、あらかじめ土地を取得す
ることを認めたものである。
　したがって、土地の活用方法や活用
時期が未確定である土地を公共用地
先行取得等事業債の対象とすることは
できない。

現行の公共用地先
行取得事業債の対
象となる土地につ
いて、その土地開
発公社における保
有期間や県におけ
る事業開始時期及
びその計画実現性
等の条件を緩和で
きないか、また、右
の提案主体の意見
を踏まえ、再度検
討し、回答された
い。

   地方財政法第５条第１項第５号の解釈については承知している
が、以下の点を考慮して本提案を特区として認めていただきた
い。①県からの委託により土地開発公社（以下「公社」という。）が
取得した長期保有土地については、県が責任をもって引き取る必
要があること。②しかし、昨今の景気の低迷や厳しい県の財政状
況を考えれば、本提案のような何らかの財源措置を講じ、県によ
る引き取りを促進しなければ、現実問題として、公社の長期保有
土地の処理が進まないこと。③公社が県の分身であることを考え
れば、本提案による起債措置は、実体として、県による資金の借
り換えであり、地財法にいう「公共用地等の購入費」の財源に該
当し、適債性が認められること。④また、本提案による起債措置
は、実際に土地を取得するためのものであり、その健全性につい
ては、問題がないこと。⑤低金利のこの時期に、長期の起債を起
こし、県が公社から長期保有土地を引き取れば、同土地に係る金
利負担が軽減（分譲価格が抑制）され、その結果、分譲が一層進
み、地域の活性化が図られること。

Ｃ

　公共用地又は公用地の購入については、事業効果（土地の購
入の効果）が後世の住民に及ぶため、住民負担の年度間の調整
を図ることが公平と認められる。よって、将来公共用地又は公用
地として利用されることが客観的に認められる用地の購入につい
ては適債性を認め、公共用地先行取得等事業債の対象としてい
る。
　したがって、活用方法や活用時期が未確定な土地を公共用、公
用に供する土地と解釈して公共用地先行取得等事業債の対象と
することはできない。
　また、県が公社に先行取得を委託した土地を公共施設等の用
地として買い戻す場合には、各事業債において必要な資金の手
当てがなされているところである。
　土地開発公社における保有期間については、「土地開発公社経
営健全化対策」（平成１３年度～平成１７年度）において、既に緩
和されているところある。

　貴省回答では、活用
方法や活用時期が未
確定な土地を公共用、
公用に供する土地と
解釈して公共用地選
考取得事業の対象と
することはできないと
のことであるが、現行
の要件を緩和できない
か、
　また、当該土地の土
地開発公社における
保有期間の緩和につ
いては、「土地開発公
社経営健全化対策」
において措置されてい
るとのことであるが、
当該措置と同等の措
置を特区として実施で
きないか、
　これらの点及び右の
提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

　公共用地又は公用地の購入が起債対象であることは承知して
いるが、長期保有土地の引き取りに係る県の負担も後世の住民
に及び、住民負担の年度間の調整を図ることが公平と認められる
事案である。本提案による起債措置が実体として県による資金の
借り換えであり、また、実際に土地を取得するもので健全性につ
いても担保されることから、財源措置の一手段としての起債措置
の趣旨を考慮し、特区として認めていただきたい。

Ｃ

　公共用地先行取得等事業債の法的根拠となる地方財政
法第５条第５号では、「公共用若しくは公用に供する土地
又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費」
の財源とする場合において、地方債を財源とすることがで
きると規定しており、将来、公共用地又は公用地として利
用されることが客観的に認められる用地の購入について
の適債性を認めている。
　これは、公共用地又は公用地の購入については、事業
効果（土地の購入の効果）が後世の住民に及ぶため、住
民負担の年度間の調整を図ることが公平と認められるた
めである。
　したがって、活用方法や活用時期が未確定な土地を県
が引き取るだけでは、事業効果が後世の住民に及び、住
民負担の年度間の調整を図ることが公平とは認められな
いため、公共用地先行取得等事業債の対象とすることは
できない。
　また、「土地開発公社経営健全化対策」（平成１３年度～
平成１７年度）においては、独力では健全化の達成が困難
と考えられる設立・出資団体が、一定の計画に基づき土
地開発公社の抜本的な経営健全化に取り組む場合に、土
地開発公社の保有する土地について、その保有期間にか
かわらず、公共用地先行取得等事業債の対象としている
ところであるが、同対策においても、将来公共用地又は公
用地として利用されることが客観的に認められる用地の購
入について、公共用地先行取得等事業債の対象としてい
るところである。

1106 11061010 長野県

土地開発
公社長期
保有土地
活用特区
構想

　土地開発公社が県
からの委託で先行取
得し、現在、長期保有
となっている土地につ
いては、それらの活用
方法や活用時期が未
確定であっても、県が
土地開発公社から引
き取る場合には、公共
用地先行取得等事業
債の対象とすること。

総務省 0430330
特別多数
議決の採
用

地方自治法
第１１６条第
１項

　地方自治法に特別の定
がある場合を除き、議会
の議事は、出席議員の過
半数で決する。

Ｃ Ⅰ

　代議制民主主義における議会の意思
決定は過半数を原則としているところで
あり、慎重な判断を要するものについ
ては例外として特別多数議決が限定列
挙されている。
　条例の議決方法がその内容如何で
左右されるのは、議会のルールを乱す
ものであり、認められない。

本提案は、他の条
例とは位置づけの
異なる地方自治体
の憲法たる自治基
本条例の改正につ
いて、法律による特
例として特別多数
議決とすることを求
めており、これにつ
いて再度検討し、
回答されたい。

Ｃ Ⅰ

代議制民主主義における議会の意思決定は過半数を原則として
いるところであり、慎重な判断を要するものについては例外として
特別多数議決が限定列挙されている。
したがって、条例の議決方法がその内容如何で左右されるという
ルールの創設は困難である。

1210 12101010
埼玉県草
加市議会

議会活性
化特区
（自治基
本条例の
改正につ
いて、特
別多数議
決を採用
する）
（市民の
意見を聴
取する方
法として、
予算その
他重要な
議案・陳
情以
　外でも
公聴会を
活用す
る）

　地方自治体の憲法と
位置付けられる自治
基本条例の改正につ
いて、その最高法規性
を担保するため、その
改正について出席議
員の３分の２以上の賛
成を必要とする特別多
数議決を採用する。

総務省 0430340
公聴会の
拡大運用

地方自治法
第１０９条第
４項、第１１０
条第４項

　常任委員会・特別委員
会は、予算その他重要な
議案、陳情等について公
聴会を開き、真に利害関
係を有する者又は学識経
験を有する者等から意見
を聴くことができる。

Ｄ ―

　公聴会は議会外の意見を広く取り入
れることを目的としており、議決事件に
限らず審査、調査の対象となる案件で
あれば対象とすることは可能である。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ ― 提案の趣旨・内容が現行制度のもとで実現可能である。 1210 12101020
埼玉県草
加市議会

議会活性
化特区
（自治基
本条例の
改正につ
いて、特
別多数議
決を採用
する）
（市民の
意見を聴
取する方
法として、
予算その
他重要な
議案・陳
情以
　外でも
公聴会を
活用す
る）

　常任委員会または特
別委員会において、予
算・議案ではない案件
について、市民の意見
を聴取する方法である
公聴会を活用する。

総務省 0430350

永住外国
籍市民へ
の地方参
政権付与

公職選挙法
第９条、第１
０条

・日本国民たる年齢満２０
年以上の者で引き続き３
箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選
挙権を有する。
・地方公共団体の議会の
議員及び市町村長の被選
挙権を有する者は、日本
国民であって、その選挙
権を有する年齢満２５年
以上の者である。
・都道府県の知事の被選
挙権を有する者は、日本
国民であって、その選挙
権を有する年齢満３０年
以上の者である。

Ｃ Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与
については、我が国の制度の根幹に関
わる重要な問題でもあり、まずは国会
の各党各会派において十分に議論が
なされる必要がある（なお国会におい
て、議員立法による法案として審議され
ているところ）。

貴省回答では、永
住外国人に対する
地方参政権付与に
ついては、我が国
の制度の根幹に関
わる重要な問題で
もあり、まずは国会
の各党各会派にお
いて十分に議論が
なされる必要があ
り、国会において
も、議員立法による
法案として審議され
ているところという
ことであるが、特区
制度の意義を踏ま
え、提案の内容を
特区として実現でき
ないか、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度
の根幹に関わる重要な問題でもあり、まずは国会の各党各会派
において十分に議論がなされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案として審議されているところ）。

1285 12851010 三次市
共生推進
三次特区

永住外国籍市民へ市
政参加のため，地方参
政権を付与する。

総務省 0430360

外国籍市
民への地
方参政権
付与

公職選挙法
第９条、第１
０条

・日本国民たる年齢満２０
年以上の者で引き続き３
箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選
挙権を有する。
・地方公共団体の議会の
議員及び市町村長の被選
挙権を有する者は、日本
国民であって、その選挙
権を有する年齢満２５年
以上の者である。
・都道府県の知事の被選
挙権を有する者は、日本
国民であって、その選挙
権を有する年齢満３０年
以上の者である。

Ｃ Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与
については、我が国の制度の根幹に関
わる重要な問題でもあり、まずは国会
の各党各会派において十分に議論が
なされる必要がある（なお国会におい
て、議員立法による法案として審議され
ているところ）。

貴省回答では、永
住外国人に対する
地方参政権付与に
ついては、我が国
の制度の根幹に関
わる重要な問題で
もあり、まずは国会
の各党各会派にお
いて十分に議論が
なされる必要があ
り、国会において
も、議員立法による
法案として審議され
ているところという
ことであるが、特区
制度の意義を踏ま
え、提案の内容を
特区として実現でき
ないか、再度検討
し、回答されたい。

　当提案については、今回で４度目となりますが、その都度「国会
において審議中」との回答に終始し、特区制度を生かす回答をい
ただけずに推移しています。度々申し上げているとおり、文字通り
わが国の制度の根幹に関わる重要な問題であり、国会において
も論議の対象となっている問題であるからこそ、地方議会で全員
一致の議決を得た当市でモデル的に実施、検証することを提案さ
せていただいているものです。国が抱える重い課題、しかしいず
れは決着をつけなければならない課題についてこそ、特区制度を
活用する意義があるという制度の原点を思い起こしていただき、
改めて当市提案を前向きに受け止めていただくよう求めるもので
す。

Ｃ Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度
の根幹に関わる重要な問題でもあり、まずは国会の各党各会派
において十分に議論がなされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案として審議されているところ）。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　本件については、これまで４回にわたる提案を行い､その都度、
同じ回答をいただいてきました。「わが国の制度の根幹に関わる
重要な問題であり、まずは国会の各党各会派において十分論議
される必要があり、国会において議員立法による法案として審議
されているところ」との回答ですが、そうであればこそ、この提案
を、より重要な提案として正面から取り上げていただきたいと考え
るところです。特区制度の先進国である中国が社会主義体制下
に経済開発特区を設けたように、特区制度の意義は、こうした国
論を二分する問題でこそ発揮されると思われます。これは国政選
挙ではなく、地域で、住民が自らの代表者を選ぶ、「地方自治」の
選挙です。国の制度として全国実施を求めているものでもありま
せん。改めて、特区として、定住外国籍市民への草加市政への参
政権付与を求めます。

Ｃ Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与
については、我が国の制度の根幹に関
わる重要な問題でもあり、まずは国会
の各党各会派において十分に議論が
なされる必要がある（なお国会におい
て、議員立法による法案として審議され
ているところ）。

1212 12121010
埼玉県草
加市

国境を超
えた市民
共生特区

外国籍市民に地方参
政権を付与する。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430370
外国籍市
民の住民
票記載

住民基本台
帳法第３９条

住民基本台帳法は、日本
国籍を有しない者につい
ては、適用しない。

ｃ

住民の居住関係を公証する制度として
は住民基本台帳制度が、外国人の居
住関係及び身分関係を公証する制度と
しては外国人登録制度が存在してい
る。仮に、外国人についても住民票に
記載するとした場合には、住民基本台
帳制度及び外国人登録制度のあり方
の抜本的な見直しが必要となるため、
特区としての対応は不可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　外国人の住民票記載が法制度の抜本的見直しを必要とし、これ
を全国で実施することが困難であることは十分承知するところで
す。そうであるからこそ、特区制度を活用して先行実施し、その成
果や問題点を確認することに意義があると考えるものです。
　もちろん、あくまで住民票と同一様式で記載するのみで、外国籍
市民であることを不明確にするものではありません。「外国人登録
記載事項証明書」という名称を付していることによる直接､間接の
差別事象を軽減することを意図するものです。
　この事務に関して当市では、端末の画面処理上、住民票と外国
人登録記載事項証明書は同じ画面に表示されており、事務処理
上も大きな問題がありません。当市をモデルケースとしてこれを実
施し、検証することに大きな意義があるものと思われることから、
改めて当提案を受け入れていただくよう求めます。

Ｃ

住民の居住関係を公証する制度としては住民基本台帳制度が、
外国人の居住関係及び身分関係を公証する制度としては外国人
登録制度が存在している。仮に、外国人についても住民票に記載
するとした場合には、住民基本台帳制度及び外国人登録制度の
あり方の抜本的な見直しが必要となるものである。このことは、全
国で実施する場合のみならず、特区を活用して実施する場合にも
変わらず必要であり、特区としての対応は不可能である。

1212 12121020
埼玉県草
加市

国境を超
えた市民
共生特区

外国籍市民を住民票
に記載する

総務省 0430380
市役所で
郵便切手
が買える

郵便切手類
販売所等に
関する法律
第２条第１項

日本郵政公社は、総務大臣
の認可を受けて定める基準に
従い、郵便切手類の販売等
に必要な資力及び信用を有
する者のうちから郵便切手類
販売者を選定し、郵便切手類
の販売等に関する業務を委
託することができる。
日本郵政公社が総務大臣の
認可を受けて定める基準で
は、自ら実施するより経済的
な場合において、当該委託業
務を遂行するのに必要な資
力、信用等を有する者のうち
から、郵便切手類及び印紙の
入手に関する地域住民の利
便の確保及び経済性等を考
慮し、業務の遂行上最も適当
と認められるものを受託者と
して選定することとしている。

D-1 －

　市役所で郵便切手を売ることについ
ては、地方自治法上、禁止されていな
い。
　御指摘事項ではないと理解している
が、念のために言及すると、郵便切手
類販売所等に関する法律は、日本郵政
公社が郵便切手類の販売等に関する
業務を委託できる相手先として地方公
共団体を排除しているものではない。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

D-1 －

市役所で郵便切手を売ることについては、地方自治法上、禁止さ
れておらず、現行法のもとで可能である。
　御指摘事項ではないと理解しているが、念のために言及する
と、郵便切手類販売所等に関する法律は、日本郵政公社が郵便
切手類の販売等に関する業務を委託できる相手先として地方公
共団体を排除しているものではない。

1213 12131010
埼玉県草
加市

便利で安
心、信頼
の窓口
サービス
推進特区

郵便切手や官製はが
きを市職員が職務時
間中に公務の一環とし
て売る

総務省 0430390

住民個人
情報の保
護（住民
基本台帳
閲覧制
限）

住民基本台
帳法第１１条

何人も、市町村長に対し
て、当該市町村が備える
住民基本台帳のうち第７
条第１号から第３号まで
及び第７号に掲げる事項
に係る部分の写しの閲覧
を請求することができる。

ｃ

住民基本台帳は、住民の居住関係を
地方公共団体が公に証明する唯一の
手段であるため、全国民について公開
することを原則としている。従って、特
区として一部の地域の住民について、
閲覧に供するか否かの選択権を認め
ることは、制度の趣旨に反するため、特
区としての対応はできない。

現在のプライバ
シーの保護につい
ての社会的要請を
踏まえ、住民基本
台帳の公開原則の
見直しや自治体の
裁量による閲覧の
制限の実施につい
て、右の提案主体
の意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　当市提案に対し総務省は、「住民基本台帳は、住民の居住関係を地方公共団体が公に証明す
る唯一の手段であるため、全国民について公開することを原則としている。」としています。一方、
大東市が特区提案した“駅前サービスセンター民営構想”に対する回答では、「住民票の写し等
については、住民のプライバシーに直結する等の理由から守秘義務をはじめとする厳正な服務
規程が課す必要があり・・・」としています。この二つの回答の差異について、総務省はどうお考え
でしょうか。
　もとより、プライバシーに直結する個人情報の管理は、ＩＴ業務委託等を通じて既に民間業者等
に開放されていますが、住民票の写しに記載されている情報が紛れもない「個人情報」であること
は、総務省の指摘のとおりです。そうであるならば、何故それが全国民について公開することを
原則とするものとなっているのでしょうか。
　また、総務省は、住民の居住関係を公に証明する唯一の手段であるから公開するとされていま
すが、仮にこれを一般の閲覧の対象から除外したとしても、本人の申出や職権による閲覧等を通
じて公に証明することが可能であり、公開原則に直結するものではないと考えられます。この点を
含めて、総務省回答は「法がそのように定めている」ことを繰り返すのみで、時代が求め、市民が
求め、そのために当市が実現に努めている個人情報保護の要請に十分応えるものとなっていな
いといわざるを得ません。
　本件について、当市では法的安定性を尊重する趣旨から、国が導入した特区制度を通じて実
現をはかろうとしています。一方、熊本市では被閲覧者の氏名、住所、生年月日等を特定できな
い閲覧請求を拒否する等の条例を制定しました。これは、住民個人情報を取り扱う現場は、ス
トーカー、ＤＶ等、差し迫った状況への対応を求める市民、行政の個人情報取扱いに不信を抱く
市民を目の前にしており、放置できない状況にあることの現われであると考えます。
　この点に関して、総務省は先の５月３１日の省令改正において、限定的な保護対策を講じられ
ていますが、市町村長に裁量を与えていないため、その実効性に疑義があり、かつ保護を求める
当事者の心理的状況等への配慮を欠いたものとなっているように思われます。
　当市においても既に現場は待てない状況にあり、早急かつ抜本的な対応が必要です。住民票
の写し等の情報が保護すべき個人情報であることを法的に明確化し、抜本的な制度改正を行う
ことが望まれますが、これが困難であるとすれば、特区として、市の裁量により個人情報保護を
はかりたいと考えるものです。以上の点を踏まえ、総務省においては、当市が提起している問題
について、改めて具体的な回答を示されるよう求めるものです。

Ｃ

　住民基本台帳は、住民の住所関係を公に証明する唯一の制度
であり、その一部の写しの閲覧は、行政機関や弁護士等の職務
上の請求の他、世論調査、学術調査、市場調査、住所確認等公
益上の目的や社会経済上の活動目的などのために広く活用され
ている（平成１４年度の閲覧件数は、全国で約１，５００万件であ
る）。
　草加市は、本人からの申し出があった場合において、住民票の
閲覧をさせないことができるものとすることを要望するが、これを
認めると、以上の目的が達成できないこととなり、閲覧制度の存
在を前提としている行政事務の執行に支障が生じるとともに、公
益性や経済性が阻害される（閲覧制度を活用する者は草加市の
エリアに限られるものではないから、直ちに全国に影響が及ぶ）。
　なお、閲覧制度については、請求事由の明示を義務づけ、市町
村長は、請求が不当な目的による請求であることが明らかである
場合等にはこれを拒むことができるものとされており、合理的な制
限が図られており、個人情報の保護に配慮した制度となってい
る。また、熊本市の条例は、草加市の指摘のように一律に複数請
求を拒否する内容ではないし、この７月１日より実施されているＤ
Ｖ・ストーカー被害者保護のための措置は、実効性及び被害者の
心理にも十分配慮して設計されたものである。

　貴省回答では、本人
の申し出に基づく閲覧
の制限はできないとあ
るが、
　現に各自治体にお
いてプライバシー保護
の観点から条例その
他の定めにより住民
票の閲覧制限に係る
措置を行っている状況
に鑑み、現行法にお
ける取扱の基準、又
はどの範囲までの措
置が自治体の判断に
より可能であるかにつ
いて、各自治体に対し
通知等により示すこと
ができないか、検討し
回答されたい。
　併せて右の提案主
体の意見を踏まえ、再
度検討し、回答された
い。

　当市提案は、総務省ご指摘のとおり、住民基本台帳制度が「住民の住所関係を公に
証明する唯一の制度である」ことを前提にしたものです。即ち、公開の原則を踏襲しつ
つも、その記載事項が個人情報に属するものであることを勘案し、その開示を忌避しよ
うとする者への配慮を行おうとするものです。
　住民票の開示を忌避しようとする理由の代表的なものは、いわゆるＤＶ、ストーカー行
為によって現に被害を受けている、あるいはその事態が急迫していることですが、忌避
を必要とする理由はほかにも様々にあると思われ、その理由をＤＶ等、特定のものだけ
に絞ることは、また別の問題が生まれると考えられます。
　また、特定のものに絞って認定手続きをとる場合、どうしても市民個人のプライバシー
に立ち入らなければなりません。「触れられたくない、話したくない」ことに立ち入られる
ことは、それ自体が精神的な苦痛となります。結果として申請行為がなされず、被害を
未然に防げないことも想定されます。
　しかしその一方、住民基本台帳制度は「開示」を原則とするものであることを踏まえ、
当市では、申出者についてのみ、その個別的事情の詳細は問わず、原則として非開示
扱いとする提案をさせていただきました。もちろん、これを実際に運用する際は、「住民
の住所関係を公に証明する唯一の制度である」ことを重視し、熊本市の条例にもあるよ
うに、公共的若しくはこれに準じた公益上必要な閲覧請求は認めることを前提としてい
ます。
　以上のように、当市提案は、原則公開という基本に立った上で、プライバシーを主張
する市民の意思を尊重していこうとするもので、総務省が指摘されるような懸念はない
ものと考えます。２次回答において、熊本市の条例を総務省が認知、評価されているこ
とが確認できたことから、これを採用することも一つの方法かと思いますが、公開原則
という制度の基本を重視し、かつ個人情報としての本人の意思という点に配慮した当市
の提案について、改めて検討いただきたいと存じます。

Ｃ

　提案主体は、「本人の申出があった
場合」は、理由を問わず閲覧を制限す
ることを予定しているが、それでは、不
当な目的が明らかな場合等でない閲覧
まで制限することとなり、住基法に反す
ることになると考える。
　閲覧制度については、請求事由の明
示を義務づけ、市町村長は、請求が不
当な目的によることが明らかなとき等
の場合には、当該請求を拒むことがで
きるとされており、当該規定の適切な運
用により、個人情報の保護を図ること
が可能である。
　当該規定の解釈等について、これま
で一般的な考え方及び具体的事例に
即した考え方を示しており、改めて一般
的な基準を示すことは、かえって必要
以上に自治体の裁量を狭める恐れが
あるため、考えていないが、個別の事
例について具体的な相談があれば回
答することとしたい。

1213 12131020
埼玉県草
加市

便利で安
心、信頼
の窓口
サービス
推進特区

草加市においては、条
例により「本人の申出
があった場合に」閲覧
制限できるものとす
る。

総務省 0430400
個人情報
漏洩への
罰則強化

憲法第３１
条、憲法第９
４条、地方自
治法第１４条
第３項

　普通地方公共団体は、
法令に特別の定めがある
ものを除くほか、その条例
中に、条例に違反した者
に対し、二年以下の懲役
若しくは禁錮、百万円以
下の罰金、拘留、科料若
しくは没収の刑又は五万
円以下の過料を科する旨
の規定を設けることがで
きる

Ｃ Ⅰ

憲法第３１条は、刑罰は法律によらな
ければ科すことができないとしており、
一方、憲法第９４条では、地方公共団
体は法律の範囲内で条例を定めること
ができることとしていることから、条例に
より罰則を科す場合、地方自治法で罰
則の上限を設けることは、憲法上の要
請からも必要である。

法律により罰則の
上限を設けることは
必要としても、法律
による罰則との均
衡も踏まえた上で、
条例の実効性を確
保するという観点か
ら、現行の上限の
見直しの要否につ
いて、また、右の提
案主体の意見を踏
まえ、検討し回答さ
れたい。

　情報化が進展する中で、法人による組織的な情報漏洩事件等が頻発しており、これ
に対する抜本的な取組みが必要となっています。その際、法人の違法な行為を抑止す
る上では罰金刑が重要な役割を果たしますが、現行の地方自治制度ではその上限が
百万円に抑えられ、抑止力となっていません。
　法人による違法行為に対して厳正な処罰を行うことを目的として、「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」第３０条では罰金額を１億円、道路運送車両法第１２２条では２
億円と定めています。しかし、行政に対する市民､国民の信頼を根底から揺るがしかね
ない個人情報漏洩については罰金上限が百万円とされ、とても厳正な処罰が可能とは
言えない状況にあります。例示した廃棄物処理法や道路運送車両法との対比において
も、量刑が均衡を欠いていると思われます。個人情報保護に真剣に取り組む草加市と
しては、社会的影響を含む罪状の重さに比し量刑が不当に軽いと判断せざるを得ず、
いざと言うときに市民に説明がつかないという状況すら想定されます。
　総務省ご指摘のとおり、憲法第３１条は刑罰を法で定めることを規定しています。しか
し刑罰を法で定めることは、そもそも法のもとの平等という目的を実現するための手段
にほかなりません。その目的に沿うならば、時代とともに変化する犯罪とその罪状に、
より適切に対応するものでなければならないはずです。とりわけ、各自治体が推進するＩ
Ｔ化に加え、総務省が推進する住民基本台帳ネットワーク化やＬＧＷＡＮ構想等を通じ
て、個人情報保護、情報漏洩抑止への取組みの必要性は画期的に高まっています。
　総務省回答は、これらの課題、問題提起に具体的にお答えいただいておりません。当
市が提起した課題にどう対処するのかを含めて、具体的な回答を求めます。

Ｃ Ⅰ

憲法第３１条は、刑罰は法律によらなければ科すことができない
としており、また、憲法第９４条では、地方公共団体は法律の範囲
内で条例を定めることができることとしている。条例により罰則を
科す場合、地方自治法で罰則の上限を設けることは、憲法上の
要請である。最高裁大法廷判決（昭和３７年５月３０日）において
は、「法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであって
はならない」とし、地方自治法第１４条第３項のように限定された
刑罰の範囲内で条例をもって罰則を定めることができることとした
場合には、憲法第３１条に違反するものではない旨が示されてい
る。このように上記最高裁大法廷判決に照らせば、刑罰を規定す
る根拠として、法律と条例を同列に扱うかのような議論は論外で
あり、ましてや、単に特定の法律に規定
する量刑との比較のみによって、条例による刑罰の上限を見直す
ことはできないものである。
なお、罰則の上限を引き上げることの根拠として、個人情報の漏
洩が挙げられているが、個人情報保護法における罰金の額は最
高でも３０万円以下とされている。

　前回の再検討要請で
は、条例の実効性の担保
のため、現行法令の範囲
内において罰則の上限の
見直しについての検討を
求めているところである。
　単に個別の法令との比
較による刑罰の軽重の比
較ではなく、（国の）法令
による行政上の規制と（地
方の）条例による行政上
の規制の実態を踏まえ、
条例の実効性を担保する
観点から、現行の条例の
罰則の上限の見直しがで
きないか、再度検討し、回
答されたい。
　併せて右の提案主体の
意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

　法人に対する罰金刑は、近年、社会・経済状況の変化に対応し
て軒並み見直しが行われ、１０万円、１００万円単位から億単位へ
と大幅に引き上げられています。
　例えば､総務省所管の法律では、平成１４年の消防法改正で罰
金の上限額５００万円が１億円に、同１６年の地方税法一部改正
では軽油引取税に係る罰金の上限額が５０万円から３億円に引
き上げられています。そのほか、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律、商品取引所法、金融先物取引法などでも
見直しにより罰金刑が５億円となっています。このような状況か
ら、地方自治法第１４条第３項の「１００万円以下の罰金」は明ら
かに時代遅れで、見直しが必要であることは明らかです。同時
に、国が全ての分野を法律により全国一律の基準で規制する時
代は終わっており、先のディーゼル車規制のように地方がその実
状に応じて機動的に条例制定権を活用し、その中に弾力的に罰
則規定を盛り込んでその効果を高めて行くべき時代を迎えていま
す。
　草加市では、これまでの取組みの成果をさらに高める上でも、
法人による個人情報保護の漏洩に対する罰則規定を強化する必
要があります。改めて、特区としての採用を求めるものです。

Ｃ Ⅰ

条例の実効性の担保が重要であることはご指摘の
とおりであるが、憲法第３１条は、刑罰は法律によら
なければ科すことができないとしており、また、憲法
第９４条では、地方公共団体は法律の範囲内で条例
を定めることができることとしている。条例により罰
則を科す場合、地方自治法で罰則の上限を設ける
ことは、憲法上の要請である。最高裁大法廷判決
（昭和３７年５月３０日）においては、「法律の授権が
不特定な一般的の白紙委任的なものであってはな
らない」とし、地方自治法第１４条第３項のように限
定された刑罰の範囲内で条例をもって罰則を定める
ことができることとした場合には、憲法第３１条に違
反するものではない旨が示されている。このように
上記最高裁大法廷判決に照らせば、刑罰を規定す
る根拠として、法律と条例を同列に扱うことは困難で
あり、また、単に特定の法律に規定する量刑との比
較のみによって、条例による刑罰の上限を見直すこ
とはできないものである。
また、上記の趣旨に照らせば、特区において特例を
認めることはできないことも明らかである。
なお、罰則の上限を引き上げることの根拠として、個
人情報の漏洩が挙げられているが、個人情報保護
法における罰金の額は最高でも３０万円以下とされ
ている。

1213 12131030
埼玉県草
加市

便利で安
心、信頼
の窓口
サービス
推進特区

「法人」に限定して、個
人情報漏洩等に対す
る罰則を強化したい。
具体的には、条例によ
り、市民の個人情報を
取り扱う業務を受託す
る法人等に対する罰
金の上限を２億円に引
き上げる。

総務省 0430410

年度区分
による
「契約行
為」規制
緩和

地方自治法
第２０８条第
１項

　普通地方公共団体の会
計年度は、毎年４月１日
に始まり、翌年３月３１日
に終わるものとする。

Ｄ－
４
Ⅰ・
Ⅱ

　入札の公告等又は契約の締結は予
算執行の手続きに含まれるものであ
り、事業執行年度の前年度においてこ
れを行うことはできないが、現在、長期
継続契約の対象範囲の見直しを検討し
ているところであり、それによって長期
継続契約の対象となれば、債務負担行
為の設定によることなく、事業年度前の
入札または公告等又は契約の締結が
可能になるものと考えれられる。

本提案は、一連の
契約前手続きを「予
算執行」とみなす規
制を改め、「予算執
行」の対象を純粋
な「契約」に限定す
ることによって、入
札等の契約事前手
続きを年度開始前
に行えるようにする
ことを求めるもので
ある。
　この点及び右の
提案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

　本件提案に対して総務省回答では、「長期継続契約の対象範囲見直しを行っている」
とされています。長期継続契約対象を拡大することそれ自体は歓迎すべきことですが、
このことは同時に、いったん契約した場合は同一の業者と長期継続的に契約関係を維
持することを意味するものであり、場合によっては公共契約の競争性､公平性､透明性
原理を損なうおそれがあります。
　当市の提案は、むしろ競争性を高める観点からのもので、入札手続の前倒し執行を
可能とするように規制緩和し、現在、見積り合せ等で対処している案件についても入札
に切り替えるようにできないかというものです。同時に、工事契約についても同様の方
法を採ることで、いたずらに債務負担行為に依存しなくとも工事発注の平準化をはかれ
るようにしたいという提案です。
　この点に関して、総務省はどうお考えなのでしょうか。単年度予算主義と、その狭苦し
い運用は、効率的で効果的な行財政運営を妨げる面がありますが、このような厳しい
時代にこれを続け、しかも全国自治体をそのもとに縛り続けることについて、総務省は
どのような見解をお持ちでしょうか。
　また、一連の入札手続を契約行為（予算執行）と見なす規定は、法本文にはありませ
んが、どのような法律上の根拠があってこれを動かしがたい規定とされているのでしょ
うか。仮に、現実に年度開始前に入札手続を行っている場合、これを違法とされるので
しょうか。
　これらの点について明確なお答えをいただきたいと存じます。
　三位一体改革のもと、今年度も地方交付税は大幅に減額され、地方には厳しい行財
政運営と地域経済の活性化が求められています。こうした時代の試練に立ち向かうた
め努力し、そして国の提唱のもとに積極的な特区・地域再生提案も行っているところで
す。総務省におかれても、地方の置かれた状況を我がこととし、提案に対してより前向
きに回答いただくよう求めるものです。

Ｄ－４ Ⅰ・Ⅱ

地方自治法第２０８条では、普通地方公共団体の会計年度は、毎
年４月１日から翌年３月３１日と定められており、予算については
年度開始前に議会の議決を経なければならないとされている。ま
た、債務負担行為など地方自治法が単年度主義の例外と認めた
ものについては、それぞれ議会の議決を必要としている。
以上より、普通地方公共団体が行う支出負担行為及び予算執行
については、議会の承認を得ない単年度主義の例外はない。
本件における入札手続は、契約締結の大前提であることから、当
然に契約行為の一部とみなされるため、当該年度の予算の裏付
けなしに行うことはできない。
　なお、年度開始前に工事請負等の契約を締結する必要がある
のならば、地方自治法第２１４条の債務負担行為により対応は可
能である。

　貴省回答では、現行法令
上は入札手続は契約行為の
一部であり、予算の執行に当
たる。よって、会計年度前に
行うことはできないということ
であるが、
　入札公告その他の契約に
至るまでの事前の入札手続
については、あくまでも支出
負担行為（契約）の準備行為
であり、予算の執行には当た
らない。そのように解して年
度開始前に実施できないか、
検討し回答されたい。
　また、清掃業務等の経常的
な役務提供契約の締結等、
年度当初に締結することが
必要な契約が多くある地方
公共団体の実態に鑑み、契
約に至るまでの入札手続を
年度開始前に実施できるよう
な措置について、検討し回答
されたい。
　併せて右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検討し、回
答されたい。

　契約行為に係る現行規制を緩和することは、
ア　随意契約方式に依っている委託等契約を競争入札方式に変えられ、競争性､　透明性を高め
られる。
イ　工事の端境期対策や早期発注にも寄与し、業者にも多大なメリット。
ウ　これらを「債務負担行為」に依存することによる「予算審議の形骸化」批　判にも対応。
　以上のメリットがあります。しかし、これに対する回答は、現行の解説にとどまっています。現行
制度とその運用の範囲では実施が困難と承知しているからこそ、特区制度を通じて提案させてい
ただいていることをご理解ください。
　とは言え、法律上、どこまでを「契約行為」と見るかについては、実定法上不明確な点もあること
から、この点の確認も含め、改めて意見を申し述べます。　第一に、「本件における入札手続は、
契約手続きの大前提であることから、当然に契約行為の一部と見なされるため、当該年度の予
算の裏付けなしに行うことはできない」との回答について、実定法上の根拠をお示しください。地
方自治法にはその明文規定を確認することができませんが、何が根拠となっているのでしょう。
　第二に、提案では、入札を契約行為とみなす現行に拠らないことを契約当事者間で明確にする
ため、予算成立の可否を停止条件とすることとしていますが、この点を含めても違法であるとすれ
ば、その実定法上の根拠をお示しください
　第三に、「年度開始前に工事請負等の契約を締結する必要があるのならば、債務負担行為に
より対応は可能である」とされています。そのとおりであり、当市においても、工事等の前倒し発注
や端境期防止対策として推進しているところです。しかし工事はともかく、委託契約等で年度当初
から契約が必要な案件は５００件にのぼります。これらをことごとく債務負担行為の対象とするこ
とが、法的には可能でも、現実的に妥当でしょうか。
　第四に、当提案は、年度当初の契約、発注が必要なものが多数にのぼることから、これを安易
に随意契約に依らず入札方式とすることにより、透明性と競争性を高めたいとの趣旨によるもの
です。また、債務負担行為を多用することにより、予算審議が既に既成事実化された予算の追認
行為となるとの指摘もあることから、「停止条件」を付した事前入札等によりこれを必要最小限の
ものにすることも意図しています。この点についての見解はいかがでしょう。
　以上につき、改めて国の見解を確認し、あわせて提案の趣旨を踏まえた規制緩和を求めるもの
です。

Ｄ－４ Ⅰ・Ⅱ

年度当初における契約事務の集中等の状況
については以前より認識しているが、地方自
治法では、普通地方公共団体の会計年度が
毎年４月１日から翌年３月３１日と定められて
おり、予算については年度開始前に議会の
議決を経なければならないとされている。ま
た、債務負担行為など地方自治法が単年度
主義の例外と認めたものについては、それぞ
れ議会の議決を必要としている。
以上より、普通地方公共団体が行う支出負
担行為及び予算執行については、議会の承
認を得ない単年度主義の例外はなく、これは
地方財務会計制度の根本に関わるものであ
る。本件における入札手続は、契約締結の
大前提であることから、当然に契約行為の一
部とされるため、当該年度の予算の裏付け
なしに行うことはできないと言わざるを得な
い。
会計年度独立の原則を踏まえた上で、財務
事務をどう合理化・効率化していくかについ
ては、財務会計制度に関する研究会を設置
し、検討していきたいと考えている。

1214 12141020
埼玉県草
加市

頑張る自
治体・生
産性向上
プロジェ
クト

　総務省は、地方公共
団体の入札公告手続
き等、契約に至る事前
準備は「予算執行」の
範囲に含めるものとし
ているが、一連の契約
前手続きを「予算執
行」とみなす規制を改
める。具体的には、
「予算執行」の対象を
純粋な「契約」に限定
することによって、入札
等の契約事前手続き
を年度開始前に行える
ようにする。

総務省 0430420

早期完成
を支援す
る弾力的
補助金運
用（特区）

地方自治法
第２１２条、
地方自治法
施行令第１４
５条、地方自
治法施行規
則第１５条の
３

　二会計年度以上にまた
がる事業については、予
算の定めるところにより、
その経費の総額及び年割
額を定め、継続費として数
年度にわたって支出をす
ることができる。
  義務教育諸学校の建設
にあたっては、国庫負担
事業に係る地方負担額に
対し、地方債を許可してい
る。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

　継続費は翌年度以降の予算を拘束するものであ
り、会計年度独立の原則の例外として規定されてい
るものの、継続費の年割額については、各年度ごと
の歳入歳出予算に計上することになるものであり、
これをもとに当該年度の事業量に応じた支出をする
ことになるものであり、事業量が年割額を超過する
ものであれば、補正により、繰越費の総額及び年割
額を増額し、年割額を下回るものであれば、逓次繰
越により、次年度以降の財源とするものである。　そ
もそも、事業を行った事実と会計は一致させる必要
があり、年割額を固定させてしまうことは、これらの
乖離を生じさせてしまうものであり、また、国庫支出
金又は地方債の額は、事業の出来高に応じることに
なるものであるので、決算上、齟齬が生じてしまうも
のである。
　義務教育諸学校の建物の建築に要する経費につ
いては、国が経費の一部を負担しなければならない
ものであり、国庫負担金の交付の仕方に対応した地
方負担、地方債措置となっている。したがって、国庫
負担金の改善（各地方公共団体の事業量に応じた
国庫負担金の交付）により、まず、解決すべき問題
である。

右の提案主体の意
見にある単年度会
計主義と出来高清
算主義のもとでの
公共工事の実施に
係る問題意識につ
いて、これが改善さ
れる方向で対応が
できないか、再度
検討し、回答された
い。

　総務省におかれてもご承知のとおり、構造改革特区制度は、法制度を含
む国の規制について、その特例措置を講じ、もって地方の自立改革に資す
ることを目的とするものです。従って、我々は、現行法制度やその解釈､運
用の幅等を十分承知の上で、これによる規制の弊害を除去するため、その
特例措置を求めています。
　しかし、これに対する総務省の回答は、現行法の解釈､説明が中心で、当
市提案の趣旨に十分答えていないように思われます。
　単年度会計原則と、これにもとづく継続費運用の非効率さは、提案で述
べさせていただいたとおりですが、問題は、今、当市を含む地方自治体が
おかれている状況は、こうした行政の非効率が許されなくなっているという
ことです。　ご承知のとおり、三位一体改革の過程で、地方は行財政の自
立を求められ、かつ税収、地方交付税等の大幅な歳入減のもとでこれから
の高齢社会を支えて行く責任を負っています。従来の行政運営手法の抜
本的な見直しを行い、事務・事業の効率を画期的に高めていかなければな
りません。
　当市提案は、そのための取組みについてのものであり、総務省に対して
法解釈を求めているものではありません。
　継続費の運用、これにまつわる国庫補助制度の運用が、単年度会計原
則と出来高精算主義のもとで大きなコスト上のロスを生み出し、また活用し
にくいものとしていることは厳然たる事実です。反対に、使い勝手を良くして
活用の道を広げれば、公共工事のコストと工期のロスを大きく改善できま
す。当市の提案を前向きに受け止めていただき、意義ある改革につながる
回答を求めるものです。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

地方公共団体が発注する公共工事等の債務の履行を確保する
ためには、事業の出来高に応じて支払代金を拠出すべきであり、
提案にあるような概算払のように事業の出来高を超えた代金を拠
出することは、債務の履行が担保できないため、本提案を認める
ことはできない。
　なお、当初定めた継続費の年割額は、補正予算や逓次繰越に
より変更することは可能であるため、早期に工事を完成させること
について現行制度が本提案の阻害になるものとは考えられない。

　貴省回答では、現
行制度が提案内容
の阻害になるもの
ではないということ
であるが、
　提案主体が示す
単年度会計主義と
出来高清算主義の
もとでの公共工事
の実施に係る問題
点について、貴省と
して何らかの改善
のための措置を講
ずることができない
か、再度検討し、回
答されたい。
　併せて右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

ア　単年度の国庫補助金や補助裏地方債の額に制約されず義務教育施設建設等　工事の早期完成がはかれる。
イ　請負業者の生産性は高まり、施工費の削減にもつながる。
ウ　出来高確認や補助金、地方債に関わる清算事務等が簡素化でき、国と地方、　請負業者それぞれの事務等負担
が大幅に軽減できる。
エ　債務不履行等のリスクは十分回避でき、デメリットは生じない。
　以上のことから、その実現への提案をさせていただいたところですが、回答は、別途提案「継続費の活用と弾力運
用」への回答と同じものでした。このため、以下の意見についても重複する点がありますが、宜しくご回答ください。
①　２次回答には、継続費についても「地方公共団体が発注する公共工事等の債務の履行を担保するためには、事
業の出来高に応じて支払い代金を拠出すべきであり」とありますが、この点について、そこまで強く地方公共団体が拘
束される法的根拠が確認できません。どのような実定法上の規定に基づくのものか、ご教示ください。
②　当提案では、少なくとも中間時に出来高を超えた代金を拠出することは全く想定していません。契約行為の常識と
して、仮に中間払いが必要な場合、当然、工事の進捗状況を確認した上、出来高状況の範囲で中間払いをすることと
なります。当提案は、このことと、年度区分による出来高精算、及び国庫補助金、地方債の年度ごとの精算とを切り離
すことを提案しています。一方、回答は、「概算払い」を「出来高を超えた代金の拠出」と断定されていますが、その論
拠をお示しください。
③　また、債務の履行の担保は、必ずしも年度区分の問題ではなく、年度内においても、出来高を超えた拠出を行う場
合に発生する問題です。（例えば、工事着手時の前払金は、出来高ゼロのときに拠出する。）これによる債務不履行を
防止するため、前払い金保障保険を付保し、かつまた工事履行については別途履行保障保険制度を通じて債権保全
をはかっています。この点は､年度を越える工事等も同様であり、この点からも過払い等による債務不履行のリスクは
生じません。かつまた、当提案においては、継続事業における補助金の支出について、国が地方公共団体への年度
内の過払いをリスクと感じる場合等を想定し､事業完成年度の一括後払い、またはつなぎ地方債制度の提案も行って
います。この点を含め、国が補助金支出に係るリスクを回避する方法はほかにあると考えられ、当提案を排除する理
由にはならないと考えますが、そうでないとすれば、その論拠をお示ください。
④　継続費の年割額が補正予算や逓次繰越により変更できるから現行制度は早期完成を阻害しないとのことでありま
すが、このことは、国庫補助金や地方債についても、これに即応したものとして弾力的に運用されているとの認識によ
るものなのか、実態を踏まえた見解をお示しください。現実には、義務教育施設整備に係る国庫補助金は各年度ごと
に原則固定されているため、仮に初年度に工事進捗が見込める場合でも、各年度の補助金額にあわせて工事進捗を
コントロールしているのが実態と思われますがいかがでしょう。
　この問題は、国が、単年度主義、出来高主義､精算主義に余りにも固執し、これに国庫補助制度や地方債制度を連
動させ、地方の会計、事務事業執行を強く縛っていることから発生しています。公会計制度については、多くの識者か
ら、より効率的､効果的に機能させるため、発生主義会計への移行も含めた抜本的改革が必要と指摘されていますが、
現実にこれを実施することが極めて困難であるとすれば、現行の不都合、非効率な点について、現行制度の枠組みの
中で企業会計的処理の長所を取り入れる等、段階的な改善をはかることがむしろ合理的と思われます。
　以上のことを総合的に勘案いただき、改めて、本提案について前向きな見解を示されるよう求めるものです。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

提案主体である草加市からの御意見に対し
て、次のとおり回答する。
①について　地方自治法第２３２条の４第２
項及び第２３４条の２第１項を参照されたい。
②について　現行制度の範囲内で出来高に
応じた中間払等をすることは可能である。
③及び④について　国庫補助金制度の運用
として改善が図られるべきものである。
　いずれにしても、国庫補助金制度等の運用
の改善が図られることにより、本提案は解決
し得るものであり、再検討要請に対する回答
のとおり、本提案の実現について継続費制
度が阻害になるものではない。
　会計年度独立の原則を踏まえた上で、財
務事務をどう合理化・効率化していくかにつ
いては、財務会計制度に関する研究会を設
置し、検討していきたいと考えている。

1211 12111020
埼玉県草
加市

ふるさと
学び舎・
再生プロ
ジェクト

学校建設に係る継続
費の単年度出来高精
算方式を廃止し、契約
ベースでの支払い方
式（着　手時、中間時
等の区分による概算
払い及び完成時精算
支払い方式）を認め
る。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430430

継続費制
度の活用
と弾力運
用

地方自治法
第２０８条、
第２１２条

　２会計年度以上にわた
る事業については、予算
の定めるところにより、そ
の経費の総額及び年割額
を定め、継続費として数年
度にわたって支出すること
ができる。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

　地方公共団体においては、会計事務
の適正性の確保かつ契約の履行の確
保のため、工事若しくは製造の既済部
分又は物件の既納部分の確認を行っ
た後に、当該記載部分又は既納部分
に相当する金額のみを支払うべきであ
り、これらの手続を踏まずに着手時、中
間時等の区分による概算払い及び完
成時精算支払いとすることは、会計年
度の適正性の確保又は契約の履行の
確保が図れなくなることから、認められ
ない。

右の提案主体の意
見にある単年度会
計主義と出来高清
算主義のもとでの
公共工事の実施に
係る問題意識につ
いて、これが改善さ
れる方向で対応が
できないか、再度
検討し、回答された
い。

　総務省におかれてもご承知のとおり、構造改革特区制度は、法制度を含
む国の規制について、その特例措置を講じ、もって地方の自立改革に資す
ることを目的とするものです。従って、我々は、現行法制度やその解釈､運
用の幅等を十分承知の上で、これによる規制の弊害を除去するため、その
特例措置を求めています。
　しかし、これに対する総務省の回答は、現行法の解釈､説明が中心で、当
市提案の趣旨に答えられていません。
　単年度会計原則と、これにもとづく継続費運用の非効率さは、提案で述
べさせていただいたとおりですが、問題は、今、当市を含む地方自治体が
おかれている状況は、こうした行政の非効率が許されなくなっているという
ことです。　ご承知のとおり、三位一体改革の過程で、地方は行財政の自
立を求められ、かつ税収、地方交付税等の大幅な歳入減のもとでこれから
の高齢社会を支えて行く責任を負っています。従来の行政運営手法の抜
本的な見直しを行い、事務・事業の効率を画期的に高めていかなければな
りません。
　当市提案は、そのための取組みについてのものであり、総務省に対して
法解釈を求めているものではありません。
　継続費の運用が、出来高精算主義のもとで大きなコスト上のロスを生み
出し、使い勝手を悪くして活用の道を狭めていることは厳然たる事実です。
反対に、使い勝手を良くして活用の道を広げれば、公共工事のコストと工
期のロスを大きく改善できます。これをどうするか、当市の提案を前向きに
受け止めていただき、意義ある改革につながる回答を求めるものです。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

地方公共団体が発注する公共工事等の債務の履行を確保する
ためには、事業の出来高に応じて支払代金を拠出すべきであり、
提案にあるような概算払のように事業の出来高を超えた代金を拠
出することは、債務の履行が担保できないため、本提案を認める
ことはできない。
　なお、当初定めた継続費の年割額は、補正予算や逓次繰越に
より変更することは可能であるため、早期に工事を完成させること
について現行制度が本提案の阻害になるものとは考えられない。

　貴省回答では、現
行制度が提案内容
の阻害になるもの
ではないということ
であるが、
　提案主体が示す
単年度会計主義と
出来高清算主義の
もとでの公共工事
の実施に係る問題
点について、貴省と
して何らかの改善
のための措置を講
ずることができない
か、再度検討し、回
答されたい。
　併せて右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

　現行の継続費制度について、単年度出来高精算主義の規制を緩和することは、ア　年度の予算や補助額の制約による出来高
調整が不要となり、工期短縮可能。
イ　年度末出来高確認や諸書類の作成事務の簡素化につながり、現場作業や事　務負担の軽減が可能。
ウ　出来高に対応した補助､地方債等の調整事務が軽減でき、国､県､市町村そ　れぞれの事務負担が軽減。
エ　請負業者の施工効率のアップ、諸経費削減にもつながり、設計額、請負額　削減に寄与。
オ　一方、これに伴うリスクは十分回避でき、デメリットは生じない。
　以上のことから、当提案を是非とも実現したいと考えています。この趣旨から、２次回答に対して、改めて次の意見を申し述べさ
せていただきます。
①　２次回答には、継続事業について「地方公共団体が発注する公共工事等の債務の履行を担保するためには、事業の出来高
に応じて支払い代金を拠出すべきであり」と強く指摘されていますが、この点については、明文法上の根拠が確認できず、何故そ
こまで強く拘束されるのか理解が困難です。いかなる法規定に基づくのものか明確にお示しください。
②　２次回答は、「概算払い」＝「出来高を超えた代金の拠出」と断定されていますが、論理の飛躍と思われます。当提案では、少
なくとも中間時に出来高を超えた代金を拠出することは全く想定していません。契約行為の常識として、仮に中間払いが必要な場
合、当然、工事の進捗状況を確認した上、出来高状況の範囲で中間払いをすることとなります。当提案は、このことと、年度区分
による出来高精算、さらに国庫補助金、地方債の年度ごとの精算とを切り離すことを提案しているものであり、この点に絞って国
の見解をお示しください。
③　また、債務の履行の担保は、必ずしも年度区分の問題ではなく、年度内においても、出来高を超えた拠出を行う場合に発生す
る問題です。（例えば、工事着手時の前払金は、出来高ゼロのときに拠出する。）これによる債務不履行を防止するため、前払い
金保障保険を付保し、かつまた工事履行については別途履行保障保険制度を通じて債権保全をはかっています。この点は､年度
を越える工事等も同様です。何をもって年度を越える場合にのみ債務の履行が担保できないとされるのか、その具体的な根拠を
お示しください。
④　公会計制度については、多くの識者から、より効率的､効果的に機能させるため、発生主義会計への移行も含めた抜本的改
革が必要と指摘されています。しかし、現実にこれを実施することが極めて困難であるとすれば、現行の不都合、非効率な点につ
いて、現行制度の枠組みの中で企業会計的処理の長所を取り入れる等、改善をはかることが合理的かつ現実的と思われますが、
この点にどうお考えでしょうか。
⑤　上記に関連して、当提案については、必ずしも公会計制度の根幹に触れるものでないと考えます。即ち、単年度主義の例外
措置である継続費について、単年度主義による金縛りの状態を運用上緩和することで実現できるものと考えられます。運用上の
リスクも、工事の進捗状況に応じた支払いや履行保障保険制度等により当然防止できる範囲のものであり、実害はないと思わ
れます。さらに国のリスクを回避しようとすれば、補助金の一括後払い、あるいは保険制度等、様々な方法があると考えられま
す。それでもなお、国にリスクがあるとする場合、それはいかなるものかお示しください。
⑥　以上のほかに、継続費の運用規制緩和が困難な別段の理由があれば、これをお示しください。
　言うまでもなく、継続費制度は、長期間に及ぶ工事等を円滑に進める上で有効で、その活用が求められます。その一方、継続
費の出来高確認及び精算事務は、補助､起債申請、実績報告等事務に求められる膨大な事務量と重なって、職員、請負業者双
方に多くの労力を強いています。請負業者の負担は、諸経費として公共工事の価格に反映することとなります。行政事務の効率
化はもとより、公共工事の設計額削減の上からも、この点の改革が必要と思われます。
　この問題の改革は、けして大掛かりなものではなく、単年度会計原則の運用規制緩和と、補助､起債に関連して提出を求めら
れる諸書類等を簡素化する地道な取組みで実現可能です。当提案の趣旨を踏まえ、中身に踏み込んだ回答をいただくようお願
いをするものです。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

提案主体である草加市からの御意見に対して、次の
とおり回答する。
①について　地方自治法第２３２条の４第２項及び第
２３４条の２第１項を参照されたい。
②について　国庫補助金制度の運用として改善が
図られるべきものである。
③について　年度を超える場合に限ってのみを述べ
ている訳ではなく、地方公共団体の支出について
は、全部又は一部の債務の履行を確認した後に行
われるべきものとの考えを述べたものである。
④について　地方財務会計制度については不断に
点検を加え、改善に向け努力をすべきものと考えて
いる。
⑤について　国庫補助金制度の運用として改善が
図られるべきものである。
⑥について　継続費制度が本提案の阻害要因とな
るものではないため、特段のコメントはない。
いずれにしても、国庫補助金制度等の運用の改善
が図られることにより、本提案は解決し得るものであ
り、再検討要請に対する回答のとおり、本提案の実
現について継続費制度が阻害になるものではない。
会計年度独立の原則を踏まえた上で、財務事務を
どう合理化・効率化していくかについては、財務会計
制度に関する研究会を設置し、検討していきたいと
考えている。

1214 12141010
埼玉県草
加市

頑張る自
治体・生
産性向上
プロジェ
クト

継続費について次の
改善を提案する。
ⅰ　各年度ごとの出来
高精算方式を廃止し、
着手時、中間時等の
区分による概算払い
及び完成時精算支払
いとする。
ⅱ　同時に、国は地方
への補助事業に対す
る単年度優先主義を
改め、継続事業の活
用に道を広げる。

総務省 0430440
予算単年
度主義の
廃止

地方自治法
第２０８条、
第２１０条、
第２１１条第
２項、第２１２
条、第２１３
条、第２１４
条、第２１５
条、第２１６
条、第２２０
条及び第２３
３条

会計年度＝１年間
数年度にわたるものは継
続費、繰越明許費で対応
総計予算主義の原則
債務負担行為は継続費
の総額又は繰越明許費
の金額の範囲内における
ものを除くほか、予算で定
めなければならない。
予算を議会に提出すると
きは、政令で定める予算
にかかる説明書をあわせ
て提出しなければならな
い。
予算の内容、歳入歳出予
算の区分、予算の執行、
決算については政令で具
体的に定めている。

C Ⅰ

　会計年度独立の原則、現金主義をは
じめとした地方自治法上の財務に関す
る規定は、地方公共団体の財務事務を
適正に行うために必要なものであり、こ
れらの規定の大部分を条例に委ねるこ
とはできない。
　　なお、地方自治法上の財務に関す
る規定は、国の財務会計制度の検討
状況を踏まえつつ、そのあり方につい
て検討を進めることとしている。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

国において複数年度予算のモデル事業の実施が可能であれば、
経済財政諮問会議の趣旨を踏まえ、地方においても実施すること
は可能であり、まさに特区の趣旨に適うものと考える。

C Ⅰ

国におけるモデル事業は、あくまでも会計年度独立の原則を堅持
したうえで、国庫債務負担行為等の活用により複数年度にわたる
予算執行を試みるものである。全く同様の試みは地方公共団体
においても債務負担行為や繰越明許費の制度を活用することに
より対応できるところであって、既に制度上可能となっているもの
である。

1518 15181040
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で単年度とされ
ている地方自治体の会計年度
を複数年度予算に転換すると
ともに、評価に基づく決算を重
視した予算管理を行う。このた
め、地方自治法第２０８条を
「市町村の条例で定める。」に
改正し、同法第２１０条に「又
は条例の定めるところにより、
一会計年度に執行した一切の
収入及び支出は、すべて歳入
歳出決算に編入しなければな
らない。」を加え、同法第２１１
条第２項中「政令で定める」を
「条例で定める」に改め、同法
第２１２条及び第２１３条を削
り、同法第２１４条中「、継続費
の総額又は繰越明許費の金
額の範囲内におけるものを除
くほか」を削り、同法第２１５
条、第２１６条、第２２０条及び
第２３３条中「」を「市町村の条
例で定める」に改める。

総務省 0430450

非常勤嘱
託員に特
別徴税吏
員資格を
付与

地方税法第
１条３号、第
２９８条第１
項、第３２９
条第１項

質問検査及び督促状の発
出は、徴税吏員（道府県
知事若しくはその委任を
受けた道府県吏員又は市
町村長若しくはその委任
を受けた市町村吏員をい
う。）が行うこととされてい
る。

Ｃ
Ｄ－
１

徴税吏員の職務権限は、私人の権利
義務に対する重大な侵害となる要素を
含むものであることから、その重要性に
鑑み、地方自治法第１７２条の「吏員」
であることが要求されているところであ
り、質問検査及び督促状の発出を吏員
ではない非常勤嘱託員が行うことはで
きない。-C
ただし、督促状の発出については、具
体的な督促状の封入・発送作業などは
補助的な業務であり、徴収嘱託員が行
うことは問題はないと考える。-D-1

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　残念ながら総務省一次回答は、周知の現行法制度解釈に過ぎず、当市
の提案に対する回答となっていないものと言わざるを得ません。
　三位一体改革を通じて、地方は財源面での自立を求められています。受
益と負担の関係が明確になれば、より一層公平な税負担を市民に求める
必要があり、かつこれに要する「徴税コスト」も意識しなければなりません。
当市に限らず、国、都道府県､市町村それぞれに税、保険・年金等の徴収
に関わる問題を抱える中で、その徴収体制の抜本的な見直し、強化が必
要なことは共通するところでありましょう。その際、現行の「徴税吏員制度」
に固執した方法で対応することが、この問題の前進につながるとは思われ
ません。その事務を担う戦力に非常勤嘱託員を加えることは、その前進を
はかる契機となると考えるものです。　非常勤嘱託員といえども、勤務にお
いては地方公務員に課せられた職務上の責務を負うもので、かつその職
務に専門性を付与しやすい性格を持ちます。市町村の場合、コスト対効
果、あるいは職員の絶対数の面からも専門職としての徴税吏員（常勤職
員）を数多く抱えることは困難です。一定の訓練､経験を経た非常勤嘱託員
をこの職務に当てることができれば、徴収体制の強化はもとより、地域の雇
用、所得向上政策にも資することができるでしょう。報酬への歩合制導入
等、徴収率向上へのインセンティブ導入もはかりやすくなります。
　国､地方とも、厳しい財政状況のもとで高齢社会を支える努力を必死に行
い、その中で構造改革への取組みを進めています。特区制度もその一環
であり、当市もこれに真剣に応えるべく提案を行っています。総務省におい
ては、これに応え、提案を改革に前向きに生かす視点から、改めて真剣な
検討と具体的な回答を求めるものです。

Ｃ
Ｄ－１

現行法制度の解釈の問題ではなく、そもそも質問検査は、私人の
権利義務に対する重大な侵害となる要素を含む、強力な公権力
の行使であることから、吏員ではない非常勤嘱託員が行うことは
適切ではない。
また、督促状の発出については、先に回答したとおり、具体的な
作業を非常勤嘱託員が行うことは問題はない。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　さる８月３日、内閣総理大臣の諮問機関である「規制改革・民間開放推進会議」が中間取りまと
めを発表しました。ここで、給付､徴収業務については、「基本的には給付基準・税率等に基づき
機械的に決定される処理であり、民間開放可能」とされました。
　総理諮問機関の中間報告とはいえ、税等の徴収活動が民間開放の対象として検討俎上にの
ぼることは、見過ごすことのできない問題であり、そのことは、国､地方を含めて、従来「吏員」とし
て所掌してきた様々な事務事業が、その実施主体の問題を含めて、抜本的な見直しを迫られて
いることの表れと思われます。
　徴税事務に関して、民間開放が妥当かどうかは別としても、そこに至る前に、現行の体制見直
し、再構築をはかる必要があると思われます。当提案は、従来、吏員のみで対応してきたこの分
野について、一定の制限を設けつつ、市長が任命した「特別徴税吏員」がその事務を行うことを
可能とするもので、あくまで現行を補完するものとして想定しています。その点では、現実的提案
として受け止めていただきたいと思います。
  特別徴税吏員は、相応の知識､見識を有する者に、一定の訓練と資格考課を経て「特別徴税吏
員」資格を付与し、差し押さえを除く徴税事務に当らせることを想定していますが、地方税法上の
制約が緩和できれば、実際に当らせる事務は、様々なものが想定できます。例えば督促状の発
出事務についても、
　①　電算による消込日現在の未納者に対する督促状の作成
　②　消込後、発送日までに納付された分の督促状抜取り作業
　③　税額更生分等の確認及び抜取り事務
　④　収納管理情報の確認
　⑤　督促状発出件数の確認
　⑥　督促状作成、封入、郵便局への送付
　以上の事務があり、この事務を分担することが可能となれば、事務範囲はかなり拡大できま
す。また質問検査については、立入り検査等、強力な公権力行使に該当するものでなく、一般的
な納付要請の範囲を想定しています。
　この提案の実現は、当市の徴税事務の効率化につながると同時に、当該事務執行のあり方そ
のものを行政として再構築して行く契機となるものと考えられることから、あらためて、その実現に
前向きな検討をお願いするものです。

Ｄ－１

督促状の発出については、貴市があげ
ている具体的な作業を、非常勤嘱託員
が分担して行うことは問題はない。
　質問検査については、公権力の行使
を伴う行為は、吏員ではない非常勤嘱
託員が行うことは適切ではないが、貴
市が想定している一般的な納付要請に
ついては、非常勤嘱託員が行うことは
問題はない。

1214 12141050
埼玉県草
加市

頑張る自
治体・生
産性向上
プロジェ
クト

市長が特に認めた非
常勤嘱託員に「特別徴
税吏員」資格を付与
し、徴税吏員としての
権限のうち①地方税法
２９８条による「質問検
査権」　②同法３２９条
による「督促状の発
出」を可能とする。これ
によって、常勤職員に
依らずとも法に基づく
賦課徴収事務が可能
となる体制をつくり、市
税等収納活動の生産
性向上をはかるもので
ある。

総務省 0430460

地方財政
再建促進
特別措置
法第２４
条第２項
の規制排
除

地方財政再
建促進特別
措置法第２４
条第２項

地方財政再
建促進特別
措置法施行
令第１２条の
３

地方公共団体は、国等に
対し、地方財政再建促進
特別措置法第24条第2項
の規定により、同法施行
令第12条の3に規定され
ている場合以外、寄附金
等は支出できないこととさ
れている。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

○　国と地方公共団体間では、各々の役割に応じた
経費負担の原則が定められている（地方財政法参
照）。
○　地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制
限は、国と地方の財政秩序を維持する観点から、自
発的寄附の名目による国から地方公共団体への負
担の転嫁を防止するための措置であり、規制とは趣
旨が異なるとともに、一定期間後の全国展開を前提
にしている特区制度における規制改革には、馴染ま
ない。
○　また、学部・学科を設置し、学生に教育を行うこ
とは、国立大学法人の最も本来的な業務であり、当
該業務に要する経費は国立大学法人、ひいては運
営交付金や施設費を支出する国が負担すべき経費
である。このような経費に対して寄附を認めれば、国
と地方公共団体間の財政秩序が大きく乱れるおそ
れがある。
○　なお、Ｈ１４年度に、国立大学法人における研究
開発等の実施に要する経費については、国立大学
法人で通常行われる研究開発等と認められる部分
を除き、一定の要件のもとに、地方公共団体が負担
できるよう措置を講じたところである。

国と地方の財政秩
序の維持は図りつ
つも、地域の活性
化のため必要不可
欠である場合で
あって、自発的寄
附の名目による国
から地方公共団体
への負担の転嫁が
防止される場合等
において、地方議
会の議決を得るな
ど地域の総意に基
づく寄付等につい
ては、例外として法
による制限の解除
を行うことができな
いか、再度検討し、
回答されたい。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負担の原
則が定められ、その負担区分に応じ、適正な財源配分が行われ
ているところ。したがって、この負担区分を超えて負担を行うこと
は、国と地方団体の間の財政秩序を乱すことにつながるもの（地
方財政法等参照）。
○　しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経費について自
発的寄附として地方団体にその負担を転嫁したり、地方団体が国
等の機関や施設等を誘致するために国が負担すべき経費を自ら
進んで拠出したりする事例が後を絶たなかったため、国と地方団
体の間の財政秩序を維持する観点から、法令上地方団体に本来
支出義務のない国等に対する出捐行為について、原則禁止する
こととしたもの。
○　国が本来負担すべき経費に係る支出の是非を地方団体の判
断に委ねることとした場合、議会の議決を必要としても、誘致に係
る競争が生じる等により、国と地方団体の間の財政秩序が乱れる
おそれが大きい。

　貴省回答では、国
が本来負担すべき
経費の支出の是非
を地方公共団体の
判断に委ねることと
すれば、国と地方
の財政秩序が乱れ
るおそれが大きい
とのことであるが、
　あくまでも国が主
導する国所管の事
業に対し地方団体
が協力・支援すると
いう観点から、提案
が実現できない
か、再度検討し、回
答されたい。

C Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体の間では、各々の役割に
応じた経費負担の原則が定められ、その負
担区分に応じ、適正な財源配分が行われて
いるところ。したがって、この負担区分を超え
て負担を行うことは、国と地方団体の間の財
政秩序を乱すことにつながるもの（地方財政
法等参照）。
○ しかしながら、国が、本来自己の負担す
べき経費について自発的寄附として地方団
体にその負担を転嫁したり、地方団体が国
等の機関や施設等を誘致するために国が負
担すべき経費を自ら進んで拠出したりする事
例が後を絶たなかったため、国と地方団体の
間の財政秩序を維持する観点から、法令上
地方団体に本来支出義務のない国等に対す
る出捐行為について、原則禁止することとし
たもの。
○　学部・学科を設置し、学生に教育を行な
うことは、国立大学法人の最も本来的な業務
であり、当該業務に要する経費は国立大学
法人、ひいては運営交付金や施設費を支出
する国が負担すべき経費。このような経費に
対する出捐行為は、国と地方団体間の財政
秩序を大きく乱すおそれがある。

1324 13241010
東京都足
立区

アート・テ
クノロ
ジー新都
心計画

廃校校舎および校庭、
設備等を国立大学法
人（東京藝術大学）に
対し無償で貸与、また
は譲渡するため、地域
再生区域においては、
地方財政再建促進特
別措置法第２４条第２
項の規定を除外した
い。

総務省 0430470

地方公共
団体から
国立大学
法人に対
する寄附
金等の支
出制限の
緩和

地方財政再
建促進特別
措置法第２４
条第２項

地方財政再
建促進特別
措置法施行
令第１２条の
３

地方公共団体は、国等に
対し、地方財政再建促進
特別措置法第24条第2項
の規定により、同法施行
令第12条の3に規定され
ている場合以外、寄附金
等は支出できないこととさ
れている。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

○　国と地方公共団体間では、各々の役割に応じた
経費負担の原則が定められている（地方財政法参
照）。
○　地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制
限は、国と地方の財政秩序を維持する観点から、自
発的寄附の名目による国から地方公共団体への負
担の転嫁を防止するための措置であり、規制とは趣
旨が異なるとともに、一定期間後の全国展開を前提
にしている特区制度における規制改革には、馴染ま
ない。
○　また、学部・学科を設置し、学生に教育を行うこ
とは、国立大学法人の最も本来的な業務であり、当
該業務に要する経費は国立大学法人、ひいては運
営交付金や施設費を支出する国が負担すべき経費
である。このような経費に対して寄附を認めれば、国
と地方公共団体間の財政秩序が大きく乱れるおそ
れがある。
○　なお、Ｈ１４年度に、国立大学法人における研究
開発等の実施に要する経費については、国立大学
法人で通常行われる研究開発等と認められる部分
を除き、一定の要件のもとに、地方公共団体が負担
できるよう措置を講じたところである。

国と地方の財政秩
序の維持は図りつ
つも、地域の活性
化のため必要不可
欠である場合で
あって、自発的寄
附の名目による国
から地方公共団体
への負担の転嫁が
防止される場合等
において、地方議
会の議決を得るな
ど地域の総意に基
づく寄付等につい
ては、例外として法
による制限の解除
を行うことができな
いか、右の提案主
体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

○本提案は、全国規模の規制改革要望として提出したものであり、特区制度における
規制改革として提案したものではない。平成１４年度の国立大学法人への寄附緩和に
おいて、特区提案を受けて、一律に規制緩和措置が講じられたことから、その延長線上
の措置として提案しているものである。
○本提案では、国立大学法人に対する寄附金等については、地方公共団体からの要
請に基づく場合に限定しており、自発的寄附の名目による国から地方公共団体への負
担転嫁には当たらないものと考える。また、国（国立大学法人）と地方公共団体間の財
政秩序は、国立大学法人と地方公共団体との間における協定締結や、地方公共団体
の議会議決等を経ることにより、地方公共団体の意思を明確にすることから、十分に保
障することは可能である。また、道路法第５０条に基づく国道の新設等、河川法第６０条
に基づく一級河川管理、海岸法第２６条に基づく海岸保全施設の新設等、砂防法第１４
条に基づく砂防工事等、地すべり等防止法第２８条に基づく地すべり防止工事、港湾法
第５２条に基づく港湾工事、森林法第４６条に基づく治山事業、土地改良法第９０条に
基づく国営土地改良事業など、一定のルールに基づき、国の事業に対して地方公共団
体が負担を行い、円滑な事業の推進が図られている事例もある。このように、国と地方
公共団体が財政秩序を保ちつつ、互いに連携しながら事業を行う例は多く、本提案の
場合についても、同様に秩序の維持は可能であると考えられる。
○国立大学法人は、教育、研究等の本来的な業務を通して、またその一環として、広く
地域社会の発展に貢献している。地域の発展にとって、国立大学法人の行う諸活動に
よるところが大きく、とりわけ、学部学科等の機能は、地域の人材育成、供給の役割は
もとより、地域産業の高度化、リカレント教育に代表される生涯学習機会の提供など、
幅広く地域の発展に貢献するものである。従って、平成１４年度に研究開発等において
一定の要件の下に地方公共団体の寄附の支出制限を緩和したことと同様に、国立大
学法人の学部学科設置に対する地方公共団体からの寄附制限を、地域の要請に基づ
く場合に限り緩和すべきものと考える。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負担の原則が定め
られ、その負担区分に応じ、適正な財源配分が行われているところ。した
がって、この負担区分を超えて負担を行うことは、国と地方団体の間の財
政秩序を乱すことにつながるもの（地方財政法等参照）。
○　しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経費について自発的寄附
として地方団体にその負担を転嫁したり、地方団体が国等の機関や施設
等を誘致するために国が負担すべき経費を自ら進んで拠出したりする事例
が後を絶たなかったため、国と地方団体の間の財政秩序を維持する観点
から、法令上地方団体に本来支出義務のない国等に対する出捐行為につ
いて、原則禁止することとしたもの。
○　国が本来負担すべき経費に係る支出の是非を地方団体の判断に委ね
ることとした場合、議会の議決を必要としても、誘致に係る競争が生じる等
により、国と地方団体の間の財政秩序が乱れるおそれが大きい。
○　また、ご指摘の直轄事業に係る負担金は、地域が受ける具体的な利益
等を踏まえ、地方団体が本来負担すべきものとして、各省所管の法律にお
いて規定されているもの。このように法令上地方団体が本来負担すべき旨
規定されている支出は、地方財政再建促進特別措置法における支出禁止
の対象とはされていないところ。

　貴省回答では、国
が本来負担すべき
経費の支出の是非
を地方公共団体の
判断に委ねることと
すれば、国と地方
の財政秩序が乱れ
るおそれが大きい
とのことであるが、
　あくまでも国が主
導する国所管の事
業に対し地方団体
が協力・支援すると
いう観点から、提案
が実現できない
か、併せて右の提
案主体からの意見
を踏まえ、再度検
討し、回答された
い。

○現在の大学改革は、国立、公立、私立を問わず競争的環境の下で、個性豊かで国際競争力
のある大学づくりをめざすものである。改革の中では、大学の地域貢献や大学と地域の連携が
重要なテーマの１つとなっている。また、全国の地方公共団体においても、大学が地域の人材育
成や産業振興、生涯学習機会やリカレント教育の提供など、地域のまちづくりの推進に重要な役
割を果たすものであることから、地方公共団体は多額の経費を負担し、私大の誘致や公立大学
の設置運営に積極的に取り組んでいるところである。
○現在、地域において大学の実現を目指す場合、学校法人が自ら設置する場合を除き、公立大
学を設置するか、私立大学を設置・誘致（公設民営・公私協力方式で経費を負担）する方法があ
る。現状では、国立大学への寄附の道が開かれていない以上、上記のいずれかの方法によらな
ければ実現することは困難である。
○しかし、規制緩和により、地元の寄附により、地域にある国立大学に新たに学部学科を設置す
ることは、大学の地域貢献の趣旨にも沿うものであり、学部学科設置により教育・研究が充実さ
れれば、地域の振興にも大きな役割を果たすものである。提案にあるように、地域がその必要性
を認め、地方公共団体からの要請に基づき、国と地方の秩序を図る中で、地方公共団体から寄
附金等を支出し、国立大学に新たな学部学科が設置されるとすれば、地域にとっても、また国立
大学にとっても相乗効果をもたらすものである。
○再回答にある「誘致に係る競争が生じる等により、国と地方公共団体の間の財政秩序が乱れ
るおそれ」については、国立大学における学部学科の設置は、本来、国立大学法人が、関係省
庁の協議等を踏まえ、国立大学の持つ使命や各大学自らの目標・計画に照らしながら行われる
べきものであり、地方公共団体による誘致、とりわけ寄附金等の多寡により決まる性質のもので
はないことから、誘致競争によって、国と地方の財政秩序が乱れるものとは考えていない。
また、国立大学の設置に対する寄付金等は、地方公共団体の主体性に基づくことを基本に、寄
附金等の対象範囲の明確化や、地方公共団体の財政に及ぼす影響に対して充分に考慮するな
ど、一定の条件を付すことで、財政秩序を保つことは十分可能であると考える。

C Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負
担の原則が定められ、その負担区分に応じ、適正な財源
配分が行われているところ。したがって、この負担区分を
超えて負担を行うことは、国と地方団体の間の財政秩序を
乱すことにつながるもの（地方財政法等参照）。
○ しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経費につ
いて自発的寄附として地方団体にその負担を転嫁したり、
地方団体が国等の機関や施設等を誘致するために国が
負担すべき経費を自ら進んで拠出したりする事例が後を
絶たなかったため、国と地方団体の間の財政秩序を維持
する観点から、法令上地方団体に本来支出義務のない国
等に対する出捐行為について、原則禁止することとしたも
の。
○　学部・学科を設置し、学生に教育を行なうことは、国立
大学法人の最も本来的な業務であり、当該業務に要する
経費は国立大学法人、ひいては運営交付金や施設費を
支出する国が負担すべき経費。このような経費に対する
出捐行為は、国と地方団体間の財政秩序を大きく乱すお
それがある。
○ 「国立大学における学部学科の設置は、地方公共団体
による誘致、とりわけ寄附金等の多寡により決まる性質の
ものではない」とすれば、そもそも地方団体が、学部・学科
の設置に当たり、国立大学法人に対して本来支出義務の
ない出捐行為を行う必要性はないと考えられる。また、
「誘致競争により財政秩序が乱れるものとは考えていな
い」とのことであるが、過去、国立大学・国立大学の学部
の誘致に当たり、地方団体による用地の無償貸与等が問
題となった事例がある。

5135 51350001
地方公共
団体

0

地方財政再建促進特
別措置法第２４条第２
項により制限されてい
る地方公共団体から
国立大学法人に対す
る寄附金等の支出に
ついて、地方公共団体
からの要請に基づき、
国立大学法人が新た
に学部又は学科を設
置する場合、当該設置
に要する費用に充てる
ことを目的として、地方
公共団体が国立大学
法人に寄附金等を支
出することを認める。

総務省 0430480

「外国大
学の日本
分校の認
定とそれ
に伴う法
人税、不
動産取得
税、都市
計画税、
住民税、
事業所税
等の特
例」

地方税法
第２５条、第
７２条の５、
第７３条の
４、第３４８条
第２項第９
号、第７０１
条の３４第１
項、第２項及
び第３項第３
号、第７０２
条の２第２項
地方税法施
行令第５６条
の２２

学校法人に対しては、収益事
業を行わない法人の道府県
民税、収益事業以外の所得
に対する事業税、直接教育の
用に供する不動産の取得に
係る不動産取得、学校法人又
は私立学校法第六十四条第
四項の法人が行う収益事業
以外の事業（学生又は生徒の
ために行う事業を除く。）及び
学校教育法第１０２条の規定
により設置された幼稚園に係
る事業所税、学校法人又は私
立学校法第六十四条第四項
の法人がその設置する学校
において直接保育又は教育
の用に供する固定資産に係
る固定資産税について、非課
税措置を講じている。

Ｅ Ⅰ
単に税の減免や特例措置を求めるも
のである。

日本の大学に対す
る減免措置とのイ
コールフィッティン
グの観点から、提
案の内容が実現で
きないか、再度検
討し、回答された
い。

Ｅ Ⅰ
当要望は単に税の減免や特例措置を求めるものであり、要望とし
て不適当である。
なお、まずは学校法人との整理を行うべきものと思量する。

　文部科学省の回答
では、
「平成16年度中に外
国大学の日本校を卒
業した者を我が国の
大学を卒業した者と同
等以上の学力を有す
ることとして認め、大
学院入学資格を付与
するなど我が国の教
育制度と接続するた
めの措置を講じる予
定」とあるが、
　これについて文部科
学省における結論が
得られた後、提案の実
現に向け検討できな
いか、この点を踏ま
え、再度検討し、回答
されたい。

Ｃ Ⅰ

構造改革特別区域基本方針において、
従来型の財政措置は講じないこととさ
れており、構造改革特区の要望として
は不適切である。いずれにしても、日本
の学校法人と同様に公共性を担保する
仕組みがとられることが前提でないと、
課税上の取扱いを横並びにすることを
検討の対象とすることはできない。

1366 13661040
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は学校法人が運営
する学校でないため、法人税、不動
産取得税、固定資産税、都市計画
税、住民税、事業所税などの優遇措
置が適用されてない。優遇措置を受
けるためには、日本の学校として学
校法人設立の条件を満たして認可を
受け、さらに大学設置基準に従い設
置認可を受けなければならない。し
かし外国大学の日本校が、日本の
大学として諸基準を適用し認可され
ることは、外国大学がその特徴をそ
のまま生かし運営していくことを困難
にし、実情に則してない。そこで、外
国大学の日本校がその国の正式な
認定機関から認定を受けている場
合、または認定を受けかつ教育内容
の質を証明する新たな基準を満たす
場合、その大学を教育制度上｢外国
の大学」とし、その｢外国の大学」が
学校教育法一章の第一条にある大
学に準ずるものという公的な認定を
文部科学省が行う。それをうけて、
財務省は、学校教育法第一条の学
校に対してとられる法人税、不動産
取得税、固定資産税、都市計画税、
住民税、事業所税などに係わる優遇
措置を、大学に準ずる「外国の大学」
に対しても特例として行う。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430490

地方財政
法第２７
条の２の
規制緩和

・地方財政
法第２７条の
２
・地方財政
法施行令第
16条の２
・市町村の
合併の特例
に関する法
律第１１条の
２

国・都道府県の行う大規
模かつ広域にわたる道
路・砂防等の建設事業等
について、国と都道府県と
の負担において事業を行
い、市町村より負担金を
徴収してはならない。

C I

　国・都道府県が行う道路等の公共事
業は、単に一地域の利益を中心にして
行われるよりも、むしろ国の産業経済
政策の推進や国土保全の見地から、
国家的規模において国の樹立する長
期的全体計画に基づいて行われるもの
が多い。
　本条は、市町村に対して不当な負担
を課すことを防ぐのみならず、負担金の
多寡を理由に事業の優先順位を決め
るといった、本来あるべき計画的な整
備の在り方をゆがめる事態が生じるこ
とのないようにする趣旨で設けられて
いるものである。
　申請のような特区を認めることとした
場合、本条による財政秩序そのものを
危うくし、結果として他の団体にも悪影
響（拠出金の事実上の強制等）を及ぼ
すおそれがあることから、これを認める
ことは適切ではない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

当市提案についての担当省見解については、以下の理由により、到底納
得できるものではなく、提案に係る道路整備が市民の悲願であるということ
を真剣に受け止めていただいて、一層のご検討を強くお願いしたい。
１．「国家的規模において、国の樹立する長期的全体計画に基づいて行わ
れる計画」について「計画的な整備のあり方をゆがめる」おそれがある旨の
ご指摘については、“道路整備を推進することが決定済み”又は“いずれ整
備することが客観的に十分定かな計画である”場合には、市の資金の投入
により、当該地域と別の地域との計画の間でゆがみが生じるものではな
い。（当該地域の整備が加速されるかどうかという問題である）
したがって、当市提案の案件については、整備の方向が明らかにされてい
る案件であり、ご指摘のような他地域との間で整備のゆがみが生じるもの
ではない。
２．“拠出金の事実上の強制”のご指摘については、技術的な問題であり、
必要があるとしても、強制とならないための担保の仕組みの工夫の問題で
ある。また、拠出することで道路整備を促進したいと自主的に判断される自
治体があるのであれば、そうさせてあげることの何がいけないのか。
それ以前に、この地方分権かつ透明手続きの時代に、自治体の意思に反
して拠出を事実上にしろ強制される自治体があるとは考えにくいが、どのよ
うなケースを想定されておられるのか、むしろ問いたい。
３．当市としては、「特区」の提案をさせていただいており、その点、必ずしも
全国に影響が及ぶものではないと考えている。（なお、特区性を一層明確
にするための条件整理が必要であれば、引き続き十分検討したい）

C
Ⅰ

　国家的規模おいて整備する道路計画は、当該団体の財源の多
寡を理由に進められるべきものではなく、利益を甘受する住民・当
該地方公共団体にとって可能な限り公正・平等に進められるべき
ものである。
　貴市提案の特区を認めることとした場合、財政力の高い団体か
ら優先的に道路整備を行うことになりかねず、計画的な整備のあ
り方を歪めることにつながるおそれがある。
　そのような不平等を生じさせないためにも、本条により、市町村
に対して不当な負担を課すことを防ぎ、国や都道府県の責任にお
いて道路整備を行うこととしている。

　なお、貴市提案では、「合併特例債による調達資金」を「事業主
体に貸付ける」とし、合併特例債を転貸債として活用することを念
頭においているように見受けられるが、転貸債であれば、交付税
措置を講ずることは考えられない。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

今回の特区提案は、「道路整備を推進することが（事実上）決定済み」である場合にお
いて、市の資金を先行的に投入することにより、決定済みの道路整備を加速していた
だくことを目的としているが、これにより、
①国家的規模において整備する道路計画に関する国の支出のあり方に、一切の変更・
歪みを生じさせるものではない（国におかれては、国の道路整備計画に沿って支出をさ
れる。当方は、このことの変更をお願いするものではない。）、
②他に計画されている道路整備には、一切影響を与えるものではない、
ものである。
したがって、財政力の高い団体の道路整備が結果として先んぜられることにより、他に
予定されている道路計画が遅れるということであれば、“計画的な整備のあり方を歪め
る”ものであり、問題であると理解できるが、今回の提案のように、国の道路整備支出
計画・体系や他に予定されている道路整備計画に一切影響を及ぼさないとの前提の上
で、当該自治体の自主的かつ一時的な負担により当該道路整備を“加速する”ことの、
どこが公正さや平等を不当に損なうことになるのか。他団体に迷惑をかける、他団体の
利益を損なう、ということであれば問題だが、そうさせないことを大前提に、自助の努力
による真摯な行為が不当とされることは、地方の自助の精神が重んぜられるべき地方
自立の動きの中で、到底理解できるものでない。なお、交付税措置については、特例債
相当の充当を求めるものではなく、自治体に最終的な負担が課せられることのない程
度（利息相当）さえ手当ていただければ十分であると望むものである。提案に係る道路
が、一日も早く整備されることが市民の悲願であり、市をあげての優先課題であること
を、是非とも真剣に受け止めていただいて、なお一層のご検討をお願いしたい。

Ｃ Ⅰ

　国家的規模において整備する道路計画
は、当該団体の財源の多寡を理由に進めら
れるべきものではなく、利益を甘受する住民・
当該地方公共団体にとって可能な限り公正・
平等に進められるべきものである。
　貴市再意見は、市の区域内を通る道路の
整備を行ってほしいというものではなく、整備
計画全体の財源として貴市の拠出金を活用
するにすぎず、計画的な整備のあり方をゆが
めるものではないとの主張であると見受けら
れる。しかし、貴市提案の特区を認めること
とした場合、資金を拠出する団体に関係する
路線から優先的に整備を行うことにつながり
かねず、地方財政法による財政秩序そのも
のを危うくすることとなり、認められない。
　そのような不平等を未然に防ぐためにも、
本条により、市町村に対して不当な負担を課
すことを禁じ、国や都道府県の責任において
道路整備を行うこととしている。

1379 13791010 京丹後市

市民参加
による幹
線道路整
備促進構
想
～みんな
の道路。
「つくって
ほしい」
から「み
んなでつ
くろう」へ
～

国や都道府県などが
整備する道路につい
て、市町村が望めば市
町村の財源を当該事
業に投入することがで
きるようにする。

総務省 0430500

　合併後
の地域自
治組織へ
の戸籍管
掌、外国
人登録手
続事務の
継続、及
び社会福
祉協議会
の設置の
権限等の
付与

地方自治法
代２０２条の
４
市町村の合
併の特例に
関する法律
第５条の１５
戸籍法第４
条
外国人登録
法第３条
社会福祉法
第１０９条

市町村は、市町村長の権
限に属する事務を分掌さ
せ、及び地域の住民の意
見を反映させつつこれを
処理させるため、条例で、
その区域を分けて定める
区域ごとに地域自治区を
設けることができる。 ま
た、合併特例区の長は、
当該合併特例区の区域を
所管区域とする支所若しく
は出張所の長と兼ねるこ
とができる。

D-1 ―

①②の事務については、市町村長の権
限に属する事務であるが、地域自治区
を設け、①②の事務を地域自治区に分
掌させる方法により又は合併特例区及
び当該区域に支所若しくは出張所を設
け、①②の事務を当該支所若しくは出
張所に分掌させる方法により、現行の
制度でも対応が可能である

本提案は、合併後
から政令指定都市
移行の期間、地域
自治組織へ政令指
定都市行政区の権
限等を付与すること
ができるような特例
措置を求めるもの
である。
　この点を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

D-1 ― 前回回答と同旨。 1449 14491010
地方公共
団体

スムーズ
合併・政
令指定都
市移行事
務特区構
想

　合併・政令指定都市移行を
目指す本地域において、本市
区域は一つの行政区になるこ
とが予定されている。行政区
においては①戸籍管掌、②外
国人登録手続事務、及び③社
会福祉協議会の設置、につい
てその権限が与えられるが、
合併後から政令指定都市移行
までの期間は一時的にその権
限を失い、事務の統一をせざ
るを得ない。
　合併による住民の混乱を防
ぐとともに無駄なコストを省き、
スムーズな合併・政令指定都
市移行を目指すために、合併
後から政令指定都市移行の期
間、地域自治組織へ前述の政
令指定都市行政区の権限等
を付与することができるような
特例措置を求めるものであ
る。

総務省 0430510
市町村財
政自立特
区

地方財政法
第５条の３、
第33条の７、
地方財政法
施行令第１７
条の３

＜平成17年度まで＞地方
公共団体は、地方債を起
こそうとする場合は、総務
大臣又は都道府県知事
の許可を得なくてはならな
い。
＜平成18年度以降＞地
方公共団体は、地方債を
起こそうとする場合は、総
務大臣又は都道府県知
事に協議しなければなら
ない。
※都道府県知事による起
債許可（協議）に係る事務
は、地方自治法上の法定
受託事務である。

c

　許可（平成18年度以降は同意）された地方
債（交付税措置のない民間資金債を含む。）
の元利償還金については、各年度の地方財
政計画に計上され、償還財源が確保される
仕組みになっており、これにより地方債の円
滑な発行の確保、地方財源の保障、地方財
政の健全性の確保等が図られている。
　国により財源保障を行うためには一定の関
与が必要であり、個々の地方公共団体が協
議等なしに地方債を発行する場合には、この
ような国による財源保障を行うことはできなく
なる。また、財源保障は、地方財政計画を通
じてマクロで行っているものであるため、一部
の地方公共団体が発行した地方債の元利償
還金を地方財政計画に計上しないこととする
と、その影響は全ての地方公共団体に波及
し、財源保障機能に支障が生じることとな
る。
　なお、地方分権推進委員会勧告を踏まえ、
地方分権推進一括法により、平成18年度以
降、現行の許可制から協議制へ移行するこ
ととされたところであるが、これは、関与を必
要最小限とすることにより、地方公共団体の
自主性をより高めようとしたものである。

本提案は、市町村が
交付税措置のない民
間資金債を起債する
場合において、都道府
県の関与(許可･協議）
を廃止し市町村の自
主的な判断により起
債できることとし、その
後年度負担等につい
ても当該市町村の自
己責任に委ねようとす
るものである。
これについては地方
議会の議決を経ること
等慎重な手続を行うこ
ととしており、市町村
の財政運営上の自立
性の確保と財政の健
全化の必要性の観点
から、提案の内容が
実現できないか、右の
提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回
答されたい。

  地方分権を推進する観点から、市町村の起こす地方債の全てに
国及び県が関与する必要はないと考える。
　地方債の一部ではあるが、交付税措置の無い民間資金債につ
いては、市町村の判断と責任に任せた方が市町村財政の自立に
つながるものと考える。国や県が全ての地方債に関与してきたこ
とが、かえって責任の所在を不明確にし、市町村財政を現在のよ
うな危機的な状況にしたのではないか。
　地方財政計画についても、市町村が起こした地方債の償還金を
全て把握する必要はなく、市町村が起債の一部を自主的な判断
で起こすことに本質的な不都合はないものと考える。
　なお、平成１８年度から起債が協議制に移行するが、協議制の
下では、いわゆる「不同意債」（知事の同意が協議において得ら
れなった起債であり、公的資金を借りられず、元利償還金が地方
財政計画に算入されないもの）が制度上認められており、その元
利償還金は地方財政計画に計上されないこととされている。
　今回の特区申請は、言えば、この不同意債を、知事協議を行わ
ず、地方財政法第５条（地方債の制限：対象経費を規定）に基づ
き、市町村が自主的に起こすことができることとするものであり、
不同意債が制度上認められるのであれば、地方財政計画にその
元利償還金を把握し、計上できないことをもって、知事の関与（許
可、協議）を不要とすることを否定できないのではないか。

Ｃ

　協議制においては、不同意債が制度上認められているところで
あるが、同意債、不同意債の峻別をするためには、市町村が都道
府県に協議することが必要となる。
　同意（許可）債については、その元利償還金を地方財政計画に
計上し、財源保障を行うものであるが、都道府県の市町村に対す
る関与を廃止することとなると、財源保障ができなくなる。

　貴省回答では、１８
年度以降の協議制に
おいては、地方財政
計画に算入されない
不同意債が存在する
こととなるとのことであ
るが、その場合に協議
を不要とすることがで
きる場合が考えられな
いか。
　 また、17年度までの
許可制においても、こ
れと同等の措置を講
ずることにより、提案
の内容が実現できな
いか。
　これらの点及び右の
提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回
答されたい。

　本提案は、市町村が交付税措置のない民間資金債を起債する
場合には議会の議決を経た上で、当該市町村の自己責任により
起債するものであり、地方分権時代においてはこうした市町村の
自主性を尊重すべきである。また、交付税措置のない民間資金
債に至るまですべての起債に国・県が関与し、その起債償還金を
地方財政計画を通じて財源保障する必要はなく、自治体が自ら財
源を確保して財政運営の自立性を確保し、財政の健全化を図るこ
とを認めるべきである。

Ｃ

　提案にある「交付税措置のない民間資金債」とは、個別
の地方団体の地方交付税の算定において、明示的に基
準財政需要額に算入されない民間資金債のことを指して
いるものと考えられるが、このような地方債を含め、許可
（平成18年度以降は同意）された地方債の元利償還金に
ついては、各年度の地方財政計画に計上され、償還財源
が確保される仕組みになっており、これにより地方債の円
滑な発行の確保、地方財源の保障、地方財政の健全性
の確保等が図られている。
　国により財源保障を行うためには一定の関与が必要で
あり、個々の地方公共団体が協議等なしに地方債を発行
する場合には、このような国による財源保障を行うことは
できなくなる。また、財源保障は、地方財政計画を通じて
マクロで行っているものであるため、一部の地方公共団体
が発行した地方債の元利償還金を地方財政計画に計上
しないこととすると、その影響は全ての地方公共団体に波
及し、財源保障機能に支障が生じることとなる。
　地方財政計画を通じてマクロで行う財源保障は、地方団
体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を保障
するものであり、個別の地方団体の意向により行うか否か
について決めるべきものではない。
　なお、地方分権推進委員会勧告を踏まえ、地方分権推
進一括法により、平成18年度以降、現行の許可制から協
議制へ移行することとされたところであるが、これは、関与
を必要最小限とすることにより、地方公共団体の自主性を
より高めようとしたものである。
　協議制においては不同意債が制度的に認められること
となるが、同意債、不同意債の区分は、市町村が都道府
県と協議するというプロセスを経て決まるものである。

1463 14631010 鳥取県
市町村財
政自立特
区

　市町村が地方財政
法に基づき、交付税措
置のない民間資金で
地方債を起こす場合、
県の関与（許可、同
意）を不要とする。

総務省 0430520
監査委員
定数自由
化特区

地方自治法
第１９５条第
２項、第１９６
条第１項

　監査委員の定数は、都
道府県及び政令市は４
人、市は２人又は３人町
村は２人。
　そのうち、議員選出委員
は都道府県及び政令市は
２人又は１人、市町村は１
人。

Ｃ Ⅰ

　監査委員の構成については種々の経
緯があるところであり、ご指摘の点を踏
まえ、第２８次地方制度調査会におけ
る議論を経た上で結論を得たい。

貴省回答では、監査
委員の構成について
の種々の経緯がある
とのことであるが、
　まず、監査委員の定
数の上限を自治体の
種類ごとに法に規定
する必要性について
明らかにするととも
に、
　現在、監査委員の構
成について問題点とし
て検討されている内容
を示されたい。
また、第２８次地方制
度調査会における議
論を経た上で結論を
得たいとあるが、提案
内容について、特区で
先行して実施できない
か、右の提案主体の
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

「監査委員の構成については種々の経緯がある」との回答である
が、いかなる制度もその成立には様々な要因、背景があり、幾多
の改正を経て現行制度となっているものであり、「種々の経緯が
ある」のは当然のことである。この現行制度上の問題点や課題を
地域の実情に応じて解決する手法が構造改革特区であると認識
している。したがって「種々の経緯がある」という理由で特区での
対応不可能との回答は承服できないものであり、再度の御検討を
お願いしたい。また、地方制度調査会における議論を待つのでは
なく、貴省において主体的に御検討いただきたい。

Ｃ Ⅰ

監査委員制度は、地方公共団体の行政の適法性及び妥当性を担保するための極めて重要な制度であり、その枠組みは法律で
定められるべきものである。この場合において、その定数は、監査の公正な執行、能率的な執行という観点からどのような構成
（識見委員、議員選出委員のどちらに重点を置くのか等）にすべきかとの観点、ひいては監査委員制度の在り方を含めた幅広い
議論を経た上で定められるべき事項である。また、監査委員の定数・構成は、地方自治をとりまく環境の変化に即応するため、監
査機能の充実を基本としつつ、行政の効率化・簡素化の要請をも踏まえ、次のように随時見直されてきたところである。
したがって、監査委員の定数・構成等を見直すこととする場合には、これまでの経緯等を十分踏まえ、地方制度調査会の議論を
経た上で結論を得ることが必要である。
【昭和２２年（地方自治法の制定）】
・都道府県４人（必置）、市町村２人（条例で任意設置）
・議員選出委員と学識経験委員は同数
【昭和２３年】
・市は条例で４人とすることができることとされた。
（趣旨）市（特に大都市）の監査機能の充実強化
（上限定数の拡大）
【昭和２７年】
・人口１０万人以上及び地方公営企業を有する市に限り、条例で４人とすることができることとされた。
（趣旨）行政機構の簡素化等に対応
【昭和３８年】
・都道府県４人(必置)､市３～２人(必置)､町村２～１人(必置)
・定数４人の場合は議員選出委員２～１人、定数３人以内の場合は議員選出委員１人
（趣旨）監査機能の充実強化（市町村における必置化等）
＊地方財務制度調査会の答申に基づく、財務会計制度の抜本改革の一環として改正
【平成３年】
・識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が２人以上である場合、少なくとも１人は選任前５年間において当該地方公
共団体の職員以外の者を置くこととされた。
・都道府県及び政令で定める市（定数４人）については識見を有する者から選任される委員の少なくとも１人は常勤とすることとさ
れた。
（趣旨）監査委員の職務の専門性及び独立性の確保（いわゆるＯＢ制限の創設）
監査の実施体制の整備
＊第１８次地方制度調査会の答申に基づく改正
【平成９年】
・町村の監査委員定数を２人とすることとされた。
・識見を有する者から選任される委員が３人である場合には２人以上、２人である場合には１人以上は当該地方公共団体の職員
でなかった者でなければならないとされた。
（趣旨）監査委員の職務の専門性及び独立性の確保（いわゆるＯＢ制限の強化）
町村の監査の実施体制の充実
＊第２５次地方制度調査会の答申に基づく改正

　
　本提案の趣旨
は、自治体におけ
る監査制度の充実
のために、自治体
の独自の判断で監
査委員を増員させ
ることにある。
　この点を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　地方分権の時代においては、監査委員の定数は各々の自治体
が自ら決めるべき事項であり、地方分権を推進すべき貴省の回
答としては極めて遺憾である。

Ｂ－２ Ⅰ

監査委員の定数及び構成については、
提案の趣旨を踏まえ、地方公共団体の
判断による監査委員制度の一層の充
実を図るため、地方行政の公正で効率
的な運営の観点から検討することとし、
その結論を踏まえ措置する。

1464 14641010 鳥取県
監査委員
定数自由
化特区

一律に定められている
監査委員の総定数及
び構成を条例で定める
こととする。　（議員の
うちから選任する監査
委員の定数は、１人以
上で総定数の半数以
下の範囲内とする。）

総務省 0430530

政策目的
上必要な
者と契約
を締結す
るための
随意契約
要件の拡
大

地方自治法
第２３４条、
地方自治法
施行令第１６
７条の２

　随意契約は、一定の要
件に限って行うことができ
る。

― ―

普通地方公共団体が締結する契約
は、公正、機会均等及び経済性の確保
の観点から一般競争入札が原則とされ
ており、随意契約によることができる場
合は地方自治法施行令第１６７条の２
第１項各号に掲げる場合に限られてい
る。この点、地域経済の活性化・住民
福祉の向上に資する一定の契約にお
いて随意契約が可能とすることができ
るかにつき、上記原則も踏まえつつ検
討を行っているところ。

本提案は、地方公共
団体の規則に定める
基準及び手続により
透明性等を確保しつ
つ、「身体障害者福
祉・高齢者福祉の担
い手の育成」、「若年
者・身体障害者及び
高齢者の雇用確保」
又は「新産業・中小企
業者の育成」といった
政策目的を達成する
ために必要な場合に
おいて、これらに取り
組む事業所等と物品
購入や役務の提供そ
の他の契約を締結で
きるようにすることを
求めるものである。
　この点を踏まえ、提
案が実現されるよう、
早急に検討し回答さ
れたい。

Ｃ Ⅱ

普通地方公共団体が締結する契約は、公正、機会均等及び経済
性の確保の観点から一般競争入札が原則とされており、随意契
約によることができる場合は地方自治法施行令第１６７条の２第１
項各号に掲げる場合に限られている。このような原則を踏まえつ
つ、提案にあるような一定の契約において随意契約が可能とする
ことができるかにつき、検討を行っているところ。

　提案が実現され
るよう、早急に検討
し回答されたい。

　公共調達に特定の政策目的を達成するための手段という性格
を持たせることは、国の「予算決算及び会計令」第９９条第１項各
号の規定や、「性質又は目的が競争入札に適しないもの」には
「その目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当
該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断さ
れる場合」も含むとした昭和６２年３月２０日の最高裁第二小法廷
判決（昭和５７年（行ツ）第７４号損害賠償請求事件）等から、必ず
しも否定されるものではないと考える。
　本県の提案は、こうした考え方を前提としながら、さらに「身体障
害者福祉・高齢者福祉の担い手の育成」や「新産業・中小企業者
の育成」などの事前に特定された目的の範囲内において、公平
性・透明性を確保するための手続を独自に定め、契約の締結結
果や理由等を公表しつつ、県民とともに随意契約制度の適切な運
営を図っていこうとするものである。
　以上についてご理解いただいた上で、引き続き構造改革特区と
しての検討をお願いするものであるが、今回の回答が特区として
ではなく全国を対象とした制度改正を念頭に置いて検討を進める
という趣旨であれば、早期にその実現を図られたい。

Ｂ－１ Ⅱ

一般競争入札が原則という枠組みは維
持しつつ、障害者福祉の増進やベン
チャー企業の育成といった一定の政策
目的のために必要な随意契約を締結
することができるよう、提案を踏まえ、
地方公共団体の随意契約の対象範囲
を見直し、措置する。

1494 14941010 岐阜県
政策的随
意契約制
度

　地方公共団体が行う調
達契約のうち、地方自治
法施行令第１６７条の２第
１項第１号の金額基準を
超えかつ第２号から第７
号の要件に該当しない場
合においても、「地域産業
の振興、住民福祉の向上
その他の政策目的で普通
地方公共団体の規則で定
めるものを達成するため
に必要な場合において、
当該普通地方公共団体
の規則で定める資格を有
する者と契約を締結する
とき。」に随意契約の方法
により契約の内容及び相
手方を決定できるよう規
定を追加する。

総務省 0430540

政策目的
上必要な
者と契約
を締結す
るための
随意契約
要件の拡
大

地方自治法
第２３４条、
地方自治法
施行令第１６
７条の２

　随意契約は、一定の要
件に限って行うことができ
る。

ー ―

普通地方公共団体が締結する契約
は、公正、機会均等及び経済性の確保
の観点から一般競争入札が原則とされ
ており、随意契約によることができる場
合は地方自治法施行令第１６７条の２
第１項各号に掲げる場合に限られてい
る。この点、地域経済の活性化・住民
福祉の向上に資する一定の契約にお
いて随意契約が可能とすることができ
るかにつき、上記原則も踏まえつつ検
討を行っているところ。

本提案は、地方公共
団体の規則に定める
基準及び手続により
透明性等を確保しつ
つ、「身体障害者福
祉・高齢者福祉の担
い手の育成」、「若年
者・身体障害者及び
高齢者の雇用確保」
又は「新産業・中小企
業者の育成」といった
政策目的を達成する
ために必要な場合に
おいて、これらに取り
組む事業所等と物品
購入や役務の提供そ
の他の契約を締結で
きるようにすることを
求めるものである。
　この点を踏まえ、提
案が実現されるよう、
早急に検討し回答さ
れたい。

Ｃ Ⅱ

普通地方公共団体が締結する契約は、公正、機会均等及び経済
性の確保の観点から一般競争入札が原則とされており、随意契
約によることができる場合は地方自治法施行令第１６７条の２第１
項各号に掲げる場合に限られている。このような原則を踏まえつ
つ、提案にあるような一定の契約において随意契約が可能とする
ことができるかにつき、検討を行っているところ。

　提案が実現され
るよう、早急に検討
し回答されたい。

Ｂ－１ Ⅱ

一般競争入札が原則という枠組みは維
持しつつ、障害者福祉の増進やベン
チャー企業の育成といった一定の政策
目的のために必要な随意契約を締結
することができるよう、提案を踏まえ、
地方公共団体の随意契約の対象範囲
を見直し、措置する。

1494 14942010 岐阜県
政策的随
意契約制
度

　地方公共団体が行う調
達契約のうち、地方自治
法施行令第１６７条の２第
１項第１号の金額基準を
超えかつ第２号から第７
号の要件に該当しない場
合においても、「地域産業
の振興、住民福祉の向上
その他の政策目的で普通
地方公共団体の規則で定
めるものを達成するため
に必要な場合において、
当該普通地方公共団体
の規則で定める資格を有
する者と契約を締結する
とき。」に随意契約の方法
により契約の内容及び相
手方を決定できるよう規
定を追加する。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430550

市町村長
制の必置
規定の廃
止

地方自治法
第１３９条第
２項

　市町村に市町村長を置
く。

C Ⅰ

　本件提案の内容は、首長と議会の二
元代表制という地方自治制度の基本構
造のあり方に関わり、憲法解釈上の疑
義も存することから、幅広い見地から議
論を必要とする問題である。
　なお、第２８次地方制度調査会におい
て地方の自主性・自律性の拡大のあり
方が審議項目とされ、その中で長と議
会の二元代表制以外の多様な制度の
導入についても議論される予定であ
る。

第3次提案から繰り
返し提案されている
内容であり、特区
の基本方針に基づ
き早急に検討を行
うべきと考えるとこ
ろ。
第28次地方制度調
査会における議論
を踏まえた今後の
検討の方針及びス
ケジュールを明確
にされたい。

第２８次地方制度調査会における審議のスケジュールを具体的
に提示していただきたい。

C Ⅰ
第２８次地方制度調査会は平成１６年３月１日に発足し、委員の
任期は２年である。この間に長と議会の二元代表制以外の多様
な制度についても審議される予定である。

1518 15181010
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で必置とされて
いる市町村長について、地域
の実情に応じて、当該普通地
方公共団体の議会の議員によ
り行政事務の執行を担当する
委員会を組織し、その中から
代表者を選出し、その者を当
該普通地方公共団体の統括
代表者とし、その者が行政事
務を執行する。その際、地方
自治法上、「普通地方公共団
体の長」に適用される行政事
務の執行に関する規定は、原
則適用されることとする。この
ため、地方自治法第１３９条に
「市町村は、第２項の規定にか
かわらず、市町村長を置か
ず、当該地方公共団体を統轄
し、これを代表するとともに、
事務を管理し、及びこれを執
行する者として、当該普通地
方公共団体の議会の議員の
中から選任された代表者をあ
てることができる。」との改正を
求める。

総務省 0430560

教育委員
会の必置
規定の廃
止

地方自治法
第１８０条の
５第１項第１
号

　地方公共団体は執行機
関として法律の定めるとこ
とにより教育委員会を設
置しなければならない。

C Ⅰ

　現行地方自治制度は、教育委員会の
必置制を前提として、長・委員会・委員
それぞれの権限配分や相互関係等を
規定しており、教育委員会を任意設置
とするかどうかは、教育行政のあり方・
地方自治制度全般をめぐる議論の中で
検討されるべき課題である。
　なお、第２８次地方制度調査会におい
て地方の自主性・自律性の拡大のあり
方が審議項目とされ、その中で行政委
員会制度の見直しについても議論され
る予定である。

第3次提案から繰り
返し提案されている
内容であり、特区
の基本方針に基づ
き早急に検討を行
うべきと考えるとこ
ろ。
第28次地方制度調
査会における議論
を踏まえた今後の
検討の方針及びス
ケジュールを明確
にされたい。

現在、文部科学省の附属機関である中央教育審議会でも検討が
なされており、第２８次地方制度調査会においても審議される予
定であるとのことであるが、貴省が示す教育行政の在り方・地方
自治制度「全般を議論」するため　にも、両者が一体となって検討
すべきであると考えるが、その見解を示していただきたい。

C Ⅰ

第２８次地方制度調査会は平成１６年３月１日に発足し、委員の
任期は２年である。この間に行政委員会制度の見直しについても
審議される予定である。
なお、地方制度調査会は地方制度に関する重要事項(地方制度
調査会設置法第２条)を調査審議するために設置されており、教
育委員会を含む行政委員会制度についても、そのような観点から
調査審議されるものである。

1518 15181020
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で必置と
されている教育委員会
について、地域の実情
に応じて廃止し、教育
長の権限を強化する。
このため、地方自治法
第１８０条の５第１項第
１号を「置くことができ
る。」と改正する。

総務省 0430570

都道府県
における
各種審議
会の必置
規制の見
直し

住民基本台
帳法第３０条
の９

都道府県に、本人確認情
報の保護に関する審議会
を置く。
都道府県の審議会の組
織及び運営に関し必要な
事項は、条例で定める。

c

都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を
設置することの趣旨は以下のとおりである。
・都道府県は、住基ネットの導入により、本人確認情
報を保有し、利用提供することが可能となるなど個
人情報保護体制の充実強化を図ることが必要であ
るため
・住基ネットに係る住民からの苦情等の処理につい
て、都道府県として処理体制を整え、適切に対応す
る必要があるため
・住民票コードの民間利用禁止について、違反行為
に対する勧告、罰則を伴う命令を行う際、慎重な判
断を要し、有識者の意見も踏まえた公正な判断をす
る必要があるため
・住基ネットは、全県民の個人情報を効率よく処理利
用できるだけに、個人情報保護の必要性も高く、各
都道府県でその対応を十分に検討し有効な具体的
措置を講じていく必要がある。その際、有識者の意
見も踏まえて行政機関の判断の公正さを担保する
必要があり、また、行政機関の独断での運用に陥ら
ないよう第三者がチェックし意見する体制を設けるこ
とが望ましい。これらの機能を果たすものが、都道
府県の審議会である。そして、各都道府県で一定水
準以上の保護措置を達成するため、全都道府県で
同様の体制をとれるように審議会を設置する必要が
ある。
以上の趣旨に鑑みると、当該審議会を廃止すること
はできない。

意見は提出しない。現在，本県で各審議会等について，具体的な
整理を行っており，その結果を踏まえて，次回以降，提案を行って
いくこととする。

1140 11402040 広島県
分権ひろ
しま活性
化プラン

都道府県において設
置を義務付けられてい
る審議会等各種付属
機関について，設置す
る地方自治体の運営
方針によって任意に設
置できるよう各種関係
法律等を見直すこと。

総務省 0430580
基本構想
の策定義
務の廃止

地方自治法
第２条第４項

市町村はその事務を処理
するに当たっては、議会
の議決を経てその地域に
おける総合的かつ計画的
な行政の運営を図るため
の基本構想を定め、これ
に即して行うようにしなけ
ればならない。

Ｃ Ⅰ

市町村は住民の日常生活に直結し、地域社
会の経営について基礎的な責任を有する行
政主体であることにかんがみ、急激な地域経
済社会の変動の中にあって市町村が真に住
民の負託に応え適切な地域社会の経営の任
を果たすためには、市町村そのものが将来
を見通した長期にわたる経営の基本を確立
することが必要となり、基本構想を策定する
こととされているところである。
また、各個別法において、福祉やまちづくり
に関する計画については、各省庁の判断に
より、それぞれ策定義務が課されているもの
であるが、これらの計画の策定にあたって
は、地方自治法に基づく基本構想に即するこ
ととされており、このことにより市町村が主体
的かつ総合的・統一的に対応することが可
能となっている。
なお、基本構想の内容や表現方法について
は、市町村の自主的な判断によるものとされ
ており、地域の実情に応じた対応が可能であ
り、現状においても当該提案の趣旨を十分に
達成することができると考えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

基本構想の内容や表現についての規制緩和を求めているのでは
なく、策定義務そのものの廃止を求めているものであり、貴省が
示した「市町村そのものが将来を見通した長期にわたる経営の基
本」については、基本構想によらず、他の代替措置による対応は
十分可能である。

Ｃ Ⅰ

基本構想において「市町村そのものが将来を見通した長期にわ
たる経営の基本」を具体的にどのように記述するかについては、
地域の実情に応じた、市町村の自主的な判断に委ねられており、
現状においても当該提案の趣旨を十分に達成することができると
考えられる。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　本提案は、基本構想について具体的な記述内容をどのようにす
るかを求めているものではなく、基本構想策定の義務付けの廃止
を求めているものである。貴省は、一貫して「現状においても提案
の趣旨を十分に達成することができる」と示しているが、「基本構
想で示す経営の基本に関する記述が、市町村の自主的な判断に
委ねられている」ことをもって、基本構想策定の義務付け廃止を
求めている本提案の趣旨を達成することが何故可能なのか、明
確に示していただきたい。

Ｃ Ⅰ

「民意を反映しながら、社会経済環境
の変化に柔軟に対応した行政運営を
展開する」ことが当該提案の本来の趣
旨であり、基本構想において「市町村
そのものが将来を見通した長期にわた
る経営の基本」を具体的にどのように
記述するかについては、地域の実情に
応じた、市町村の自主的な判断に委ね
られていることから、現状においても当
該提案の趣旨を十分に達成することが
できると考えられる。

1518 15181030
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で市町村
のみ策定が義務付け
されている基本構想
を、地域の実情に応じ
て策定義務を廃止す
る。

総務省 0430590

地方自治
体の随意
契約範囲
の決定権
の自治体
への移譲

地方自治法
第２３４条第
２項、同法施
行令第１６７
条の２第１項
第１号

　売買、貸借、請負その他
の契約でその予定価格
が、地方自治法施行令に
掲げる契約の種類に応じ
た額の範囲内で地方公共
団体の規則で定める額を
超えない場合は随意契約
によることができる。

C Ⅰ・Ⅱ

　国、地方を問わず、透明度が高く、公
正な競争を促進する見地からは、競争
入札を原則とすべきであり、その例外
である随意契約についての要件を全面
的に条例に委ねることは適当ではな
い。なお、随意契約の範囲については
引き続き検討する。

本提案は、地域の
実情に応じて随意
契約の範囲を条例
で定めることによ
り、地域経済の活
性化を図ることを求
めるものである。
　この点及び右の
提案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

条例を制定することにより、透明性の確保及び向上を図ることが
可能であり、また、地方公共団体の規模（都道府県と政令による
指定都市）の大小を理由とする区分には合理的理由がない。

C Ⅰ・Ⅱ

契約の例外的な取扱いとして認められている随意契約について
は、透明性や公正な競争確保について問題があるため、その取
扱いについては慎重な検討を要するものである。
また、地方自治法施行令別表第五における都道府県・指定都市
と指定都市を除く市町村の区分は財政規模等を勘案して定めた
ものである。財政規模の小さな市町村にまで都道府県・指定都市
と同じ限度額まで随意契約を認めることは、地方公共団体の契約
の大半を随意契約によって処理できることにつながることから、透
明度が高く、公正な競争を促進する競争入札を原則とする現行制
度の趣旨を没却することになり、認められない。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　地方公共団体における契約は、競争入札が原則であり、随意契
約はあくまでも「例外的な」契約方法で、「極めて限定的な事由」
が存する場合に限ってのみ行うことができるものであることは、当
然である。貴省は、「契約の大半を随意契約によって処理できるこ
とにつながる」と懸念しているが、前述のとおり、随意契約は、財
政規模の如何にかかわらず、地方自治法第２３４条第２項の規定
による同法施行令第１６７条の２に規定する要件に該当する場合
に初めて可能となるものである以上、本提案の実施により競争を
原則とする現行制度を没却することにはならないと考えるが、以
上を踏まえた上で、再度貴省の見解を示していただきたい。併せ
て、財政規模等の「等」は何を指しているのか、具体的に示してい
ただきたい。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

地方自治法施行令第１６７条第２項第１号
は、金額の少額な契約についてまで競争入
札で行うことは、事務量がいたずらに増大
し、能率的な行政運営を阻害することから、
契約の種類に応じた一定の金額以内のもの
については、随意契約によることができると
されている。
これを超えて、財政規模の小さな市町村に都
道府県・指定都市と同じ限度額まで随意契
約を認めると、随意契約によって処理できる
契約が大幅に増えることとなり、随意契約を
例外とし、一般競争入札を原則とする現行制
度の趣旨を没却することになる。
したがって、提案主体の要望を認めることは
できない。
なお、お尋ねの「財政規模等」の「等」とは、
地方公共団体の権能や執行する事業の規
模を指している。
また、財務に関する地方自治法の基本規定
のあり方については、第28次地方制度調査
会において、地方自治制度の弾力化の観点
から審議が行われる予定である。

1518 15181050
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で全国一
律に規定されている随
意契約の範囲を条例
で定めることができる
ようにする。このため、
同法第２３４条第２項
中「政令」を「条例」に
改める。

総務省 0430600
議会の議
決事件の
規制緩和

地方自治法
第９６条第１
項第１号

　条例を設け又は改廃す
るにあたっては議会の議
決を経なければならない。

Ｃ Ⅰ

　条例の制定・改廃は議会の議決を経
るものとされており、条例を改正するに
はその内容の如何に関わらず議会の
議決を要するものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

議会の議決事件のうち、条例の一部改正について、特定の事項
すなわち、法律の題名改正及び条、項、号の追加・削除に伴う
条、項、号の繰上げ、繰下げに伴い、これらを引用している条例
改正に限定して、議決事件の対象外とすることを求めるものであ
る。その理由については、提案理由及び規制の特例事項の内容
にあるとおり、地方公共団体の裁量及び議会の判断が働く余地
が全くないためである。提案の内容をよく理解した上で、回答を示
していただきたい。

Ｃ Ⅰ

ご指摘の法律の題名改正及び条、項、号の追加・削除に伴う条、
項、号の繰上げ、繰下げに伴い、これらを引用している条例改正
であっても、その内容によっては、実質的な条例改正となるケース
も考えられ、一律に議会の議決を要さないとすることは不可能で
ある。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　法律の題名改正及び「内容の改正が行われない」条、項、号の
追加・削除に限定していることから、これらの改正については、貴
省が示す「実質的な改正」には該当しない。これらの事項に限定
して、議決の対象外とすることは全く問題にならないと考えるが、
別添資料を参照の上、貴省の示す「不可能な合理的理由」を明確
に示していただきたい。

Ｃ Ⅰ

地方自治法では条例の制定・改廃につい
て、一般的に議会の議決を要するものとしつ
つ、議会の議決により軽易な事項として指定
した事項については長が専決処分できること
としている。
このような議会の判断を尊重した仕組みを設
けているにもかかわらず国の法律により一定
の類型の事案に関して議会が関与できなく
することは、地方分権の進展による地方公共
団体の自己決定権の拡大に伴い、地方議会
の活性化が求められている中で、提案の実
現は難しい。
また、今後、起こりうるあらゆる法令改正を想
定して、提案にいうような「実質的な改正に当
たらない条例改正」を特定する基準を設ける
ことは不可能である。
なお、第28次地方制度調査会において、地
方議会のあり方について審議が行われる予
定であり、総務省としても引き続き地方議会
の活性化の観点から、よりよい地方議会制
度の構築に邁進してまいりたい。

1518 15181080
埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

地方自治法で規定さ
れている議決事件のう
ち、一律に議決対象と
されている条例の改正
について、地方公共団
体の判断が全く働かな
い事項に係る事項に
ついて、議決の対象外
とする。このため、同法
第９６条第１項第１号を
「条例を制定し、改正
（法律等の制定等に準
じた規定の整備その
他地方公共団体の裁
量の余地がない事項
に係る改正を除く。）
し、又は廃止するこ
と。」に改める。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430610

地方公共
団体の一
般職の任
期付職員
の任期の
緩和

地方公共団
体の一般職
の任期付職
員の採用に
関する法律
第３条

条例で定めるところによ
り、専門的な知識経験又
は優れた識見を有する者
を、５年を超えない範囲内
で任期を定めて採用する
ことができる。

C

　任期付職員の評価は、その任用され
た任期の全体を対象として行うもので
はなく、基本的には単年度ごとに行わ
れるものである。
　したがって、「「任期５年」で任用し、任
期満了時点においてその判断材料が
ないにも関わらず、再度形式的に任用
行為を行う」ということにはならず、ま
た、これにより当該教員のモチベーショ
ン低下や事務の煩雑化のみを招くと
いった御指摘は当たらないものであ
る。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

   任期付職員も公務員の身分を有する者であるため、当然、単年度ごとの勤務評定も
行うものと考えています。しかし、今回、千代田区が区立で初めての中等教育学校を開
設するにあたり、その根幹をなす、教育上の最大の特徴は、担任の教員が、受け持っ
た生徒を６年間継続して一貫した教育を行うということです。そのため、教員はまず１年
目に学校に慣れ、２年目に入学者選考に携わり、６年間担任をするという中長期的な視
点が不可欠です。すなわち、自分が入れた子を育て送り出す、という考えです。そして
その期間でどんな生徒を送り出せたかが、教育の成果であり、その成果の検証に基づ
く教員の「評価」という視点も不可欠な要素と考えております。
　 中高一貫校は、いわば６年間のひとつのプロジェクトです。それなのに、５年という期
限付きの採用では、どうしてもじっくり腰を据えて生徒の育成に取り組むといった意識に
欠けてしまいます。初めから８年にわたり在職できることがわかっていれば、生徒指導
をはじめとする教育活動に対する教員のモチベーションは非常に高いものとなります。
　　任期付法の任期を延ばすことにメリットがないということで、提案が認められなかっ
たものと思いますが、6年制の一貫校であるにも関わらず、教員の任期が５年しか認め
られないという不整合を廃し、教員が中長期的な視点に立って、高いモチベーションを
もって教育にあたることが期待されるという点こそが、単なる評価の問題に留まらない
私たちが期待するメリットそのものです。また、５年を８年に延ばすことで生ずる、本区
が主張するメリットに対し、積極的なデメリットもないものと考えます。
　 学校教育の成否は教員の資質によるところが大きいことは言うまでもないことであ
り、教員の採用については最も重要な要素であると認識しています。だからこそ、「『任
期５年』で任用し、さらに任期満了後に『任期３年』で再任用する」ことで、最終的に８年
間の雇用は実現できる、という消極的なものではなく、教育効果等の面で非常に有用な
ものとなる「最初から８年間」の雇用ができるよう、今回提案する次第です。
   もちろん、「任期付法」により採用した教員については、必要に応じ区教委が研修を
実施し、その実績について責任を持って検証していきます。なにとぞ、千代田区の事情
をご理解いただき、「任期付法」に定める任期を８年に緩和していただけるよう、再度検
討をお願いいたします。

Ｃ

　任期付採用法は、そもそも任期の定めのない常勤職員を中心と
して公務の運営を行う」という公務員制度の例外として設けられた
ものである。
　今回の御提案は、現行任期付職員法が定める任期の上限の撤
廃につながるものであるが、任期をいたずらに長期とすることは、
いわば若年定年制的な機能を持たせることとなり、好ましくない。
こうした観点から、現行制度においては、任期付職員の任期は５
年を超えない範囲内で定めるものとしているところである。
　また、貴団体の具体的な構想の中では私立学校等を定年退職
した方の登用も検討されているとのことであるが、高齢職員につ
いては一般に、加齢に伴い勤労意欲・能力に変化を生じうること
を否定し得ず、採用の時点で長期にわたる任期を定めることは適
切でない。この点、現行の高齢再任用制度において、当初の任期
を１年以内とし、その上で１年を超えない範囲内で任期を更新す
ることができることとしているのも、同じ理由によるものである。
　なお、御提案における任期「８年」が制度を仕組む上においての
根拠たり得るか明らかでなく、公立学校の運営は任期の定めのな
い職員（教員）を中心とした上で、任期付職員については現行制
度の範囲内で活用すべきものである。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

  今回の提案が、任期付職員法に定める任期の上限の撤廃につながるも
のだとのご指摘ですが、あくまでも本区が中高一貫校という６年間のプロ
ジェクトを達成するために、優秀な教員を集めたいとの切実な思いから、部
分的な弾力化を求めたもので、安易な考えから撤廃を求めるものではあり
ません。８年という期限も定めており、いたずらに任期を長期化するといっ
たご指摘にも当りません。
　また、高齢再任用制度で1年毎の更新を定めているように、一般に高齢職
員は能力等が変化（低下）するというご指摘ですが、加齢とともに「知識経
験」等が蓄えられていく事例は学校現場においては数知れず、単に加齢だ
けでそうした優秀な人材を排除してしまうことは社会的にも大きな損失にな
りかねません。また、現行の任期付法第３条第１項においても、年齢に制
限なく、「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者」を採用す
ることができるとされており、優秀な人材であれば加齢に関わりなく、５年の
任期で採用することが出来るものと理解しております。もちろん、意欲や能
力の低下は、本区にとって大きなマイナスとなりますので、任命権者であり
給与負担者である本区が、毎年の勤務評定の中で厳重に検証・評価して、
実効性を高めるための地道な努力を続けてまいります。
　御指摘の事項につきましては、上記の通り十分配慮してまいるところであ
りますが、その上でなお御懸念される点につきましては、現行の５年であれ
ば問題なく、８年であれば問題が生じる理由につきまして具体的にお示しい
ただきたい。なお、任期付研究員法では、研究職はただし書き規定により７
年までの任期が可能であるのに、教員を含む一般職にはこのような規定が
ありません。その理由につきましても併せてお示しいただきたい。

Ｃ

　貴団体からの御提案に対する当方の考え方は前
回までの回答においてお示ししたとおりであるが、基
本的な認識として、地方公務員の任期付採用制度
の根幹となる「任期」の規定については、そもそも地
域を限った特例的な取扱いをすることには馴染まな
いものと考えている。
　具体的に申し上げれば、「８年」という数字を制度と
して仕組むためには確たる根拠が必要であるが、御
提案からは、なぜ「８年」であるかの制度的な根拠を
見出すことができないものである。
　なお、そもそも公立学校の運営は任期の定めのな
い職員（教員）を中心とした上で、任期付職員につい
ては現行制度の範囲内で活用すべきものであると
考えるが、そのような運用では対応が不可能である
とする具体的な理由が明らかでない。

（任期付研究員法において任期の上限を「７年」とし
ている規定は、研究員という特殊な職種について特
定の場合に限って設けた特例的制度であり、多様な
職種への適用を前提とした任期付職員法における
任期の規定とは異なるものである。）

1525 15251010 千代田区
中等教育
学校特区

５年を超えた任期を付
し、一般職員の採用を
可能とする。

総務省 0430620

IT関連・産
学連携先
端技術研
究施設立
地
承認に伴う
地方自治
法第２条第
４項及び各
自治体制
定による総
合振興整
備計画基
本構想が
総論とする
認識にお
いて個別
案件が審
議の対象
となる規制
緩和措置

地方自治法
第２条第４項

市町村は、その事務を処
理するに当たっては、議
会の議決を経てその地域
における総合的かつ計画
的な行政の運営を図るた
めの基本構想を定め、こ
れに即して行うようにしな
ければならない。

D-1

　地方自治法第２条第４項に基づく基本構想
については、市町村の将来の振興発展を展
望し、これに立脚した長期にわたる市町村の
経営の根幹となる構想である。
　また、各個別法において、福祉やまちづくり
に関する計画があるが、これらの計画の策
定にあたっては、地方自治法に基づく基本構
想に即することとされており、このことにより
市町村が主体的かつ総合的・統一的に対応
することが可能となっている。
　一般的には、地方自治法の基本構想にお
いて、個別事業が位置づけられていなくて
も、当該事業が基本構想の趣旨に沿ったも
のであれば、基本構想を変更することなく、
地域の実情に応じて柔軟に対応することが
可能である。
　いずれにしても、提案主体が進めている計
画の実現については、市町村の将来のまち
づくりと深く関連する事項であることから、市
町村と十分に協議する必要のあるものと考
える。

右の提案主体の意
見について、適切
に対応されたい。

ご回答ありがとうございました。ついては基本構想の趣旨等につ
いて更なる理解を深めたく、面談もしくは意見交換の場を希望い
たします。

Ｄ－１ ―
基本構想は市町村の事務であることから、市の担当部局とよくご
相談して頂きたい。その上で、なお必要があるのであれば、総務
省又は都道府県にご相談頂きたい。

1566 15661020 民間企業

農地復元
不可能な
未利用農
地等を有
効活用し
た産業立
地推進特
区構想

上記１(15661010)の加えて立地検
討において各自治体における総
合振興整備計画基本構想に即し
た又は整合することが条件とされ
ている弊害を除去し、個別案件に
対し時代が求める地域振興策へ
の寄与を判断材料とする審議検
討の促進がなされるよう即した又
は整合を条件とすることへの緩和
措置

（上記１：先端技術IT関連及び産
学連携の研究施設は各地で誘致
その他の措置により立地承認さ
れています。ついては農業振興整
備に関する法律第５条に経済事
情の変動その他情勢の推移によ
り必要が生じたときは変更すべし
とあり、また同法第１３条に計画
の変更について定められています
が、農地復元が見込めない放置
された未利用農地について周辺
整備をもって必要面積を有効活
用し地域振興策に寄与できるよう
除外の規定緩和とそれに連動す
る都市計画法における市街化調
整区域への立地承認の規制緩和
措置を提案する）

総務省 0430630

民間事業
者に対し
て行政財
産である
漁港施設
用地を貸
し付け、
事業者自
らの裁量
による施
設運用を
可能とす
る

地方自治法
第２３８条
の４第１項

　行政財産は、原則として
これを貸し付け、交換し、
売り払い、譲与し、出資の
目的とし、若しくは信託し、
又は私権を設定すること
ができない。

Ｄ－
１
Ｄ－
２

Ⅰ

　本提案にある施設の設置が特区(別
表１・1007)の特例の要件を満たすもの
であればこれを利用し、満たさない場
合であれば普通財産に転換することで
用地を貸し付けることが可能である。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）及び
D-2(特区の特例に
より対応可能）とい
うことであるが、提
案の趣旨・内容が、
現行制度のもとで
も実現可能である
のか、再度検討し、
回答されたい。

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

行政財産の民間への貸付は原則として行うことができないが、漁
港施設用地を普通財産に分類換えすることにより民間事業者に
貸付けることが可能となるので、現行制度のもとでも提案の趣旨・
内容の実現は可能である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

・本提案の主旨は、漁港施設用地の貸し付け及びそれに伴う民
間活力の引き出しによる漁港漁村の活性化であり、現在行政とし
て行っている水産振興施策と同じ目的のものであります。従って
漁港施設用地は行政財産のまま貸し付けを行うものと想定してお
りますので、そのことを前提に再度具体的な回答をお願い致しま
す。
・各府省庁からの回答である行政財産から普通財産への分類換
えは一般論的なものであり、そのための手続き等も多大な作業で
あり、かつ規制もかかることから規制そのものの改革を目的とし
た特区提案の代替とは判断し難い内容と思われます。構造改革
特区の導入理念は「地域の特性に応じた規制の特例を導入する
特定の区域を設ける」ことであり、全国的な規制改革はその次の
検討事項であると思われますので、今回はあくまで「特区を導入
する」ことについての観点での対応可能性や不都合な点等につい
て具体的な回答をお願い致します。

Ｃ Ⅰ

行政財産の民間への貸付は原則として
行うことができない。
また、本提案により行政財産である漁
港施設の民間貸付を認めるか否かは
一義的には漁港漁場整備法を所管す
る農林水産省において検討すべきであ
るが、公有財産をより一層効果的・効
率的に使用する観点から、財産制度全
般について現行制度の検証を含め、幅
広い観点から検討を進めたいと考えて
いる。
また、第28次地方制度調査会において
も、地方自治制度の弾力化という観点
から、財務に関する地方自治法の基本
規定のあり方について審議が行われる
予定である。

1433 14331010 和歌山県
しょらさん
カツオ特
区

　漁港漁村と都市との
交流を促進させるた
め、民間事業者に対し
て行政財産である漁
港施設用地を貸し付
け、事業者自らの裁量
による施設運用を可能
とする。

総務省 0430640
行政財産
の民間貸
付

地方自治法
第２３８条の
４第４項

　行政財産は、一定の者
に対し、一定の使途に使
用させるためでなければ、
原則として貸付をすること
ができない。

Ｃ Ⅰ

　行政財産は、地方公共団体が公用又
は公共用のために供するものとされて
いるため、原則として地方公共団体が
使用すべきものである。
　なお、提案にある行政財産が公の施
設であれば、指定管理者制度の活用
により、要望があった取組を行うことは
可能である。

本提案は、行政財
産の民間貸付に関
する規制緩和を求
めるものであり、こ
の点を踏まえ、再
度検討し、回答され
たい。

Ｃ Ⅰ
行政財産の貸付ができるものの範囲の見直しについては、今後
検討することとしたい。

　行政財産の貸付
ができるものの範
囲の見直しについ
て、今後の検討の
内容、方向性及び
スケジュールを示さ
れたい。

Ｃ Ⅰ

現行制度の検証を含め、財産制度全
般について幅広い観点から検討をすべ
きものと考えているため、現時点にお
いて実施時期を示すことはできない
が、今後、検討を進めていきたいと考え
ている。
また、第28次地方制度調査会において
も、地方自治制度の弾力化という観点
から、財務に関する地方自治法の基本
規定のあり方について審議が行われる
予定である。

1577 15771020

スポーツ
テレビジョ
ン株式会
社

フットサ
ル特区構
想

公園やスポーツ施設な
どの行政財産の民間
貸付に関する規制緩
和、及び商業活動の
規制緩和

総務省 0430650

既存漁港
を活用し
た地域活
性化

地方自治法
第２３８条
の４第１項

　行政財産は、原則として
これを貸し付け、交換し、
売り払い、譲与し、出資の
目的とし、若しくは信託し、
又は私権を設定すること
ができない。

Ｄ－
１
Ｄ－
２

Ⅰ

　本提案にある施設の設置が特区(別
表１・1007)の特例の要件を満たすもの
であればこれを利用し、満たさない場
合であれば普通財産に転換することで
用地を貸し付けることが可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　特区は、対象事業が水産関係事業に限定されており、取扱い水
産物数量の用件についても、伊豆地域では満たされない可能性
が高い。
　今回の提案主旨は伊豆という地域特性を反映し、構想に合致す
る漁港においては、行政財産のまま民間事業者に水産関係事業
以外にも貸付けを容認するという提案であり、一般論ではなく、具
体的に回答されたい。

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

特区の特例の要件を満たさないのであれば、行政財産たる当該
漁港施設を民間に貸付けることはできないが、漁港施設用地を普
通財産に分類換えすることにより民間に貸付けることが可能にな
るので、現行制度のもとでも提案の趣旨・内容の実現は可能であ
る。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　将来的に漁港施設の整備拡充も予想されるため、行政財産を
普通財産に転換することは不適切である。
　特区の特例については、今後、対象となる漁港の要件が示され
る予定であるが、取扱水産物の数量等のみでなく、地域特性等も
採択要件に加えるべきである。
　また、特区の貸付対象事業についても、従来の水産関係事業に
限定せず、特区・地域再生の目的である地域経済の活性化に資
する内容であれば、弾力的な活用を可能とすべきである。

Ｃ Ⅰ

特区の要件を満たさないのであれば、
行政財産である漁港施設を民間に貸
付けることはできない。
また、特区の特例の要件及び特区の
貸付対象事業については、一義的には
漁港漁場整備法を所管する農林水産
省において検討すべき事項であるが、
公有財産をより一層効果的・効率的に
使用する観点から、財産制度全般につ
いて現行制度の検証を含め、幅広い観
点から検討を進めたいと考えている。
また、第28次地方制度調査会において
も、地方自治制度の弾力化という観点
から、財務に関する地方自治法の基本
規定のあり方について審議が行われる
予定である。

1578 15782092

静岡県、沼
津市、熱海
市、三島
市、伊東
市、下田
市、伊豆
市、東伊豆
町、河津
町、南伊豆
町、松崎
町、西伊豆
町、賀茂
村、伊豆長
岡町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉町

伊豆地域
交流拡大
構想

（②部分）
既存の漁業と共存しな
がら、目的外の利用が
可能な漁港において、
漁協等の民間事業者
が収益事業と漁港管
理運営をセットで行うこ
とを容認。

総務省 0430660

行政財産
に対する
制限の緩
和

地方自治法
第２３８条の
４第１項、第
４項

　行政財産は、原則とし
て、交換し、売り払い、譲
与し、出資の目的とし、若
しくは信託し、又はこれに
私権を設定することがで
きない。
　行政財産の用途又は目
的を妨げない範囲で使用
の許可をすることはでき
る。

貸
付：
Ｃ
余
剰
容
積
率：
Ｄ－
１

Ⅰ

　行政財産の民間への貸付は行うこと
ができない。
　余剰容積率の有効活用については、
現行法上、余剰容積率を活用して収入
を得ることは地方自治法上の公有財産
としての位置づけがなくても可能であ
る。

5095 50950019 東京都 0

・自治体が所有する公
有財産のうち、行政財
産については法律によ
り私権の設定が禁止さ
れ、民間への貸付け、
容積率の移転等がで
きないなどの制約があ
る。
・公有財産の管理等に
ついては、各自治体が
それぞれの状況に応
じ、更に有効活用でき
るよう、地方自治法の
規定を改正し、法律に
よる一律の規制を見直
すこと。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430670

公立小中
学校を地
方独立行
政法人に
管理委託
する。

地方独立行
政法人法第
２１条

　地方独立行政法人は、
次に掲げる業務のうち定
款で定めるものを行う。
　試験研究、大学の設置
及び管理、公営企業の経
営、社会福祉事業の経
営、公共的な施設で政令
で定めるものの設置及び
管理。

Ｃ
Ⅱ・
Ⅲ

　学校教育法第５条の規定により、学
校の設置者は、その設置する学校を管
理することとされており、設置者と管理
者は同一でなければならないことから、
地方独立行政法人に公立の小中学校
の管理を行わせることはできない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例とし
て、設置者以外が学校を管理することを提案し、その委託先とし
て、教育の中立性を確保し、地方公共団体が関与できる地方独
立行政法人を想定しているので、公設民営が特区として可能とな
ることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ Ⅱ・Ⅲ
本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討
状況を踏まえた上で対応したい。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　第１次回答に対する意見にそって、検討願いたい。 Ｃ Ⅱ・Ⅲ

学校教育法第５条の規定により、学校
の設置者は、その設置する学校を管理
することとされているが、仮にご指摘の
特例措置が講じられれば、地方独立行
政法人が公立小中学校の設置・管理を
行うことに特段の支障はないものと考
えられる。

1597 15971030
東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人法
に定める地方独立行
政法人の業務の範囲
に小中一貫校の管理
委託を加える。

総務省 0430680

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人の理
事長の任
命に際し
て設立団
体の教育
委員会が
関与す
る。

地方独立行
政法人法第
１４条

　地方独立行政法人の理
事長は、設立団体の長が
任命する。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・
Ⅲ

　学校教育法第５条の規定により、学
校の設置者は、その設置する学校を管
理することとされており、設置者と管理
者は同一でなければならないことから、
地方独立行政法人に公立の小中学校
の管理を行わせることはできない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例とし
て、設置者以外が学校を管理することを提案し、その委託先とし
て、教育の中立性を確保し、地方公共団体が関与できる地方独
立行政法人を想定しているので、公設民営が特区として可能とな
ることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ

本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討
状況を踏まえた上で対応したい。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　第１次回答に対する意見にそって、検討願いたい。 Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ

学校教育法第５条の規定により、学校
の設置者は、その設置する学校を管理
することとされているが、仮にご指摘の
特例措置が講じられれば、地方独立行
政法人が公立小中学校の設置・管理を
行うことに特段の支障はないものと考
えられる。

1597 15971040
東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

小中一貫校の管理を
委託する地方独立行
政法人の理事長の任
命に、設立団体の教
育委員会が関与でき
るようにする。

総務省 0430690

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人への
中期目標
などの規
定の適用
除外

地方独立行
政法人法第
２１条

　地方独立行政法人は、
次に掲げる業務のうち定
款で定めるものを行う。
　試験研究、大学の設置
及び管理、公営企業の経
営、社会福祉事業の経
営、公共的な施設で政令
で定めるものの設置及び
管理。

Ｃ
Ⅱ・
Ⅲ

　学校教育法第５条の規定により、学
校の設置者は、その設置する学校を管
理することとされており、設置者と管理
者は同一でなければならないことから、
地方独立行政法人に公立の小中学校
の管理を行わせることはできない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例とし
て、設置者以外が学校を管理することを提案し、その委託先とし
て、教育の中立性を確保し、地方公共団体が関与できる地方独
立行政法人を想定しているので、公設民営が特区として可能とな
ることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ Ⅱ・Ⅲ
本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討
状況を踏まえた上で対応したい。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　第１次回答に対する意見にそって、検討願いたい。 Ｃ Ⅱ・Ⅲ

学校教育法第５条の規定により、学校
の設置者は、その設置する学校を管理
することとされているが、仮にご指摘の
特例措置が講じられれば、地方独立行
政法人が公立小中学校の設置・管理を
行うことに特段の支障はないものと考
えられる。

1597 15971050
東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人法
が規定する中期目標
などの設定は、小中一
貫校を委託する地方
独立行政法人には適
用しない。

総務省 0430700

国民健康
保険の賦
課（課税）
限度額の
撤廃

国民健康保
険法施行令
第２９条の７
第２項第１０
号、同法第４
項第９号並
びに地方税
法第７０３条
の４第１７項
及び同条第
２６項

　保険料（税）について
は、社会保険における受
益可能性という観点から
賦課（課税）限度額を全国
一律で設けている。
医療給付費分　５３万円
介護給付費分　　８万円

C Ⅰ、Ⅱ

国民健康保険制度における保険料（税）のあり方に
ついては、負担能力に着目した応能割、受益可能性
に着目した応益割の双方を重視し、被保険者全体
の理解を得られるよう、制度の安定的運営に努めて
いるところである。
　賦課（課税）限度額については、社会保険における
受益可能性という観点から、これ以上の負担は多大
な不公平を生む、と考えられる額として定めているも
のであり、これを撤廃することは、受益可能性を踏ま
えた保険料（税）の賦課（課税）という社会保険の在
り方そのものを揺るがすことにつながる上、所得が
高いゆえに受益以上の負担を強いられる被保険者
の、保険料（税）支払い意欲に悪影響を及ぼすこと
で、事業の円滑な運営を阻害するおそれもある。
　また、この賦課（課税）限度額が保険者間で大きく
異なることは、国民健康保険制度内における被保険
者間の負担の公平という観点からみて適当でないこ
とから、国において一律の基準を定める必要があ
る。
　したがって、賦課（課税）限度額については、国が
一律の基準を定めた上で、中間所得者層に対し過
大な負担をかけることのないよう、所得の動向等も
勘案しつつ、随時見直しを行い、被保険者間の負担
の公平を維持していくことが適切である。

1627 16271010 個人

国民健康
保険の賦
課（課税）
限度額の
撤廃

基礎賦課（課税）額で
５３万円、介護納付金
賦課（課税）額で８万
円とされている賦課
（課税）限度額を撤廃
する。

総務省 0430710

郵政官署
法で取り
扱う市の
事務範囲
の拡大

地方公共団
体の特定の
事務の郵便
局における
取扱いに関
する法律第２
条

日本郵政公
社法第１９条
第２項第１６
号

１　地方公共団体は、日本郵
政公社との協議（規約の制
定・議会の議決必要）により
規約を定め、次に掲げる事務
を郵便局において取り扱わせ
ることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し
及び外国人登録原票記載事
項証明書
 ○　住民票の写し及び住民
票記載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写
し・証明書の交付事務（本人
請求に係るもの）

２　日本郵政公社は、上記に
より取扱う地方公共団体の事
務その他委託を受けた地方
公共団体の事務を取り扱うこ
とができる。

Ｃ

Ｄ－
１

○多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のうち５事務、具体的には、事務番号３（印鑑登

録証明書の交付）、４（戸籍・除籍謄抄本、戸籍・除籍記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付。

身分証明書の交付は除く。）、５（住民票の写し等の交付）、９（外国人登録原票記載事項証明書の交

付）及び２４（納税証明書の交付）については、地方公共団体は、地方公共団体の特定の事務の郵便

局における取扱いに関する法律（平成１３年法律第１２０号。以下「郵政官署法」という。）第２条の規定

に基づき、日本郵政公社（以下「公社」という。）との協議により規約を定めて、これらの事務を郵便局

に取り扱わせることが可能（ただし、本人（戸籍謄抄本・戸籍の附票の場合は当該戸籍・戸籍の附票に

記載されている者を含み、住民票の写しの場合は同一世帯に属する者を含む。以下同じ。）からの請

求に限る。）。

　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち１２事務、具体的には事務番号８（ＩＣカード（住民基本台帳カードを除く）の受付と

引換証による受渡し）、２８（ゴミ袋の販売）、２９（コンポスタ購入補助金の申請受付）、３０（小動物の火

葬の受付）、３１（資源集団回収奨励金の申請受付）、３２（ゴミ収集カレンダーの配布）、３５（給水（開

始、中止、廃止、異動）申請の受付）、３７（汚水枡設置申請書の受付）、３８（井戸水使用世帯の人員

変更申請書の受付）、３９（体育施設の貸し出し）、５６（市民プラザ、文化会館のチケット販売）、５７（各

課催し物の案内）については、国の法令等を根拠とする事務ではないため、当該事務の実施について

責任を有する多治見市において、公権力の行使に当たらない事実行為であり、かつ、住民の個人情報

に直結する等の問題が生じないものとして、一般私人に委託可能と判断できるのであれば、多治見市

と日本郵政公社との契約により、郵便局に事務を委託することについて法令上の制約はない。

　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち１２事務、具体的には、事務番号１１（国民健康保険料の収納）、２３（軽自動車

税の収納）、２５（市民税の収納）、２６（固定資産税の収納）、２７（し尿処理手数料の収納）、３３（市営

住宅の家賃及び駐車料金の収納）、３４（上下水道料金の収納）、３６（受益者負担金の収納）、４０（保

育料の収納）、４１（福祉サービス等負担金の収納）及び４６（介護保険料の収納）については、地方公

共団体は、郵便振替法（昭和２３年法律第６０号）第５８条、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５５条の２等の規定に基づき、郵便振替の方法によりこれらの事務を公社に取り扱わせること

が可能であり、事務番号２２（口座振替依頼書の受付）については、郵便貯金口座（郵便振替口座）

から地方公共団体の公金振替口座への振替依頼書（自動払込利用申込書）であれば郵便局で受け

付けることが可能。

　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち残る２８事務（福祉関係事務、住民基本台帳関係事務、印鑑登録関係事務等）

については、提案元において、事務の具体的内容や郵便局における事務処理範囲・手続、郵便局に

おいて取り扱わせることの是非及び必要性等を更に精査していただくとともに、

・住民の個人情報に関わる事務を地方公共団体以外の窓口において取り扱うことについて、プライバ

シーの保護、正確な事務処理の確保等に十分配慮する必要があること

・相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握し、場合によっては他の窓口に取り次ぐな

ど高度な専門的知識・判断が必要であること

・住民の権利義務に甚大な影響が生じるため厳格な本人確認が必要であること

・通例同時に行われる他の手続があり、それを郵便局で取り扱うことが困難なため、一方のみ取り扱っ

たのでは利用者にとって二度手間となること

などの諸要素についての精査、公権力の行使に該当する事務については地方公共団体以外の者に

取り扱わせることの是非など多岐にわたる事項を検討する必要があることから、引き続き関係省庁に

おいて各事務の法令上の取扱いについて慎重かつ具体的な検討を行なう必要がある。

　→　Ｃ：特区として対応不可

平成１６年５月２４日付けで提案元である多治見市に文書で質問を提出し、平成１６年６月１８日付け

で多治見市より文書で回答を得たことから、同回答を踏まえ、更なる検討を行う。

第２次提案から繰
り返し提案されてい
る内容であり、特区
の基本方針に基づ
き早急に検討を行
うべきと考えるとこ
ろ。
５７事務のうち残る
２８事務（福祉関係
事務、住民基本台
帳関係事務、印鑑
登録関係事務等）
について、今後の
検討の方針及びス
ケジュールを明確
にされたい。
　また、右の提案主
体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

多治見市が総務省自治行政局からの質問（平成１６年５月24日
付け）に対して行った回答を踏まえて十分な検討をお願いします。
今回「C」とされる２８の事務についても委託できるよう、多治見市
の提案の実現に向けて一層の理解をお願いします。

Ｃ
Ｄ－１

５７事務のうち２８事務（福祉関係事務、住民基本台帳関係事務、
印鑑登録関係事務等）については、８月１０日付けで提案元であ
る多治見市に対し、文書により質問を送付したので、その回答を
待って更なる検討を行うこととしたい。
なお、これらの事務については、住民の個人情報に関わる事務を
地方公共団体以外の窓口において取り扱うことについて、プライ
バシーの保護、正確な事務処理の確保等に十分配慮するなど多
岐にわたる事項を検討する必要があり、また、提案元の市及び総
務省だけではなく、当該事務に係る制度を所管している関係省
庁、事務を取り扱うこととなる日本郵政公社等多数にわたる関係
者との調整を行う必要があることから、現時点において結論を出
しうる時期を明示することは困難である。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

「郵政官署法で取扱う市の事務範囲の拡大」に係る第５次質問へ
の回答を踏まえて、提案が実現できるよう検討をお願いします。
今回の第５次申請に対する意見「各省庁からの再検討要請に対
する回答」で指摘されているプライバシー保護及び関係省庁との
調整については、第１次から４次質問に対する当方の回答で基本
的な理解を得ていると判断しています。

Ｃ
Ｄ－１

平成１６年８月１０日付け質問に対する
多治見市からの回答を待って検討を行
うこととしているところであるが、当該回
答が未到着のため、到着を待って検討
することとしたい。

1636 16361010
岐阜県多
治見市

郵政官署
による市
町村事務
受託特別
区域

「地方公共団体の特定
の事務の郵政官署に
おける取扱いに関する
法律」（以下「郵政官署
法」という。)第２条にお
いて定められている、
郵政官署で取り扱うこ
とのできる地方公共団
体の事務を、市の地区
事務所で取り扱う事務
に拡大することにより、
地区事務所事務を特
定郵便局に委託できる
ようにする。

総務省 0430720

役場出張
所機能の
包括的な
外部委託

住民基本台
帳法第１２条

住民基本台帳に記録され
ている者は、その者が記
録されている住民基本台
帳を備える市町村の市町
村長に対し、住民票の写
し等の交付を請求するこ
とができる。

c

提案者が指摘する郵便局の職員は国
家公務員であり、守秘義務等地方公務
員と同等の厳正な服務規律がかかる
のに対して、農業協同組合の職員は公
務員ではなく服務規律がかからないた
め、委託はできない。この点、地方公共
団体の特定の事務の郵便局における
取扱いに関する法律の制定時におい
て整理済みである。

貴省回答は、守秘
義務等の地方公務
員と同等の厳正な
服務規律のかから
ない地方公共団体
以外の者に対して
は事務の委託はで
きないとの趣旨で
あるが、その場合
でも、当該事務に
ついて、委任者に
よる事務の取扱基
準の明示や事後報
告によるチェックな
どの措置を併せ行
うことにより、一定
の範囲での委任が
できないか、再度
検討し、回答された
い。

Ｃ

　市町村が行う公権力の行使は市町村長に留保される必要があ
る。
　また、住民票の写し等には住民情報が記載されていることから、
守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があり、委任
者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェックなどの
措置をもって代替しうるとはいえない。

1265 12652010
福島県船
引町

役場出張
所事務の
包括的外
部委託に
よる地域
再生構想

・権限移譲が必要な事務の内容、
範囲
　現行法規によると、郵便局で
は、本人が直接出向いた場合の
住民票と戸籍の発行取次ぎ事務
など８つ（別様提案のポイント参
照）の事務しか委託ができず、特
に地域住民の生活に関わりの深
い児童手当や生活保護申請、老
人医療費請求や介護認定申請ほ
か各種補助申請など保健福祉関
係諸手続事務等も含めた事務を
包括的に外部委託する。

・委託の方法
　町が条例に基づき、個人情報の
守秘義務やプライバシーの確保
を厳密に規定した「特定事務の取
り扱いに関する協定」を結ぶ。
・受託先のは、田村郡内を網羅す
る、農産業経済の中心組織であ
り、役場よりも早期に広域化と経
営組織の再編を成功させた実績
と能力があり、将来にわたり、今
回の提案内容に充分対応できる
事が、確実である。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430730

電子自治
体業務の
共同アウ
トソーシ
ングの推
進

ｅ－ｊａｐａｎ重
点計画

複数の地方公共団体の
業務を電子化した上で共
同運用する事業。平成１５
年度においては電子申請
等のいわゆる住民サービ
ス業務系システムを開発
し、その成果を（財）地方
自治情報センターのプロ
グラムライブラリに掲載
し、全国の地方公共団体
に向け、無償で提供中。
本年度は財務会計等のい
わゆる内部管理業務系の
システムについて同様の
取組みを行っている。

Ｃ

共同アウトソーシング事業は特に規制
があるわけではなく、各地方公共団体
の判断で実施することが可能であり、
特区にはなじまないものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　当初地域再生構想提案として取りまとめた資料であるので、構造改革特区の規制緩和要件を
備えていないように見える。以下に規制緩和に関する要望を詳述する。
①（財）地方自治情報センター様のプログラムライブラリに掲載され、全国の地方公共団体に向
けて無償で提供中の「電子申請等のいわゆる住民サービス業務系システム」などプログラム本体
を、地方公共団体以外であっても電子自治体業務の推進にあたる構造改革特別区域のIT産業
基盤に限って提供いただきたい。
②同様に提供中の「電子申請等のいわゆる住民サービス業務系システム」などについて、オブ
ジェクトコードのみならずソースコードやプログラム仕様書などのドキュメント類までの詳細の資料
を提供いただきたい。
③今年度、同様に開発中の電子自治体業務システム「財務会計等のいわゆる内部管理業務系
のシステム」についても、上述の提供をいただきたい。
④来年度以降は、同様の開発について、電子自治体業務の推進にあたる構造改革特別区域の
IT産業基盤においてその作業を進め、この地域のIT産業基盤と情報共有を図っていただきたい。
　構造改革特区として実現したい主たる目的は、この地域における共同アウトソーシングの実施
ではなく、共同アウトソーシングの推進に重要なGPLオープンソースによる電子自治体ERP（統合
業務システム）の開発とサポート（導入支援）を行う拠点の内ひとつの実現です。GPLオープン
ソースは実行形式のオブジェクトコード以外にソースコードを公開する義務があります。このこと
から当事者以外にもシステムの改善や発展が図られ、低廉にシステムを使用することが可能で
す。OSやデータベースエンジンに特定のソフトウェアを使用して、システム改善の度に高額なライ
センス料を支払う状況からオープンな世界に踏み出したい。その拠点を青森県にも創出したいと
いう構想です。もちろんGPLオープンソースで開発済みのソフトウェア資産はオブジェクトもソース
も公開する義務（第三者が改善しても、その当事者に公開義務）があります。(財）地方自治情報
センター様と協力してオープンに開発を進め個別の開発当事者以外に手の出せないブラックボッ
クスの存在をできるだけ少なくして開発にあたりたいと考えています。国の資産となるわけですか
らソースコードやドキュメント類も公開してあるべきです。（一部の例外は防衛上の機密事項など
限られています。）その主たる目的を実現するための二次的な目的として、経済基盤としての共
同アウトソーシングを受託する地域IDCが必要としています。

　いままでの開発済み成果品「電子自治体業務シス
テム・ソースコード」を提供いただければ、これを基
にGPLオープンソースソフトウェアとして、電子自治
体ERP（統合業務システム）のコアシステムを段階的
に整備できます。電子政府や電子自治体の推進に
あたりオープンソースOSを安心して使用できること
は、厳しい財政状況の中でコストダウンの効果が期
待できます。またオープンソースOSの配下で、オー
プンソースのデータベースシステムなどミドルウェア
とアプリケーションプログラムである電子自治体業務
システムERPもオープンソースで稼動すれば運用に
かかるコストが軽減できます。また個別ユーザーの
みならず今後導入を検討するすべての地方公共団
体にソースコードレベルで公開されることは、個別要
求におけるカスタマイズもローコストに可能となりま
す。

　ただしオープンソースのOSやミドルウェアをユー
ザーが安心して使用できる為には、サポートに責任
を持つ体制が必要であり、その供給拠点のひとつを
当地域の標榜する地域IT産業基盤が担うことを計画
している段階です。オープンソースOSの活用にはい
くつかの課題があります。その一つ一つを解決する
べく活動するIT産業拠点を目指したいと考えていま
す。

Ｃ Ⅳ

共同アウトソーシング事業においては、ソースコード等を地方公
共団体に対してのみ公開している。これは、開発時に各地方公共
団体と開発ベンダーとの間の個別の契約において地方公共団体
に対しては公開することを条件としていたためである。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

意見
　電子政府構築計画ではレガシーシステムの改善にオープンシステム化を
推進しています。←（電子政府構築計画）URL　http://www.e-
gov.go.jp/doc/scheme.html#keikaku

　電子自治体ではレガシーシステムの改善にオープンソースを推奨してい
ます。←（電子自治体のシステム構築のあり方に関する検討会）URL
http://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/040506d.pdf

　ソースコード及びDFD、ERD、プログラム仕様書、構成管理など設計図書・
開発ドキュメント類は公開が必要と思われます。今後のシステム開発はド
キュメント類の公開を前提条件として構築を実施して、ベンダーが供給しな
ければ発注しないという制限も必要です。

　ベンダーの生命線は工業所有権などによる保護、機種依存やOSによる
制限、データベースエンジンなどミドルウェアによる制限などによって随意
契約を勝ち取ること。電子政府システム最適化計画のオープンシステム化
を目指す目的は何か？開発・運用コストの低減と品質の維持・発展ではな
いでしょうか。

　今後に発生する電子自治体コアシステム、モデルシステムなどの成果品
については、ソースコードと設計図書の公開を条件として、当面は構造改
革特区のIT産業基盤に限って開示していただきたい。

その他
　電子自治体ERPのコ
アは、当然次世代プ
ラットフォームにより連
携する各機関との
データ交換も可能で
す。

　ERPコアをベース
に、ユーザーとなる個
別自治体毎にカスタマ
イズされ、地域の事情
を反映した構築と運用
を実現できます。パッ
ケージ開発費と、受託
者が変わるごとに同
様な業務分析から費
用発生するところが省
略できます。国全体の
費用でもあるわけです
から、開発済み資源
は最大限有効利用し
なければなりません。

Ｃ Ⅳ

  共同アウトソーシング事業において
は、ソースコード等を地方公共団体に
対してのみ公開している。これは、開発
時に各地方公共団体と開発ベンダーと
の間の個別の契約において地方公共
団体に対しては公開することを条件とし
ていたためである。
　今後においても、個々の契約ごとに
条件を決めることとしており、対応につ
いては、その契約条件によることにな
る。

1380 13802010

キャプテン
あおもり
㈱、㈱アイ
シーシーコ
ンピュータ
システム、
㈱シンク、
マルマンコ
ンピュータ
サービス
㈱、㈱アイ
ディーエ
ス、㈱サン
コンピュー
タ、吉田シ
ステム㈱、
明治安田
システム・
テクノロ
ジー㈱、青
森県情報
サービス協
同組合

電子自治
体共同ア
ウトソー
シングを
受託する
地域IDC
を核とし
た、オー
プンソー
ス開発サ
ポートビ
ジネスに
よる地域
産業再生
構想

モデルシステム開発・実証の
場に青森県のIT産業基盤を選
定いただく。その中で電子自
治体ERP(統合業務システム）
を開発・実証する。
またモデルシステムの開発済
み成果「電子自治体業務シス
テム・ソースコード」を提供いた
だく。これらをもとにオープン
ソースソフトウェアとして、電子
自治体ERPのコアシステムを
整備する。
共同アウトソーシングを受託す
る地域IDCを整備する。具体
的には補助対象施設の転用
による有効利用をベースに、
セキュリティ措置、地域イントラ
など広帯域通信回線の設備、
ハードウェアの導入、ソフト
ウェアの構築など追加建設投
資をPFI方式により民間資金を
活用する。

総務省 0430740

地方独立
行政法人
が港湾管
理者とな
るための
法的措置

地方独立行
政法人法第
２１条

　地方独立行政法人は、
次に掲げる業務のうち定
款で定めるものを行う。
　試験研究、大学の設置
及び管理、公営企業の経
営、社会福祉事業の経
営、公共的な施設で政令
で定めるものの設置及び
管理。

Ｃ
Ⅱ・
Ⅲ

　港湾施設の設置・管理を地方独立行
政法人に行わせることについては、「公
の施設」に関する指定管理者制度が創
設され、「公の施設」の管理運営につい
て相当程度民間活力が発揮されるよう
になることから、まずは当該制度の活
用について検討すべきであり、また、地
方公共団体の具体的な意向等を見極
める必要があり、直ちに特区で対応す
ることはできない。

指定管理者に加え
て、地方独立行政
法人による港湾の
管理が実現できな
いか、再度検討し、
回答されたい。

Ｃ Ⅱ・Ⅲ
地方行革の手法として、まず指定管理者制度について検討すべ
きであり、その活用状況、地方公共団体の具体的な意向を見極
めた上で判断したい。

1476 14762010

(社)関西
経済連合
会、(社)
関西経済
同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、
京都商工
会議所、
神戸商工
会議所

大阪湾港
湾の一元
的経営事
業の推進

○大阪湾内の各港湾
管理当局を統合改組
し設立する地方独立行
政法人が各港湾を一
元的に管理する港湾
管理者となることがで
きるよう港湾法、地方
独立行政法人法など
所要の法律改正を行
う。

○とん税、特別とん税
の課税に関する所要
の調整

総務省 0430750

郵便局の
外国人観
光客向け
サービス
の充実

なし 規定はない。 Ｅ
日本郵政公社の経営判断等により取
扱可能。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

  日本郵政公社法第２３条により、同公社の取扱業務の内容は、
「業務方法書」により総務大臣の認可を受けなければならないとさ
れている。
  本県及び関係市町村は日本郵政公社及び地域内の郵便局に
対し働きかけを行うが、総務省においても、前記認可行為におい
て、本県の取組への積極的な支援をいただきたい。

Ｅ -

総務大臣の認可を受けて日本郵政公社が定めた業務方法書に
おいて、既に、郵便局窓口及びＡＴＭの取扱時間については「利
用者の便益等を考慮して必要がある場合には、窓口取扱時間を
変更できる」旨が、外貨両替（の取扱局及び取扱外貨の種類の決
定）については「公社の定めるところによる」旨が規定されている
ところであり、本提案に係る施策の実施に関しても、日本郵政公
社は、その経営判断により取扱可能となっている。

1578 15782060

静岡県、沼
津市、熱海
市、三島
市、伊東
市、下田
市、伊豆
市、東伊豆
町、河津
町、南伊豆
町、松崎
町、西伊豆
町、賀茂
村、伊豆長
岡町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉町

伊豆地域
交流拡大
構想

県内観光地にある郵
便局の
 ・窓口取扱時間延長
 ・ＡＴＭ24時間取扱局
の拡大
 ・外貨両替サービス体
制充実  （韓国のウォ
ン取扱局拡大、中国の
元取扱開始）

総務省 0430760

非常勤職
員に対し
て期末・
勤勉手当
の支給を
可能とす
る

地方自治法
第20３条第１
項

普通地方公共団体は、そ
の議会の議員、委員会の
委員、非常勤の監査委員
その他の委員、自治紛争
処理委員、審査会、審議
会及び調査会等の委員そ
の他の構成員、専門委
員、投票管理者、開票管
理者、選挙長、投票立会
人、開票立会人及び選挙
立会人その他普通地方公
共団体の非常勤の職員
（再任用短時間勤務職員
を除く。）に対し、報酬を支
給しなければならない。

C

　非常勤職員に対しては、その勤務量
に対する純粋な反対給付としての報酬
が支給されることとされており、期末手
当や勤勉手当を支給することは馴染ま
ないものである。
　なお、非常勤職員に対して期末手
当、勤勉手当を支給することのみに
よって、提案団体が目的とする「優秀な
人材の確保や地域雇用の確保」に貢
献するものとは考えられないところ。

本提案は、勤務形
態が一般職の常勤
職員と変わりなく、
一定の期間継続的
な雇用関係にある
非常勤職員につい
て、特に人材確保
等の必要性から、
期末・勤勉手当に
相当する給付の支
給を可能とすること
を求めている。
　右の提案主体の
意見を踏まえ、この
観点から再度検討
し、回答されたい。

回答は、地方自治法第２０３条での非常勤職員の報酬等についての解釈を示したもの
であるのに対し、本市の提案は新たに地方自治法に手当支給が可能になるような規定
を設けるものであり、提案趣旨を理解した満足な回答ではないと考える。
現行の地方自治体職員体制は、行政改革等による定数適正化計画に基づき職員の計
画的な削減が行われている反面、地方分権、事務移管など社会情勢を反映した住民
ニーズの多様化による事務事業量の急激な増加状況にあり、これに対処するために、
毎年非常勤職員へ依存せざるを得ない状況となっている。
　以下が、本市における非常勤職員の現状に基づいた特区の提案に至ったので、これ
らの背景を十分ご理解いただき関連府省庁との再検討の調整を願いたい。
①各市町村では、地方公務員法第22条の規定に基づく任期を定める臨時職員では対
応しきれないため、常時勤務することを必要とせず、かつ専門的知識等を有する非常
勤嘱託員の採用により窮地を乗り切っているのが現状である。
②これら非常勤職員に対しては、地方自治法第203条の規定により報酬しか支給でき
ないことになっているが、同条項は制定時の背景から議会の議員、委員会の委員、審
議会、審査会の委員等の非常勤職員を想定したものである。
　今日の社会情勢や経済変化により、嘱託員などの市行政業務に従事する非常勤職
員の勤務状況が変わってきており、非常勤職員を抜きには成立しない状況で、それに
伴う報酬は｢生活給｣となんら変わらない現状と言える。
③このため、多くの市町村が条例や要綱によって、一般職員と同時期に合わせ期末、
勤勉手当を支給している実態があるのも事実である。
④本市の非常勤職員の任期は一年間であるが、地域雇用の確保の観点から見ると限
られた地域の中で優秀な人材の確保に苦慮している。このため本市にとっては、優秀
な非常勤職員の継続任用は重要であることから、人事考課を実施しその能力を見極め
るとともに優秀な非常勤職員に対して勤勉手当（勤勉報酬）により、やる気と組織の活
性化、公務能率の向上を図るものである。

Ｃ

　地方公共団体の非常勤職員に対しては報酬を支給し、実費弁
償として通勤手当相当分が条例により支給できることとなっている
が、これは報酬が非常勤職員の行う非常勤の役務に対する純粋
な反対給付であるという性質によるものである。
　稲城市の主張は、同市の非常勤職員の勤務形態が継続化して
おり報酬が実態として生活給となっているとのことであるが、同市
において非常勤職員として採用されている以上は、常勤の職員と
職務の責任や内容等が異なると自ら判断しているものであり、常
勤の職員と異なる非常勤の職員としての報酬支払いの考え方に
立たざるを得ないものと考える。
　なお、平成１６年６月に改正された「地方公共団体の一般職の
任期付職員の採用に関する法律」により一定の場合任期付短時
間勤務職員の採用が行えることとなっているところ。
　この制度によって採用されている者に対しては、期末・勤勉手当
も含めた諸手当も支給することができるようになっているところで
あり、これによる対応が可能と考えられる。

1024 10241010
東京都稲
城市

非常勤職
員意欲増
進特区

　地方公務員の非常
勤職員に対して、正規
職員の期末､勤勉手当
支給月に勤勉手当（あ
るいは勤勉的な報酬）
を市の判断で一般の
常勤職員との均衡を
考慮しつつこれらを支
給することを可能とす
る。

総務省 0430770

地方公務
員法の兼
業許可基
準の明確
化

地方公務員
法第３５条、
地方公務員
法第３８条

営利企業への従事等は、
人事委員会規則等に定め
る事由に基づき任命権者
が許可

D-1

　地方公務員が営利企業の役員を兼
ねることや報酬を得て事業等に従事す
ることについては、①職務専念義務の
免除（地公法３５条）、②営利企業等の
従事制限の許可（地公法３８条）の規定
に従って任命権者の判断により可能と
なるものであり、その基準等は当該団
体の条例や人事委員会規則で定める
こととなっており、現行の規定により対
応すべきものである。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１

　自治体病院においても、職員の兼業は、①職務専念義務の免
除（地公法３５条）、②営利企業等の従事制限の許可（地公法３８
条）の規定に従って、自治体病院の業務に支障のない場合、任命
権者の判断により可能となるものである。
　
従って、提案事項についても、現行の規定により対応できるもの
である。

1185 11851030

NPO法人
りんくうメ
ディカル
プラザ

りんくう国
際医療特
区構想

地方公務員の兼業許
可基準の明確化

総務省 0430780

地方公務
員法第３
条におけ
る特別職
の範囲を
拡大し、
市長が指
定した部
長職以上
のポス
ト、市長
が必要と
する補佐
職を特別
職とする

地方公務員
法第３条第３
項第３号

地方公務員を職務の性質
に応じて、地方公務員法
が適用される一般職とそ
れ以外の特別職に区別

Ｃ

　特別職の場合、地方公務員法が適用
されないことから、成績主義、厳格な服
務規則、政治と行政の分離等の地方公
務員法の原則が法的に担保されず、弾
力的な任用という名のもとに自由任用
が可能となり、任命権者との人間関係
や政治的配慮による任用が行われる
可能性が高い。したがって、能力に基
づく政治的に中立な任用を継続的に保
障することで、行政における専門性の
蓄積と安定性を保つ観点から、ライン
の長である部長職は一般職であるべき
であり、特別職には馴染まない。
　市長の政治的リーダーシップに従って
職務を遂行する幹部職員を確保したい
のであれば、複数助役制を導入するこ
とにより対応すべきものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　総務省は、今回提案した特別職の場合、任命権者との人間関係や政治
的配慮による任命が行われると指摘されています。
  しかし、人事に限らず、行政運営でそうしたことが背景で行われた場合、
議会だけではなく市民の厳しい評価が行われ、首長自身が不信任されるこ
とになります。このこと自体、つまり首長の行動が直接市民有権者の評価
に晒されるということ自体が、地方分権の意義であるといえますが、こうし
た点からも、ご指摘のような任用の可能性は低いものと考えます。
　また、行政における専門性の蓄積と安定性を保つ観点から、一般職が妥
当とのご指摘がありますが、このことをことさら重視することこそ官僚主義
の現われであり、中央官庁の共通の認識であるなら、改めるべきことと考
えます。業務に必要とする専門知識を持つ外部の人間も含めた多用な人
材を適所に登用することにより、一層効果的で適切な業務執行が行えるこ
ととなるものと考えます。
　地方自治法や地方公務員法の遵守、政治的中立性の確保については、
規定を設け対応することが可能です。
　複数助役制の点については、助役の業務が市長の職を補佐し代理を務
めるという実態を考慮すると、各部門の長若しくは専門補佐職として複数助
役制を活用することは、法的には可能であっても非現実的といわざるを得
ません。だからこそ、特区制度を通じて、新たな職責を持つ特別職として設
置することを提案させていただいたものです。
　総務省においては、現行制度の枠組みにこだわることなく、健全な地方自
治の発展という共通の目標のもと、特区制度をむしろ積極的に活用する視
点を持っていただき、本提案の多様な特別職制度の導入に道を開けられる
よう、重ねて求めるものです。

Ｃ

　首長の行動が市民の評価に晒された結果、地方公務員法によ
る保障の対象外である特別職として任用された職員の立場が不
安定になる可能性があるため、提案内容のような職務については
一般職の職員をもって当てることとされているところ。
また、「市長が指定した部長職以上のポスト、市長が必要とする
補佐職（以下「部長職等」という。）」について、提案主体からの意
見の中には、「業務に必要とする専門知識を持つ外部の人間も含
めた多様な人材を適所に登用する」とあるが、例えば、一定の任
期を定め、必要に応じて高度な能力を持つ人材を幅広く登用した
いとの考えであれば、「地方公共団体の一般職の任期付職員の
採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）」に基づき、任期付き
職員を部長職等として採用することも可能。このように、特別職で
はなく、地方公務員法が適用される一般職であっても提案事項の
実現は可能である。
また、複数助役制の点については、助役が事務取扱により部長
の職務を担当することもあることから、決して非現実的であるとは
言えないもの。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

総務省の回答では、首長の行動が市民の評価に晒された結果、任用された職員の立
場が不安定になると指摘されています。
しかし、市長が指定する部長職や市長が必要とする補佐職（以下「部長職等」という。）
が特別職である以上、任命した首長と運命共同体であることは当然のことです。
　首長への評価が、まさに主権者である市民の意志として下されれば、他の特別職と
同様、それに従うことが基本です。
　また、「一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づく任期付職員の採用との指
摘がありました。
地方分権のねらいである「自己決定・自己責任の」行政システムを確立するには、各行
政部門ごとに住民の意思を反映したきめ細かな業務執行が必要であり、その為には、
首長だけではなく、行政部門の長も担当する部門の業務に責任を持って行うことが重
要です。
この責任の度合いは、特別職と一般職とでは大きな違いがあります。
特別職である部長等の場合は、市長に準じた責任が求められ、施策の決定や推進に
あたり、責任の所在が明確になることから、より迅速に、また確実に進めることが可能
になります。
このことから、部長職等を特別職としようとするものです。
次に、複数助役について、助役が事務取扱により部長職を担当することもあるので非
現実的とは言えないとの指摘がされています。
　例として、助役が事務取扱として部長職を兼ねることもありますが、この場合は、部長
が何らかの事情で欠けた場合の臨時的な措置が一般的であり、助役が恒久的に部長
職を兼ねるということはあり得ません。
　実際、助役の任務である市長の職を補佐し代理を務めるということから考えても、部
長職を兼ねるということにはならないと考えます。
仮に、助役が部長職として兼ねるということであれば、提案した部長職等が特別職であ
ることも可能と考えます。

Ｃ

貴団体の意見には、「（職務遂行上の）責任の度合いは、
特別職と一般職とでは大きな違いがある。」とあるが、憲
法上公務員は全体の奉仕者として住民に奉仕するもので
あり、その意味において特別職と一般職において大きな責
任の違いがあるという意見については必ずしも適当である
とは考えられない。

　また、「部長職等が特別職である以上、任命した首長と
運命共同体であることは当然のこと」とあるが、このこと
は、首長の行動が市民の評価に晒された結果によって、
ラインの長である部長職等が異動することを意味してお
り、行政における専門性の蓄積と安定性を保つ観点から、
部長職等を特別職にすることは適当ではない。

　貴団体からの御提案に対する当方の考え方は前回まで
及び上記の回答においてお示ししたとおりであるが、部長
職等のような職務については一般職の職員をもって当て
るべきであり、「地方公共団体の一般職の任期付職員の
採用に関する法律」（平成１４年法律第４８号）に基づき、
任期付き職員を部長職等として採用することも可能であ
る。

　なお、複数助役制については、「助役が事務取扱により
部長職を兼ねることが恒久的でなく、非現実的である」とい
う貴団体のお考えであるが、市長が必要とする補佐職に
ついても部長職等と同様に「地方公共団体の一般職の任
期付職員の採用に関する法律」に基づき、任期付き職員
を部長職等として採用することも可能である。

1235 12351010

千葉県我
孫子市、
埼玉県草
加市

自立都市
推進特区

認定を受けた自治体
において、当該地方自
治体の長が指定した
部長職以上のポストや
市長が必要とする補佐
職について、条例で任
命方法(任命権者は地
方自治体の長）、給
与・報酬の支給方法等
を定め、それに基づ
き、認定自治体の長が
必要な人材を登用する
ことを可能とする。な
お、登用することが可
能な者は、一般職の公
務員でも民間の人材
でも可とする。

13 / 18 ページ



 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430790

部分休業
の承認を
すること
ができる
時間等の
拡大

　地方公務
員法第２４条
第５項

　人事院規
則１９－０
第１５条

地方公務員の勤務条件
は、国及び他の地方公共
団体の職員との間に権衡
を失しないように適当な考
慮が払わなければならな
い。
　また、国家公務員の育
児の部分休業は、正規の
勤務時間の始め又は終
わりにおいて、一日を通じ
て２時間を超えない範囲
内となっている。

Ｃ

　国や民間企業において提案にあるよ
うな育児休業制度が普及していない段
階において、特定地域の地方公務員に
のみ特別な取扱いをすることについて
は、慎重な取扱いが必要である。
　なお、国家公務員の育児のための部
分休業の時間数の拡充については、平
成１７年７月１３日の人事院における
「多様な勤務形態に関する研究会」の
中間取りまとめの中でも議論されてい
るところである。
　地方公務員の育児休業制度は、地方
公務員法第２４条第５項により、地方公
務員の勤務条件は国との権衡を考慮し
て定めることとされており、国の育児休
業制度に準じた制度となっているところ
であり、今後、必要に応じ、国の動向を
踏まえて全国的な対応を検討すべき問
題である。

本提案の内容は、
子育て･次世代育
成支援策として極
めて有効と考えら
れることから、国に
おける措置に先行
して特区で実施で
きないか、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、
回答されたい。

①　現行制度で、例えば月曜日から木曜日までの毎日２時間を育児に係る
部分休業として取得した場合（一週間につき計８時間）と、本市がその形態
の弾力化を提案するように、例えば金曜日のみの８時間を部分休業として
取得した場合と、どれほどの制度差があるのでしょうか。取得した時間が同
じといえども日が異なれば国、他の地方公共団体との権衡を著しく失する
ことになるのでしょうか。
②　次世代育成支援対策推進法に基づいた特定事業主行動計画を作成し
なければならないときに、「国や民間企業において育児休業制度が普及し
ていない段階において、特定地域の地方公務員にのみ特別な取扱いをす
ることについては、慎重な取扱いが必要である」とのご指摘は当たっていな
いと考えます。むしろ逆で、現行の部分休業制度の設計では活用しがたい
から普及しない実態があると考えます。次世代育成支援に関わる職業生
活と家庭生活との両立は現行制度の弾力化が必須と考えますがいかがで
しょうか。
③　近く施行が予想される他の部分休業制度（修学部分休業・高齢者部分
休業）と育児に係る部分休業制度とを組み合わせることにより、多様なワー
クシェアリング（地域雇用の創出）が期待できます。この観点からでも「２時
間を超えない範囲内」では極めて不十分であると考えます。
是非、再考していただきたくお願いします。

Ｃ

　育児は、地方公務員のみならず、国家公務員及び民間企業労
働者にも共通する事項であり、その育児をするための制度につい
て、ある地域において地方公務員だけ（ご提案の内容では、多治
見市職員のみと思料）が有利な取扱いとなるようなものは適当と
考えられない。
　なお、「提案主体からの意見」にある運用は、権衡を失するもの
である。また、８月６日付の人事院報告において勤務時間に関す
る制度を弾力化・多様化して、職業生活と家庭生活との両立支援
のためをいっそう推進するとされたところであり、今後、必要に応
じ、国の動向を踏まえて全国的な対応をすることが適当である。

　育児休業制度の
拡充は、子育て･次
世代育成支援策と
して極めて有効と
考えられることか
ら、国の動向を踏ま
え早急に対応され
たい。
　また、これに加
え、本提案の趣旨
に沿った育児のた
めの部分休業の時
間の拡充につい
て、国における措
置に先行して特区
で実施できないか、
右の提案主体から
の意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　貴省からの再検討要請に対する回答について再度ご意見を申
し上げます。ご回答では「育児をするための制度について、ある地
域において地方公務員だけ（提案の内容では、多治見市職員の
みと思料）が有利な取扱いとなるようなものは適当と考えられな
い」とのことでした。しかしながら、そもそも構造改革特区の趣旨
は、全国一律で非効率的なもの、時代に即しないものがある中
で、全国一斉に緩和することが困難であるため、地域を限定して
実験的に見直し、効用や弊害を評価するものであり、効果のある
ものは全国に広げていく制度であると理解しています。そのため
に地方自治体の実情に応じた構想を提案しているものです。貴省
のご回答では「地方公務員だけが有利な」とありますが、これは
地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての提案
は構造改革特区の提案制度になじまないものとの趣旨でしょう
か。先の意見に記載しました育児に係る部分休業の取得につい
て、「月曜日から木曜日までの毎日2時間ずつ、合計8時間」と「例
えば金曜日のみの１日８時間」を比較した場合、これが著しく均衡
を失しているとは考え難いものであるため、上記のような改善もあ
り得るのではないかと考えます。再度ご検討願いたく存じます。

Ｃ

　ご意見中にみられるとおり「地方公務
員の給与、勤務時間その他の勤務条
件についての提案は構造改革特区の
提案制度になじまないもの」と基本的に
考えている。
　地方公務員、国家公務員及び民間企
業労働者に共通する育児をするための
制度について、「その地方自治体の実
情に応じた構想を提案」として市役所の
職員だけが有利な取扱いとなるような
ものは特区の提案としては適当と考え
られないという趣旨を従前から申し上
げているところである。
　なお、育児休業制度の拡充について
は、今後、必要に応じ、国の動向を踏
まえて全国的な対応を行う。

1637 16371010
岐阜県多
治見市

育児休業
の形態の
弾力化特
区

人事院規則19-0第15条に
おいて、国家公務員の部
分休業の承認は正規の
勤務時間の始め又は終わ
りにおいて、一日を通じて
2時間を超えない範囲内で
行うこととされている。地
方公務員については、地
方公務員法第24条第5項
の規定により国及び他の
地方公共団体の職員との
均衡上、人事院規則第15
条に準じて定めるべきとさ
れている。本提案は、「一
日を通じて2時間を超えな
い範囲内」を「任命権者が
承認する日又は時間」と
するよう部分休業の拡大
を図るもの。

総務省 0430800

部分休業
の承認を
すること
ができる
時間等の
拡大

地方公務員
の育児休業
等に関する
法律第９条

　地方公務
員法第２４条
第５項

　人事院規
則１９－０第
１５条

　条例の定めるところによ
り、３歳に満たない子を養
育する職員が一日の勤務
時間の一部について勤務
しないことができる。

Ｃ Ⅰ

　国や民間企業において提案にあるような育
児休業制度が普及していない段階におい
て、特定地域の地方公務員にのみ特別な取
扱いをすることについては、慎重な取扱いが
必要である。
　なお、提案にあるような「１週間のうち2日間
の勤務や隔日勤務」は部分休業であるが、１
日２時間まで取得できる国家公務員の育児
のための部分休業の時間数の拡充、取得方
法の弾力化については、平成１７年７月１３
日の人事院における「多様な勤務形態に関
する研究会」の中間取りまとめの中でも議論
されているところである。
　地方公務員の育児休業制度は、地方公務
員法第２４条第５項により、地方公務員の勤
務条件は国との権衡を考慮して定めることと
されており、国の育児休業制度に準じた制度
となっているところであり、今後、必要に応
じ、国の動向を踏まえて全国的な対応を検討
すべき問題である。

本提案の内容は、
子育て･次世代育
成支援策として極
めて有効と考えら
れることから、国に
おける措置に先行
して特区で実施で
きないか、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、
回答されたい。

　「地方公務員の育児休業制度は、地方公務員法第24条第５項
により、地方公務員の勤務条件は国との権衡を考慮して定めるこ
ととされており、国の育児休業制度に準じた制度となっているとこ
ろであり（略）」とのご指摘ですが、この理由では「特区提案」その
ものを否定することになり、合理的な理由とはいえないのではな
いでしょうか。勤務から完全に離れることなく子育てができ、かつ、
育児休業を取得してもスムーズに職場復帰ができるように、育児
休業形態を弾力化すべきであると考えます。育児休業が連続する
期間でなければならない強固な理由が見当たりません。例えば１
週間のうち2日の勤務を設定することや隔日勤務を選択する等、
育児を行う職員のそれぞれの実情に応じた弾力的な育児休業に
すべきと考えます。以上、再考をお願いします。

Ｃ

　育児は、地方公務員のみならず、国家公務員及び民間企業労
働者にも共通する事項であり、その育児をするための制度につい
て、ある地域において地方公務員だけ（ご提案の内容では、多治
見市職員のみと思料）が有利な取扱いとなるようなものは適当と
考えられない。
　なお、８月６日付の人事院報告において勤務時間に関する制度
を弾力化・多様化して、職業生活と家庭生活との両立支援のため
をいっそう推進するとされたところであり、今後、必要に応じ、国の
動向を踏まえて全国的な対応をすることが適当である。

　育児休業制度の
拡充は、子育て･次
世代育成支援策と
して極めて有効と
考えられることか
ら、国の動向を踏ま
え早急に対応され
たい。
　また、これに加
え、本提案の趣旨
に沿った育児のた
めの部分休業の時
間の拡充につい
て、国における措
置に先行して特区
で実施できないか、
右の提案主体から
の意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　貴省からの再検討要請に対する回答について再度ご意見を申
し上げます。ご回答では「育児をするための制度について、ある地
域において地方公務員だけ（提案の内容では、多治見市職員の
みと思料）が有利な取扱いとなるようなものは適当と考えられな
い」とのことでした。しかしながら、そもそも構造改革特区の趣旨
は、全国一律で非効率的なもの、時代に即しないものがある中
で、全国一斉に緩和することが困難であるため、地域を限定して
実験的に見直し、効用や弊害を評価するものであり、効果のある
ものは全国に広げていく制度であると理解しています。そのため
に地方自治体の実情に応じた構想を提案しているものです。貴省
のご回答では「地方公務員だけが有利な」とありますが、これは
地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての提案
は構造改革特区の提案制度になじまないものとの趣旨でしょう
か。先の意見に記載しました育児に係る部分休業の取得につい
て、「月曜日から木曜日までの毎日2時間ずつ、合計8時間」と「例
えば金曜日のみの１日８時間」を比較した場合、これが著しく均衡
を失しているとは考え難いものであるため、上記のような改善もあ
り得るのではないかと考えます。再度ご検討願いたく存じます。

Ｃ

　ご意見中にみられるとおり「地方公務
員の給与、勤務時間その他の勤務条
件についての提案は構造改革特区の
提案制度になじまないもの」と基本的に
考えている。
　地方公務員、国家公務員及び民間企
業労働者に共通する育児をするための
制度について、「その地方自治体の実
情に応じた構想を提案」として市役所の
職員だけが有利な取扱いとなるような
ものは特区の提案としては適当と考え
られないという趣旨を従前から申し上
げているところである。
　なお、育児休業制度の拡充について
は、今後、必要に応じ、国の動向を踏
まえて全国的な対応を行う。

1637 16371020
岐阜県多
治見市

育児休業
の形態の
弾力化特
区

職員の育児休業は、
子が3歳に達する日ま
での間で、承認された
期間を中断できない制
度になっている。また、
その期間の延長は原
則として1回に限るもの
とされている。本提案
は、育児休業の承認を
継続的な期間に限るこ
となく、職員ニーズに
応じ断続的な勤務（例
えば１週間のうち2日
間の勤務や隔日勤務
等）を認めようとするも
の。

総務省 0430810

目標管理
制度によ
る実績評
定、能力
評定、態
度評定を
反映した
給与処遇
の構築

地方公務員
法第２４条、
第２５条③、
第２７条、第
２８条

・職員の給与、勤務時間
その他の勤務条件は、条
例で定める。（第２４条⑤）
・給与に関する条例には、
左の事項を規定するもの
とする。
　二　昇給の基準に関す
る事項（第２５条③）
・職員は、・・・条例で定め
る事由による場合でなけ
れば、その意に反して降
給されることがない。（第２
７条②）

D-1

勤務成績に応じた給与上の措置につ
いては、成績の優秀な者に対しては、
特別昇給や勤勉手当への反映による
給与の増額、他方、成績の良くない者
に対しては、昇給延伸や条例で定める
ところにより降給を行うことで給与の減
額が行えるところであり、提案団体の
要望は現行制度において、十分実現で
きるものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　公務能率の向上という観点からも、年功給、年齢給的な処遇を
改め、職員の実績を給料に的確に反映しようとする試みです。特
別昇給、勤勉手当への反映は既に実施していますし、成績が良く
ない職員への昇給延伸及び降格（予告）も平成16年度から実施し
ています。しかしながら、僅か１号給の給料間差では能力・実績を
的確に反映したとは言い切れず、ご指摘にあるように「現行制度
において、十分実現できるものである」とは認識していません。本
市が提案するような、目標管理による勤務評定結果に基づき、毎
月の給料に条例で定める一定割合を加算又は減額できる運用を
望むものです。なお、条例で定める一定割合の額とは、給料月額
の100分の10以内を想定しており、6ヶ月（勤務評定）ごとに任命
権者が市長と協議して加算・減額の対象者を決定するものです。
「働かなくても同じ」は是正すべきであって、職員が高い士気を
持って働くためには、その働きを適切に「給料」に反映することが
必要と考えます。是非、再考をお願いします。

Ｃ

　地方公務員の給料表は、国に準ずることが地方公務員法の基
本的な考え方であるが、その給料表を通じ、職務の複雑、困難、
責任の度合等を考慮し、それに応じて職務の級や号給を定めるこ
とによって職務給の原則を具体化されることとなるもの。
　また、地方公務員は労働基本権の制約を受けているなかで、そ
の給与は地方公務員法第２４条第３項により生計費を考慮して定
めなければならないものとされており、地方公務員の給与は上記
の職務給の原則の他に生活給的要素をも含んで定めなければな
らないもの。
　これらを踏まえ、給料については給料表として条例で定めた上
で、勤務評定の結果を反映させる方法として特別昇給や勤勉手
当への反映により給与を増額する方法があり、一連の給与体系と
して組み立てられているもの。したがって、勤務評定の結果を給
与に反映させていくこととしてもそこには自ずから限界があるもの
と考えられる。したがって、現行制度における特別昇給や勤勉手
当への反映による給与の増額や、成績の良くない者に対する昇
給延伸措置や条例に定める降給を行うこと以上にどのような給料
表や給与体系を念頭においているかは不明であるが、仮に上記
の給与原則に反する給与体系であれば任命権者の裁量権を逸
脱し、違法と評価せざるを得ないものとなると考えられるところ。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

　本市の提案は、６ヶ月ごとの勤務評定結果に基づき、特に成績
優秀であった者に対しては６ヶ月間給料月額に一定割合を加算、
また、成績が特に良くない者に対しては一定割合を減額すること
とし、次の評定期間の成績次第では本来受けるべき給料月額に
戻ったり、またはこれに加算、減算されたりする仕組みです。この
ように号給を変更することなく、一定期間、一定割合の加算、減算
措置を行うことにより、勤務成績を給料に柔軟に反映することを目
的としています。現行制度において同様の効果を実現しようとす
ると、同一人に対し特別昇給や降給を繰り返し行うこととなり、非
現実的であります。あくまでも現行の給料表、給与体系を維持し
つつ、「給料」に勤務評定結果を反映させたいと考えています。再
度ご検討をお願いします。なお、貴省意見において「違法と評価
せざるを得ない」旨の記述がありますが、そもそも特区制度の本
来の目的が現行法令上対応できないものについて要望するとい
う趣旨である以上、本提案が現行制度においては違法となる可能
性が高いことはいわば当然であると考えられることを申し添えま
す。

C

　地方公務員の給与については、地方公務員法第２４条第１項に「そ
の職務と責任に応ずるものでなければならない」とされているように職
務給の原則が求められると同時に、同条第３項にあるように生計費及
び国や他の地方公共団体の職員等の考慮が求められる（均衡の原
則）ところである。
　これらの原則を踏まえ、現行の地方公務員の給与体系においては、
給料については条例で職務給原則に基づきつつ生計費も考慮しなが
ら給料表を定め、勤務成績は勤勉手当に反映されるとともに、国に準
じた特別昇給制度や地方公務員法に定める降任・降給の制度によっ
て給与表上の級・号を通じて反映されることが予定されているところ。
　上記の原則については、地方公務員の勤務条件の中でも重要な位
置を占める給与に関する基本原則であり、一部の地域においてこの原
則を排除することは、地方公共団体の人事行政に関する根本基準を
確立するとする地方公務員法の趣旨を没却するものであり、認められ
ないもの。
　具体的には、提案は６ヶ月ごとの勤務評価に基づき、６ヶ月間給料月
額に一定割合を加算・減額した給与を支給できるようにしたいというも
のであるが、
①　同一の職（同一の級・号）において、異なる評価を受けることにより
異なる給料月額が支給されることとなり、同一の職に同一の給料を支
払う職務給の原則に抵触するおそれがあること。
②　特に給料が減じられる場合は、その対応によっては、給料によって
生計費を考慮する要請にも抵触するおそれがあること。
③　地方公務員は、全体の奉仕者として民間企業の労働者とは異なる
勤務関係にあり、労働基本権の制約があると同時に降給・減給などに
ついて法律やそれに基づく条例による事由によらなければならないな
どの身分保障がなされているものであるが、現行地方公務員法が減給
については懲戒による場合のみ、降給についても分限の場合のみ規
定しているのと比較して、単に勤務成績のみをもって給与表上の給与
を減額することとすることは、これら既存の規定との均衡を逸すること。
④　このような給与の加減を可能とするような給与制度は、地方公務員
の給与の水準・内容について、国家公務員における給与の水準・内容
との均衡を求めている均衡原則に抵触するおそれがあること。
から、このような給与制度は適切でないと言わざるを得ないもの。

1638 16381010
岐阜県多
治見市

実績を反
映した給
与処遇特
区

現在、本市においては、管理職昇
任試験、総括主査級昇任試験、
目標管理の勤務評定結果による
成績降格・昇給延伸・特別昇給、
勤勉手当への反映、部下による
上司の評定など能力・実績に応じ
た人事運用を推進している。今回
の提案は、勤務評定結果に基づ
き、勤務成績が特に良好であった
職員に対しては特別昇給制度の
特例として毎月の給料月額に一
定額を加算し、また、逆に勤務実
績の良くない職員に対しては分限
（降給）の特例として毎月の給料
月額から一定額を減ずる方策を
講じることである。これにより、職
務給に給与の根本基準を置くこと
を定め、年功的・横並び的な運用
となりがちな現在の給与制度か
ら、達成した実績を評価し、発揮
された能力に対して給料を支給す
るシステムに改めるものである。
なお、同じ人件費枠の中で実施す
るため、新たな人件費増は伴わな
い。

総務省 0430820

郵便局地
域配達
サービス
可能に関
する特例
郵便局全
国統一価
格緩和に
関する特
例

郵便法第75
条の２第１項
～第３項

どの郵便局で郵便物を配達するか
については、日本郵政公社におい
て決められることであり、法律上の
制限はない。
また、配達をする職員を限定する
ことについても法律上の制限はな
い。
郵便料金については、日本郵政公
社が定めるものであるが、一の郵
便局においてその引受け及び配達
を行う通常郵便物は、配達地によ
り異なる料金を定めることが可能
であり、現に、郵便区内特別郵便
物として全国均一料金よりも安い
特別料金が定められている。ま
た、小包郵便物についてもその送
達距離や運送コスト等に応じて料
金を設定することは可能であり、現
に、同一の郵便区内又は同一市町
村内のみにおいてその引受け及び
配達を行うもの等については、他
の第一地帯あてのものより安い料
金が定められている。

D-1
E

－

日本郵政公社が、どの郵便局で郵便
物の配達を行うかについて、法令上の
制限はない。
また、配達をする職員を限定することに
ついても、法令上の制限はない。
郵便料金については、法令上、すべか
らく全国均一であることを日本郵政公
社に義務付けているものではなく、一
の郵便局において引受け及び配達を
行う郵便物について、別の料金設定を
することは可能。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）及び
E(事実誤認）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

D-1
E

－
現行制度において提案の内容を実現することは可能。ただし、実
際に提案のようなサービスを実施するかどうかについては、日本
郵政公社の経営判断によることとなる。

1657 16571010

島根県松
江市　有
限会社
Willさんい
ん

“お！か
いもの”
プラスワ
ン配達
サービス

郵便物配達委託法に
基づき松江市内の無
集配局が配達を取り
扱えるようにすると共
に配達係以外の外交
員がお客様の所へ配
達出来るように規制を
緩和して頂きたい。
同一区内エリアでの配
達の場合には、該当
局のみでの対応にな
るのでトラックを使う事
が無い。そこで、経費
を削減出来ると考え全
国一律配達料を地域
価格に緩和して頂きた
い。

総務省 0430830

コミュニ
ティ放送
の空中線
電力の上
限基準の
緩和

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年
郵政省告示
第６６１号）
第１総則１０

空中線電力は、原則とし
て２０Ｗ以下で必要最小
限のものとする。
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　コミュニティ放送（市区町村放送）は、「商業、業務、行政等の機能の集積し
た区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための
施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見
込まれる区域において、その普及を図ること」を目的に、一般の放送局と異な
り、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情報の提供を促進す
る観点から制度化された小規模な放送局である。
その使用周波数、放送区域及び空中線電力は、市区町村放送の目的に必要
な範囲内に限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、
比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開
局を可能としているもの。
また、空中線電力の上限は、現行の放送区域を前提として周辺地域における
既存の放送局等との混信可能性も考慮して、最大２０Ｗに設定されているも
の。
　従って、提案のように市区町村放送の空中線電力の制限を緩和すること
は、市区町村放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用す
る根拠を失わせることとなり不適当である。
加えて、
① 提案のような空中線電力の増力を行おうとする場合、周辺地域における既
存の放送局等と混信を生じる可能性が高まること
② 放送用周波数は現時点でも極めて逼迫しており、増力により新たに一定の
周波数帯域を確保することが困難となること
③ 増力により放送区域の広域化により仮に混信を生じない場合であっても、
地域における放送市場は現実には限りがあることから、周辺地域における今
後の市区町村放送の開設、経営の安定化を事実上困難にし、市区町村放送
の普及に支障を生じることとなること
④ 県域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普及義務に従い過疎地
域等も  含めた放送を行っているが、当該地域における県域放送の普及に影
響を与え、過疎地域等における放送の普及を困難にすることとなること。
⑤ 競願処理、比較審査という通常の放送局に要求される手続きを踏まずに、
結果として広域の放送局の開設を事実上可能としてしまうこと
などの問題を生じさせるものであり、特区という限られた地域であっても実施
することは不適当である。
　また、今回提出されたエリア図については、置局位置の選定根拠、無線設
備の諸元等、不明な部分が多くあり、これをもって提案の妥当性を示すものと
は認められない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

国の施策として推進されている市町村合併は「生活圏の広域化への対応」、「効率性の向上」もその目的とされてい
る。「コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域」についても、従来より広域化している上に、合
併により更に広域化する。具体的には従来のように旧市町村に各一施設が整備されるわけでなく、一施設を広域の市
民が利用するようになる。その広域の活動に資するためには従来の放送区域では不十分であり、また、現行法に沿っ
た放送局を同一市町村内に複数作ることは「効率性の向上」に反する。尚、既存のコミュニティ放送では複数の局によ
る共同制作番組が増加し、かなり広域に同じ番組が放送されているのが現状である。
また、要望の趣旨は、市町村合併により新たに誕生する「一つの行政区」に対応した空中線電力の規制緩和を求めて
いるものである。これは県域放送局のような広域放送局を求めているものではなく、現行法の趣旨通り市町村単位の
行政区域内放送を目的としており、従来の制度目的からは逸脱しておらず、不適当とは言えない。既存の放送局等と
の混信可能性については、個別具体的に判断すべきであり、全国一律で空中線電力が２０Ｗならば混信せず、２０Ｗ
を超えれば混信するというものではない。
1)同上。更に、本件においては、アンテナの方向性の工夫等により増力が周辺市町村へ及ぼす影響については大きく
ないと見込まれる。
2)放送用周波数についても、個別具体的に判断すべきであり、大都会と鳥取市とで同じように逼迫してはいないと思
われる。また、当地域は合併前であれば複数の放送局の設置が可能な地域であり、合併によって利用する可能性の
ある周波数が減少し、余裕が生じたことも考慮すべきである。
3)上記1)のように、周辺市町村への影響は大きくなく、「今後の周辺市区町村放送の開設、経営の安定化」への影響も
大きくないものと見込まれる。また、当地域では市町村合併により、収益が見込めず開局が不可能であった地域まで
が同じ行政区となる。本件はこの合併のメリットを活かし、経営の安定化を図り、合併前では開局不可能であった地域
にも放送を届けようとするもので、むしろ市区町村放送の普及に資する。
4)今回の特区申請の趣旨は、鳥取市中心部だけでなく、できる限り市内の過疎地域へも放送エリアを広げたいという
ことである。また、県域局の中継局設置は既に完了しており、今回の増力が「過疎地域等における放送の普及を困難
にすること」にはならない。むしろ広域合併後でも増力を認めないことの方が中心市街地偏重の市民サービスを促進す
5)先にも述べた通り、要望の趣旨は国の施策に沿った合併により新たに誕生する「一つの行政区」に対応した空中線電
エリア図緒元については、具体的な説明を求められていないので示していないですが、エリア図の信憑性により特区を
いずれにしろ、提案理由にあるように、この申請は市町村合併に対応した規制緩和を要望しているものであります。今回
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再検討要請の趣旨はコミュニティ放送の空中線電力の上限基準及び中継局に割り当てる周波数
の制限の緩和を改めて求めるものと考えられるが、
① コミュニティ放送は、県の全域を放送対象地域とする県域放送と異なり、放送対象地域を市区
町村の一部の区域（放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を勘案しつつ、商業、業
務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資す
るための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見込まれ
る区域）としており、空中線電力も２０Ｗ以下で必要最小限のものとすることとしている。このた
め、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡易かつ迅
速な手続き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も負わない等の特徴を有
しているもの。
したがって、提案のように市区町村の全域を放送対象地域とするために空中線電力の制限を緩
和することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、県域放送より緩和された規律を適用する根
拠を失わせるものとなること。
②　混信の可能性については、提案主体の意見にあるアンテナの指向性等を含め放送局の諸元
が明らかにされなければ具体的に判断することは困難であるが、混信は近隣のコミュニティ放送
だけでなく他の無線局との間においても生じ得るものであり、鳥取市周辺地域において他にコミュ
ニティ放送がないからといって混信の恐れがないとは断言できないものであること。
③　また、周辺地域におけるコミュニティ放送の開局予定については具体的に承知していない
が、全国的にはコミュニティ放送局の新設を希望するニーズは多数存在しており、鳥取地域にお
いても将来にわたって開局の予定がないとはいえないところ、特定のコミュニティ放送局に大きな
空中線電力の使用を認め、または、中継局に異なる周波数を割り当てることとすると、周辺地域
における今後のコミュニティ放送の開設が事実上困難となり、かえってコミュニティ放送の普及に
支障を生じること。
などの問題が生じるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当であ
る。
なお、コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域を放送対象地域とするものであり、有限希少
な電波を効率的に繰り返し使用できるよう、空中線電力も当該区域をカバーする上で必要最小
限なものとして公平かつ能率的な使用をするよう規制しているものであり、要望は市町村合併と
は直接関係ないものと考える。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

本提案の趣旨は国の施策として推進されている市町村合併を想定していない現行の規制の緩和
を求めるものであり、具体的にはコミュニティ放送の空中線電力の上限基準の緩和を広域合併
後の鳥取市という限られた地域において求めるものである。
1)本提案はあくまで「市区町村の一部の区域」を放送対象地域とするものであり、空中線電力を
提案通り１００Ｗまで緩和しても、「市区町村の全域」に放送対象地域は広がらない。また１００Ｗ
まで緩和しても、その出力は県域局と比べればはるかに小出力であり、「市区町村の一部の地
域」を対象に県域放送より緩和された規律を適用するコミュニティ放送の制度目的を決して逸脱
するものではない。更に、制度の趣旨にある「コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見
込まれる区域」が市町村合併により広域化する（商業、業務、行政等の機能が集積した区域、ス
ポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設は、国の推進する市町村
合併により、現鳥取市だけでなく、新たに鳥取市となる地区へと点在していく）ので、それに見合っ
た規制緩和を要望しているのであり「要望は市町村合併と直接関係ない」わけでは決してない。
広域の市町村合併後に、コミュニティＦＭに期待される本来の政策目的を達成するためには制限
の緩和が必要である。
2)混信の可能性については具体的に判断すべきであり、緒元も聞かず、具体的に判断もせずに
「混信の恐れがないとは断言できない」として提案を門前払いするのであれば、特区について技
術的な提案は今後何もできなくなり、このような回答で終始することは特区申請制度を形骸化さ
せるものである。たとえ現行の制限通りの２０Ｗであっても「混信の恐れがないと断言」できるわけ
ではなく、２０Ｗを超える場合には必ず混信するというものではない。本提案は「具体的に判断し
て問題なければ制限を緩和して頂きたい」としているものである。
3)今回の提案通り規制が緩和されても、あくまで合併後の鳥取「市内」での放送対象地域の拡大
であり、「周辺地域における今後のコミュニティ放送局の開設が事実上困難」にはならない。鳥取
市をも放送対象区域と想定して周辺地域において開設する場合に影響が及ぶだけであり、本来
の制度趣旨に則った「コミュニティ放送の普及」に支障は生じない。また、当地区の県域ラジオ局
は通常の一県一波ではなく、特別に山陰両県にまたがる広大な地域を放送対象としており、県域
局でさえも例外が必要となる特殊な地域性であることも考慮すべきである。

このように総務省指摘の
「問題」は根拠がなく、具
体的な検討も行わずに
「実施することは不適当で
ある」とする結論は、到底
納得できるものではなく、
構造改革特別区域推進本
部におかれましてもご理
解の上、更にご支援を頂
きたい。
なお、総務省からの回答
で当方が納得できない点
は「要望は市町村合併と
直接関係ない」と締めく
くっているように「市町村
合併の地域に与える影
響」を理解していない点に
起因していると思われ、市
町村合併を成功に導くた
めにも、再度市町村合併
推進担当の総務省からの
納得のいく回答をお願い
します。
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①　コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域（放送に関する需要動
向、周波数に関する事情等を勘案し、商業、業務、行政等　の機能を
集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に
資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十
分に発揮されることが見込まれる区域）に着目し、当該地域に密着した
きめ細かな情報提供を促進する観点で制度化した小規模な放送局で
あり、周辺地域における既存の放送局等との混信可能性も考慮し、か
つ、有限希少な周波数を効率的に繰り返し使用することができるよう、
その出力については、前述の市区町村の一部の区域をカバーするた
めに必要最小限のものとしているところである。なお、コミュニティ放送
が対象としている「施設の整備された区域」とは、施設の周辺地域を指
すものであり、施設が点在する場合であっても、そのことによって「施設
の整備された区域」が拡大するものではなく、行政区域の変更とは関
係を有しない。また、現行制度は合併後の鳥取市のような広域の市町
村の存在をも前提としているものである。
②　混信の可能性については、提案主体が意図する放送局の諸元が
明らかでないので具体的に判断することは困難であるが、コミュニティ
放送に大きな空中線電力を認め、又は、中継局に異なる周波数を割り
当てることとすると、電波の伝搬特性及び受信機の特性から広い地域
に影響が生じ、将来の周辺地域におけるコミュニティ放送の普及に支
障を生じるものであり、周波数の効率的利用の要請にも反することとな
るものである。なお、周辺地域とは当該市町村に隣接する他の市町村
の区域のみを指すものではない。
③　なお、コミュニティ放送は、従来の県域放送と異なり、放送区域及
び空中線電力を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放
送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることな
く簡易かつ迅速な手続きで開局を可能とするとともに、放送対象地域
全域のあまねく普及義務も負わない等の特徴を有しており、提案はコ
ミュニティ放送の制度の趣旨を逸脱し、県域放送より緩和された規律を
適用する根拠を失わせることとなるものである。
これらのことを踏まえると、特区という限られた地域であっても実施す
ることは不適当である。
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鳥取市、
鳥取市に
おけるコ
ミュニティ
ＦＭ局設
立のため
の委員会

広域合併
後の鳥取
市コミュ
ニティＦＭ
放送特区
構想

コミュニティ放送の空
中線電力（出力）は
20w以下と規制されて
いる。同規制の緩和に
より100ｗまでの電力を
認めて頂きたい。

総務省 0430840

コミュニ
ティ放送
の中継局
設置基準
の緩和

電波法関係
審査基準
（平成１３年
総務省訓令
第６７号）別
紙２　無線局
の目的別審
査基準（第５
号関係）第５
放送関係４
超短波放送
局　（１）コ
ミュニティ放
送　キ

放送を行おうとする地域
内の不感地域解消のた
め、中継局を設置する場
合には、主たる放送局と
同一の周波数を使用し、
かつ、妨害が発生しない
場合に限り認めること。

Ｃ Ⅳ

　コミュニティ放送は、限られた周波数帯域を有効活用す
るため、一の放送事業者に  一つの周波数の使用を認
め、その前提の下に中継局の設置も認めているところであ
る。
提案においては、異なる周波数を必要とする理由が明示
されていないが、提案のように中継局に親局と異なる周波
数の割り当てを可能にすることは、現行の放送区域を前
提として周辺地域における既存の放送局等との混信可能
性も考慮した場合、
①　放送用周波数は現時点でも極めて逼迫しており、新た
に一定の周波数帯域を確保することが困難であること。
②　仮に混信を生じない場合であっても、周辺地域におけ
る今後の市区町村放送の開設を事実上困難にし、むしろ
市区町村放送の普及に支障を生じることとなること。
③  県域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普
及義務に従い過疎地域等も  含めた放送を行っている
が、当該地域における県域放送の普及に影響を与え、過
疎地域等における放送の普及を困難にすることとなるこ
と。
④ ラジオ放送の聴取者の中には、カーラジオ等により移
動して受信する者も多く、同一市区町村内で、異なる周波
数で放送を行うことは、聴取者の利便性を損なうこともあ
る。
などの問題を生じさせるものであり、特区という限られた
地域であっても実施することは不適当である。
また、今回提出されたエリア図については、置局位置の選
定根拠、無線設備の諸元等、不明な部分が多くあり、これ
をもって提案の妥当性を示すものとは認められない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　現状の中継局の許可基準は「主たる放送局と同一の周波数を使用し、かつ、妨害が発生しない限り認
めることとする」であり、山などで隔離された別地域に放送する場合はともかく、連続する地域に放送した
い場合には必ずと言っていいほど妨害が発生し、実質的には中継局設置が不可能となってくる。そのた
め、連続した地域にエリアを拡大しようとした場合には、異なる周波数の割り当てが必要となる。
1)放送用周波数についても、個別具体的に判断すべきであり、大都会と鳥取市とで同じように逼迫しては
いないと思われる。また、当地域は合併前であれば複数の放送局の設置が可能な地域であり、合併に
よって利用する可能性のある周波数が減少し、余裕が生じたことを考慮すべきである。
2)本件においては、アンテナの方向性の工夫等により異なる周波数での放送が周辺市町村へ及ぼす影
響については大きくないと見込まれ、「今後の周辺市区町村放送の開設」への影響も大きくないものと見
込まれる。。また、当地域では市町村合併により、収益が見込めず開局が不可能であった地域までが同
じ行政区となる。本件はこの合併のメリットを活かし、経営の安定化を図り、合併前では開局不可能で
あった地域にも放送を届けようとするもので、むしろ市区町村放送の普及に資する。
3)今回の特区申請の趣旨は、鳥取市中心部だけでなく、できる限り市内の過疎地域へも放送エリアを広
げたいということである。また、県域局の中継局設置は既に完了しており、今回の異なる周波数による中
継局設置が「過疎地域等における放送の普及を困難にすること」にはならない。むしろ広域合併後でも異
なる周波数を使った中継局を認めないことの方が中心市街地偏重の市民サービスを促進するものとな
る。尚、異なる周波数を使用する中継局を１局設置しても、設置しない場合に比べ人口カバー率で約１割
の増加であり、異なる周波数による中継局設置が直ちに県域放送の経営に大きな影響を与えることには
ならない。
4)同一周波数の方が聴取者の利便に資することは確かだが、現行法に沿って中継局を設置できず、結
果的に広い難聴エリアがあることの方がよほど不便である。合併前の異なる市町村であれば異なる周波
数での開局が可能で、合併後に同一市町村になると異なる周波数での開局は困難ということになると、
住民にとっての放送を受ける権利が合併によって侵害されることになりかねない。
エリア図緒元については、具体的な説明を求められていないので示していないですが、エリア図の信憑
性により特区を認める可能性があるのであれば、緒元をお示し致します。
いずれにしろ、提案理由にあるように、この申請は市町村合併に対応した規制緩和を要望しているもので

Ｃ Ⅳ

再検討要請の趣旨はコミュニティ放送の空中線電力の上限基準及び中継局に割り当てる周波数
の制限の緩和を改めて求めるものと考えられるが、
① コミュニティ放送は、県の全域を放送対象地域とする県域放送と異なり、放送対象地域を市区
町村の一部の区域（放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を勘案しつつ、商業、業
務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資す
るための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見込まれ
る区域）としており、空中線電力も２０Ｗ以下で必要最小限のものとすることとしている。このた
め、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡易かつ迅
速な手続き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も負わない等の特徴を有
しているもの。
したがって、提案のように市区町村の全域を放送対象地域とするために空中線電力の制限を緩
和することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、県域放送より緩和された規律を適用する根
拠を失わせるものとなること。
②　混信の可能性については、提案主体の意見にあるアンテナの指向性等を含め放送局の諸元
が明らかにされなければ具体的に判断することは困難であるが、混信は近隣のコミュニティ放送
だけでなく他の無線局との間においても生じ得るものであり、鳥取市周辺地域において他にコミュ
ニティ放送がないからといって混信の恐れがないとは断言できないものであること。
③　また、周辺地域におけるコミュニティ放送の開局予定については具体的に承知していない
が、全国的にはコミュニティ放送局の新設を希望するニーズは多数存在しており、鳥取地域にお
いても将来にわたって開局の予定がないとはいえないところ、特定のコミュニティ放送局に大きな
空中線電力の使用を認め、または、中継局に異なる周波数を割り当てることとすると、周辺地域
における今後のコミュニティ放送の開設が事実上困難となり、かえってコミュニティ放送の普及に
支障を生じること。
などの問題が生じるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当であ
る。
なお、コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域を放送対象地域とするものであり、有限希少
な電波を効率的に繰り返し使用できるよう、空中線電力も当該区域をカバーする上で必要最小
限なものとして公平かつ能率的な使用をするよう規制しているものであり、要望は市町村合併と
は直接関係ないものと考える。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

本提案の趣旨は国の施策として推進されている市町村合併を想定していない現行の規制の緩和
を求めるものであり、具体的にはコミュニティ放送の中継局に割り当てる周波数制限の緩和を広
域合併後の鳥取市という限られた地域において求めるものである。
1)本提案はあくまで「市区町村の一部の区域」を放送対象地域とするものであり、異なる周波数
を使用する中継局を設置しても、「市区町村の全域」に放送対象地域は広がらない。従って「市区
町村の一部の地域」を対象に県域放送より緩和された規律を適用するコミュニティ放送の制度目
的を決して逸脱するものではない。更に、制度の趣旨にある「コミュニティ放送の特性が十分発揮
されることが見込まれる区域」が市町村合併により広域化する（商業、業務、行政等の機能が集
積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設は、国の
推進する市町村合併により、現鳥取市だけでなく、新たに鳥取市となる地区へと点在していく）の
で、それに見合った規制緩和を要望しているのであり「要望は市町村合併と直接関係ない」わけ
では決してない。広域の市町村合併後に、コミュニティＦＭに期待される本来の政策目的を達成
するためには制限の緩和が必要である。
2)混信の可能性については具体的に判断すべきであり、緒元も聞かず、具体的に判断もせずに
「混信の恐れがないとは断言できない」として提案を門前払いするのであれば、特区について技
術的な提案は今後何もできなくなり、このような回答で終始することは特区申請制度を形骸化さ
せるものである。本提案は「具体的に判断して問題なければ制限を緩和して頂きたい」としている
ものである。
3)今回の提案通り規制が緩和されても、あくまで合併後の鳥取「市内」での放送対象地域の拡大
であり、「周辺地域における今後のコミュニティ放送局の開設が事実上困難」にはならない。鳥取
市をも放送対象区域と想定して周辺地域において開設する場合に影響が及ぶだけであり、本来
の制度趣旨に則った「コミュニティ放送の普及」に支障は生じない。
総務省からの回答では常に周波数の逼迫を理由としているが、市町村合併前であれば「有限希
少な電波」を各市町村毎に一波準備しなければならなかったところ、市町村合併によりその必要
がなくなり、「効率的に繰り返し使用できる」ようになるため、合併によって余裕ができた周波数の
一部を中継局に回しても問題は生じないはずである。
「合併前の異なる市町村であれば異なる周波数での開局は可能で、合併して一市町村になると
異なる周波数の利用が周辺地域の開局を事実上困難にさせる」理由をお教え願いたい。

このように総務省指摘の
「問題」は根拠がなく、具
体的な検討も行わずに
「実施することは不適当で
ある」とする結論は、到底
納得できるものではなく、
構造改革特別区域推進本
部におかれましてもご理
解の上、更にご支援を頂
きたい。
なお、総務省からの回答
で当方が納得できない点
は「要望は市町村合併と
直接関係ない」と締めく
くっているように「市町村
合併の地域に与える影
響」を理解していない点に
起因していると思われ、市
町村合併を成功に導くた
めにも、再度市町村合併
推進担当の総務省からの
納得のいく回答をお願い
します。

Ｃ Ⅳ

①　コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域（放送に関する需要動
向、周波数に関する事情等を勘案し、商業、業務、行政等　の機能を
集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に
資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十
分に発揮されることが見込まれる区域）に着目し、当該地域に密着した
きめ細かな情報提供を促進する観点で制度化した小規模な放送局で
あり、周辺地域における既存の放送局等との混信可能性も考慮し、か
つ、有限希少な周波数を効率的に繰り返し使用することができるよう、
その出力については、前述の市区町村の一部の区域をカバーするた
めに必要最小限のものとしているところである。なお、コミュニティ放送
が対象としている「施設の整備された区域」とは、施設の周辺地域を指
すものであり、施設が点在する場合であっても、そのことによって「施設
の整備された区域」が拡大するものではなく、行政区域の変更とは関
係を有しない。また、現行制度は合併後の鳥取市のような広域の市町
村の存在をも前提としているものである。
②　混信の可能性については、提案主体が意図する放送局の諸元が
明らかでないので具体的に判断することは困難であるが、コミュニティ
放送に大きな空中線電力を認め、又は、中継局に異なる周波数を割り
当てることとすると、電波の伝搬特性及び受信機の特性から広い地域
に影響が生じ、将来の周辺地域におけるコミュニティ放送の普及に支
障を生じるものであり、周波数の効率的利用の要請にも反することとな
るものである。なお、周辺地域とは当該市町村に隣接する他の市町村
の区域のみを指すものではない。
③　なお、コミュニティ放送は、従来の県域放送と異なり、放送区域及
び空中線電力を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放
送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることな
く簡易かつ迅速な手続きで開局を可能とするとともに、放送対象地域
全域のあまねく普及義務も負わない等の特徴を有しており、提案はコ
ミュニティ放送の制度の趣旨を逸脱し、県域放送より緩和された規律を
適用する根拠を失わせることとなるものである。
これらのことを踏まえると、特区という限られた地域であっても実施す
ることは不適当である。

1013 10131020

鳥取市、
鳥取市に
おけるコ
ミュニティ
ＦＭ局設
立のため
の委員会

広域合併
後の鳥取
市コミュ
ニティＦＭ
放送特区
構想

コミュニティ放送が中
継局を設置する場合
には、主たる放送局と
同一の周波数を使用
し、かつ、妨害が発生
しない場合に限り認め
るとされている。同規
制を緩和し、主たる放
送局と異なる周波数を
使用する中継局を設
置することを認めて頂
きたい。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430850

電気通信
主任技術
者規則の
緩和

電気通信事
業法第４５条
電気通信主
任技術者規
則第３条
電気通信主
任技術者規
則第３条の２

電気通信事業者は、電気
通信役務の確実かつ安定
的な提供を確保するた
め、事業用電気通信設備
の管理規定を定め届け出
ることとなっており、その
管理規定に基づき事業用
電気通信設備の工事、維
持及び運用に関する事項
を監督させるため電気通
信主任技術者を選任する
こととなっている。ただし、
平成１６年４月１日から規
制緩和を行い、その事業
用電気通信設備が省令で
定める小規模の要件に合
致する場合には、技術者
の配置により代えることが
できる。

C －

　通信の確実かつ安定的な提供を確保
するという制度の趣旨から、緊急時・平
常時を問わず事業用電気通信設備の
維持及び運用は電気通信主任技術者
の重要な任務であり、現行制度を維持
することが必要と考えます。
　なお、千代田区及び嬬恋村のそれぞ
れの地域内の通信設備が自営通信設
備又は小規模電気通信事業者の設備
に該当し、かつ、各地域間を接続する
通信回線が他の電気通信事業者のも
のであれば、それぞれの地域内の通信
設備に関して電気通信主任技術者の
選任義務がなくなります。

1253 12531010

東京駅・
有楽町駅
周辺地区
帰宅困難
者対策地
域協力会

千代田
区・嬬恋
村連携震
災疎開通
信システ
ム・リゾー
トオフィス
構想

本構想では、千代田区と嬬恋村の拠点を
相互に連結し、それをビル内の内線通信
網のように地域住民が活用し、被災時に
はＮＴＴ網と独立した内線通信網となり、Ｎ
ＴＴ網が輻輳等で使えない場合も緊急通
信機能として機能させる。二つの自治体
にまたがる通信網を作り、情報通信サー
ビスを行うとなると、通信網全体を電気通
信事業として登録または届出を行ったう
えで、電気通信主任技術者を置く必要が
出てくる（主任技術者規則３条）。しかし、
本構想における通信網は、緊急時の活
用に主目的があるため、平常時の利用料
金を低額にせざる得ない。そのため常勤
の電気通信技術者を置くことは資金的に
困難な面が多い。主任技術者規則３条２
項では特例として「一定の業務経験又は
同等以上の能力を有すると認められるも
のが配置されていること」を条件に、電気
通信主任技術者を置かずにすむことに
なっているが、関係者には該当する能力
の人間がいるものの、メンテナンスのた
めに常駐することは難しい。この問題を
解決するために、主任技術者規則３条２
項を拡大解釈し、「一定の業務経験又は
同等以上の能力を有すると認められるも
のが、必要が発生する都度、迅速に設備
のメンテナンスに従事できること」と考え、
管理の規程が緩和されることを望む。

総務省 0430860
無線局免
許の免除

電波法第４
条
電波法施行
規則第６条

空中線電力が10mW以下
である無線局のうち、省令
で定める無線設備（他の
無線局の運用を妨害しな
いための機能等を有して
おり、技術基準適合証明
を受けているもの）のみを
使用するものについて
は、免許不要としている。

C －

22GHz帯加入者系無線アクセスシステ
ムについては、他の無線局の運用を妨
害しないための機能がないため、免許
不要とすることは不可能。

1306 13061060

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

電波法第４条に定める
無線局免許を同条第３
項の条項の適用が可
能な条件のもとで、無
線局免許を免除する。

総務省 0430870

ロボット
やラジコ
ン実証実
験におけ
る特定実
験局の開
設

電波法第４
条
電波法施行
規則第７条
無線局(放送
局を除く。)の
開設の根本
的基準第６
条

無線局を開設しようとする
者は、総務大臣の免許を
受けなければならない。

Ｄ－
１

－

　特定実験局は、予め提示された「使
用可能な地域、期間、周波数及び空中
線電力」の範囲内であれば、「用途」に
制限はない。
　したがって、「ラジコン（無線遠隔操
縦・制御等）」用途であっても、現行制
度において、何ら問題なく対応可能。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１ －

　前回と同様。

（特定実験局は、予め提示された「使用可能な地域、期間、周波
数及び空中線電力」の範囲内であれば、「用途」に制限はない。し
たがって、「ラジコン（無線遠隔操縦・制御等）」用途であっても、現
行制度において、何ら問題なく対応可能。）

1324 13241040
東京都足
立区

アート・テ
クノロ
ジー新都
心計画

産学協働から生み出され
る技術とアイディアとアー
トの融合により、創造性の
高い新産業を創出し、区
内産業と地域の活性化め
ざす。
廃止校舎を研究開発の拠
点とし、企業や研究機関
等の先端技術と芸術系大
学、区内製造業が連携協
働したシステムを構築す
る。
ロボットやラジコン産業を
活性化の起爆剤としてい
るため、足立区において、
ロボットやラジコン実証実
験における特定実験局の
開設をしたい。
なお、ロボット実証実験に
おける特定実験局開設は
別表２、番号２０４０１３の
支援項目に記載がある
が、ラジコンについて追加
拡充したい。

総務省 0430880

(①部分）
①第２種電気
通信事業者に
よる料金徴収に
おける規制緩
和、及び５Ｇｈｚ
帯以上の高速
無線帯域を利
用する場合の
無線局免許取
得の規制緩和
②加入者系光
ファイバー網設
備整備事業に
よる住民アクセ
ス網整備の補
助事業におい
て、離島・山村
地域等の要件
について、広域
圏の場合も対
象とする補助要
件の拡大
③携帯電話不
感地域におい
て、無線等整備
や空ファイバー
等の利用による
不感地域解消
のための国に
よる携帯電話
各社への要請

(①部分）
○電気通信
事業者関係
電気通信事
業法第２条、
第９条、第１
６条、第１６５
条
○無線局免
許関係
電波法　第３
９条第１項
電波法施行
令　第３条
無線局の開
設の根本的
基準　第３条

(①部分）
○電気通信事業関係
営利を目的として提供する場
合には登録又は届出、営利を
目的とせずに地方公共団体
が提供する場合には届出の
手続が必要となる。
○無線局免許関係
18GHz帯又は26GHz帯を使用
する無線アクセスシステムの
無線設備の操作については
（注）、第３級陸上特殊無線技
士の資格が必要。

（注）提案主体に提案趣旨を
確認したところ、「18GHz帯又
は26GHz帯を使用する無線ア
クセスシステムについて、無
線従事者の選任も含め運用
業務を外部機関に委託できる
措置」を要望するものであっ
たため（別添参照）。

D-1 －

(①部分）
○電気通信事業関係
第一種電気通信事業の参入の許可制や第
一種・第二種の電気通信事業区分について
は、第１５６回通常国会で平成１５年７月に成
立した改正電気通信事業法で既に廃止され
ており、参入に係る手続は抜本的に緩和さ
れたところ（平成１６年４月から施行）。具体
的には、営利を目的として提供する場合には
登録又は届出という簡易な手続により、ま
た、営利を目的とせずに地方公共団体が提
供する場合には届出という簡易な手続により
参入し、直接サービス提供や料金徴収が可
能となっている
○無線局免許関係
無線従事者の外部機関への委託を含めた業
務委託については、その業務委託において
当該無線局の運用による事業の実施計画及
び実施能力の適格さが担保されていること
が確認できれば現状の規定で対応可能。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１ －

(①部分）
○無線局免許関係
前回回答のとおり、提案主体に確認した提案趣旨については、現
行制度のもとでも実現することが可能である。

○電気通信事業関係
前回回答のとおり、現行制度のもとで実現可能である。

1376 13762010

喜多方地
方広域市
町村圏組
合
（喜多方
市、熱塩
加納村、
北塩原
村、塩川
町、山都
町、西会
津町、高
郷村）

過疎地域
等におけ
る情報通
信格差解
消による
地域再生
プラン

①現在は第２種電気通信事業
者が料金徴収を行う場合は、
第１種電気通信事業者（電気
通信主任技術者）が介在する
ことが必要なため、第２電気通
信事業者のみでもサービス提
供や料金徴収を可能とする。

②「離島・山村地域等」とされ
ている要件において、複数の
市町村が事業を行う場合、そ
の合計した人口、面積、林野
率が、山村振興法に定められ
る振興山村の数値要件（人口
密度116人/km2未満で林野率
0.75以上）を満たす場合は補
助対象とする。

③山間部や遠隔地における携
帯電話不感地域の解消し、ブ
ロードバンドとともに早期の情
報通信格差是正をはかる。

総務省 0430890

２．４GHｚ
無線LAN
の出力基
準緩和

電波法第４
条第３号
電波法施行
規則第６条
第４項第四
号

2400-2483.5GHzの周波
数を使用する小電力デー
タ通信システムの無線局
における空中線電力は
10mW/MHz以下とされて
いる。

C －

　無線ＬＡＮは、インターネットへのアクセス手
段、地方公共団体等の公共施設間の通信回
線、家庭・オフィスにおけるＬＡＮの無線化等
屋内外を問わず幅広い用途で使用されてい
る。提案主体が希望する特区申請エリアに
おいて出力を増大させた場合、その周辺地
域における既存の無線ＬＡＮの利用者に対し
て混信を与えるのみならず、今後無線ＬＡＮ
の使用を希望する者に対しても混信により利
用可能性を狭めることになる。このような混
信を避けようとしても、これら他の無線ＬＡＮ
利用者も免許不要で利用できる以上、提案
主体がこれらの利用者の所在を把握するこ
とはできないため、混信を与えないよう調整
することは不可能である。したがって、特区
において出力を増大することは困難である。
　また、代替措置として示されている実験局
の場合であっても、混信を与えないよう調整
することが困難であることは同じである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

回答文に対して以下の疑義がありますので、ご教授下さい。

①２．４GHｚ無線LAN周波数帯は１４チャンネルを保有しています。また特
区申請エリアは中山間地域であり、都会に比べ無線LAN使用者は少ない
のが現状です。これらのことを踏まえると、特区申請エリアは電波の混信は
考えづらい地域であり、ご回答のような全国一律的な考え方ではなく、地域
の実情について考慮をお願いいたします。
（参考）東京都の人口密度は約５６００人/ｋ㎡、特区申請エリア（郡上市）の
人口密度は４７人/ｋ㎡であり、１００倍以上の差があります。

②（諮問２００１号「２．４GHｚ帯を使用する無線システムの高度化に必要な
技術的な条件」）において、通信距離を伸ばすための方策として、空中線半
値角を制限する手法が示されています。この手法は等価等方輻射電力を
増加させることにより、既存の無線LAN通信エリアと被れば、その利用者に
対して混信を与えると思います。出力増加による混信は指摘されています
が、空中線半値角制限はなぜ問題にならないのでしょうか。

地域の実情をご考慮いただき、国が言わば「入口」で出力規制するのでは
なく、地域で実証する過程に問題が発生した場合には、地域が言わば「出
口」で出力調整を行うなどの対応ができないかご検討をお願いいたします。

C －

2.4GHz帯は、無線LANだけではなく、Bluetooth、電子タグ、アマチュアなど
多様な無線システムで利用されており、互いに干渉を与えないよう、一定の
出力以下で運用している。

①　干渉の影響は無線LANの使用者数に関係なく、許容電力を超えた機
器が他の無線システムに対して干渉を与える恐れがあることは同じであ
る。（なお、2400MHz～2483.5MHzの帯域には13チャンネルが設定されてい
るが、周波数を重畳してチャンネル設定されているため、周波数利用効率
の高いOFDM方式を用いたとしても、干渉なく同時に使用できるのは3～4
チャンネル程度となる。）

②　諮問第2001号「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な
技術的な条件」では、無線LANの高度化のため通信距離を延ばすことと同
時に、空間を有効に利用することによって干渉を低減することを目的として
高利得アンテナを導入したものである。このため、高利得アンテナを適切に
活用することによって、従来よりも干渉を低減することが期待されている。
　ご要望の通信範囲を拡げるためには、このような高利得アンテナ技術を
利用することが有効と考える。

　ご指摘の「出口」で干渉を与えないよう出力調整することについては、他
の無線LANをはじめとする小電力システムも免許不要で利用できる以上、
提案主体がこれらの使用者による運用実態（運用数、運用場所）を把握す
ることはできないことから、そもそも実現性の無い対策と考える。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

再検討要請に対する回答文に対して以下の疑義がありますの
で、ご教授下さい。

①高利得アンテナの利用を薦めていただきましたが、この手法は
通信距離は伸ばすには有利ですが通信範囲を広げることができ
ず、ユビキタス環境に適していません。

②実証実験エリアの住民に対して事前に周知することで、運用実
態（運用数、運用場所）を把握することは困難でも、他の無線LAN
利用者から事後に干渉の影響についてフィードバックを受け出力
調整を行うことが可能であると考えます。

出力増加に伴う干渉の影響の可能性はありますが、ユビキタス環
境の有効活用を地元が真剣取り組むことで交流・集客産業の振
興が期待できます。地域の実情に応じた産業振興についてもご
考慮いただき、ご検討いただくよう、お願いします。

Ｃ －

①　前回のご質問に対する回答と併せ
て、高利得アンテナの利用によって、従
来のアンテナでは電波が届かないとこ
ろでも通信が可能となることから、要望
を実現する可能性がある手段の一つと
してご紹介したものである。
②　2.4GHz帯の無線LAN等の無線シス
テムは免許不要局であるため、エリア
内の住民に限らず不特定多数の利用
者が当該エリア内で無線LAN等の無線
システムを使用すること、また、2.4GHz
帯は無線LAN、Bluetooth、電子タグな
ど多様な無線システムで利用されてお
り、それらの利用に支障を与えることな
く、干渉の影響の有無の確認及び干渉
源を特定することは運用実態（運用数、
運用場所）を把握することと同様に困
難であり、そもそも実現性のない対策
であると考える。

1493 14931010

岐阜県、
岐阜県郡
上市、株
式会社ブ
イ･アー
ル･テクノ
センター

「わの郷」
郡上ふる
さと資源
活用構想

電波法により、無線局
の免許不要条件が空
中線電力0.01ワット以
下であることとなってい
る。また無線設備規則
により2.4GHz無線
LAN(高度化小電力
データ通信システム)
の最大空中線電力は
10mW/MHz、無指向性
の空中線利得は
2.14dBiと定められてい
る。

総務省 0430900

６４ＱＡＭ
及びＯＦ
ＤＭの追
加

無線設備規
則第５８条の
２の１１第１
項第２号
電波関係審
査基準、第３
章無線局免
許等の個別
審査第５条、
別紙２無線
局の目的別
審査基準
第、５放送関
係、７有線テ
レビジョン放
送事業用、
（１）放送中
継用、エ周
波数等、
（ア）固定
局、Ｂ

２３ＧＨｚ帯の電波をデジタ
ル方式により直接変調を
行える方式としては、四相
位相偏移変調方式又は
一六値直交振幅変調に限
定している。

Ｃ Ⅲ、Ⅳ

特区に提案された６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の
追加等については、提案の資料からは放送伝送とし
て安定して利用できるか否かについて判断できな
い。
仮に、６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の追加等の検
討しようとしても、これらの方式に関する技術的な検
証が今まで行われていないことから、情報通信審議
会において電波干渉などの悪影響を排除するため
の客観的かつ技術的な議論を十分に尽くす必要が
ある。このため、直ちに６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方
式の追加等の無線設備規則などの改正を行うこと
は困難であり、特区として対応することは不適当で
ある。
ただし、提案の６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式によ
ることなく、現行でも利用可能な「振幅変調方式」を
用いれば、提案理由にある「地上デジタル放送をＯＦ
ＤＭのパススルーで伝送する」「ＢＳデジタル放送及
びＣＳデジタル放送を６４ＱＡＭで伝送する」という要
望は達成できる可能性があることから、現行の技術
基準でも地上デジタル放送をＯＦＤＭのパススルー
で伝送することや、ＢＳデジタル放送及びＣＳデジタ
ル放送を６４ＱＡＭで伝送することは、必ずしも排除
されていない。

1306 13061010

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

無線設備規則第５８条
の２の１１及び無線局
審査基準第７章「有線
テレビジョン放送事業」
に定めるデジタル変調
方式に６４ＱＡＭ及びＯ
ＦＤＭを追加する。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430910
中心周波
数にかか
る特例

電波関係審
査基準、第３
章無線局免
許等の個別
審査第５条、
別紙２無線
局の目的別
審査基準
第、５放送関
係、７有線テ
レビジョン放
送事業用、
（１）放送中
継用、エ周
波数等、
（ア）固定
局、Ｃ

固定局のデジタル方式の
中心周波数は、
23.225GHz,23.250GHz,23.
275GHz,23.300GHz,23.32
5GHz,23.350GHz,23.375G
Hz,23.400GHz,23.425GHz,
23.450GHz,23.475GHz,23.
500GHz,23.525GHz,23.55
0GHz,23.575GHz
としている

Ｃ Ⅳ

特区に提案された６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の
追加等については、提案の資料からは放送伝送とし
て安定して利用できるか否かについて判断できな
い。
仮に、６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の追加等の検
討しようとしても、これらの方式に関する技術的な検
証が今まで行われていないことから、情報通信審議
会において電波干渉などの悪影響を排除するため
の客観的かつ技術的な議論を十分に尽くす必要が
ある。このため、直ちに６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方
式の追加等の無線設備規則などの改正を行うこと
は困難であり、特区として対応することは不適当で
ある。
ただし、提案の６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式によ
ることなく、現行でも利用可能な「振幅変調方式」を
用いれば、提案理由にある「地上デジタル放送をＯＦ
ＤＭのパススルーで伝送する」「ＢＳデジタル放送及
びＣＳデジタル放送を６４ＱＡＭで伝送する」という要
望は達成できる可能性があることから、現行の技術
基準でも地上デジタル放送をＯＦＤＭのパススルー
で伝送することや、ＢＳデジタル放送及びＣＳデジタ
ル放送を６４ＱＡＭで伝送することは、必ずしも排除
されていない。

1306 13061020

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

無線設備規則第５８条
の２の１１及び無線局
審査基準第７章「有線
テレビジョン放送事業」
に定めるデジタル変調
方式の中心周波数を
現行５０ＭＨｚ間隔に代
わり６ＭＨｚ間隔の中
心周波数を設定する。

総務省 0430920
帯域にか
かる特例

電波関係審
査基準、第３
章無線局免
許等の個別
審査第５条、
別紙２無線
局の目的別
審査基準
第、５放送関
係、７有線テ
レビジョン放
送事業用、
（１）放送中
継用、カ占有
周波数帯域
幅等、（イ）

固定局のデジタル方式の
占有周波数帯幅の許容
値は33,000kHz以下として
いる。

Ｃ Ⅳ

特区に提案された６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の
追加等については、提案の資料からは放送伝送とし
て安定して利用できるか否かについて判断できな
い。
仮に、６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の追加等の検
討しようとしても、これらの方式に関する技術的な検
証が今まで行われていないことから、情報通信審議
会において電波干渉などの悪影響を排除するため
の客観的かつ技術的な議論を十分に尽くす必要が
ある。このため、直ちに６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方
式の追加等の無線設備規則などの改正を行うこと
は困難であり、特区として対応することは不適当で
ある。
ただし、提案の６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式によ
ることなく、現行でも利用可能な「振幅変調方式」を
用いれば、提案理由にある「地上デジタル放送をＯＦ
ＤＭのパススルーで伝送する」「ＢＳデジタル放送及
びＣＳデジタル放送を６４ＱＡＭで伝送する」という要
望は達成できる可能性があることから、現行の技術
基準でも地上デジタル放送をＯＦＤＭのパススルー
で伝送することや、ＢＳデジタル放送及びＣＳデジタ
ル放送を６４ＱＡＭで伝送することは、必ずしも排除
されていない。

1306 13061030

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

無線設備規則第５８条
の２の１１及び無線局
審査基準第７章「有線
テレビジョン放送事業」
に定めるデジタル変調
方式の帯域を中心周
波数をセンターとする３
３ＭＨｚ帯域ではなく、
６ＭＨｚ帯域に変更す
る。

総務省 0430930
申請の帯
域にかか
る特例

電波関係審
査基準、第３
章無線局免
許等の個別
審査第５条、
別紙２無線
局の目的別
審査基準
第、５放送関
係、７有線テ
レビジョン放
送事業用、
（１）放送中
継用、エ周
波数等、
（ア）固定
局、Ｃ

固定局のデジタル方式の
周波数配列は最小間隔で
25MHz間隔である。

Ｃ Ⅳ

特区に提案された６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式
の追加等については、提案の資料からは放送伝送
として安定して利用できるか否かについて判断でき
ない。
仮に、６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式の追加等の検
討しようとしても、これらの方式に関する技術的な検
証が今まで行われていないことから、情報通信審議
会において電波干渉などの悪影響を排除するため
の客観的かつ技術的な議論を十分に尽くす必要が
ある。このため、直ちに６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方
式の追加等の無線設備規則などの改正を行うこと
は困難であり、特区として対応することは不適当で
ある。
ただし、提案の６４ＱＡＭ及びＯＦＤＭ変調方式によ
ることなく、現行でも利用可能な「振幅変調方式」を
用いれば、提案理由にある「地上デジタル放送をＯＦ
ＤＭのパススルーで伝送する」「ＢＳデジタル放送及
びＣＳデジタル放送を６４ＱＡＭで伝送する」という要
望は達成できる可能性があることから、現行の技術
基準でも地上デジタル放送をＯＦＤＭのパススルー
で伝送することや、ＢＳデジタル放送及びＣＳデジタ
ル放送を６４ＱＡＭで伝送することは、必ずしも排除
されていない。

1306 13061040

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

無線設備規則第５８条
の２の１１及び無線局
審査基準第７章「有線
テレビジョン放送事業」
に定める周波数帯域
の利用を現行の中心
周波数を中心とする３
３ＭＨｚ帯域単位に代
わり、規制特例提案事
項番号第３項で新たに
特例として定める６Ｍ
Ｈｚ帯域単位とする連
続した必要な数の帯域
とする。

総務省 0430940
双方向通
信にかか
る特例

無線設備規
則第４９条の
１９、第５８条
の２の１１

周波数割当
計画（平成１
２年１１月３０
日郵政省告
示第７４６
号）第２の第
３表

電波法関係
審査基準
（平成１３年
１月６日総務
省訓令第６７
号）別紙２の
第５の７

無線設備規則：
23.2-23.6GHz帯を使用する固定局
の通信方式については、単向通信
方式、同報通信方式の他、複信方
式が含まれているため、現行の規
定により「双方向通信」が可能。
変調方式については、四相位相偏
移変調（QPSK）方式は含まれてい
るが、六十四値直交振幅変調
（64QAM）方式は含まれていない。

周波数割当計画：
23.2-23.6GHz帯については、電気
通信業務用固定局への周波数割
当ては認められていない。

電波法関係審査基準：
23.2-23.6GHz帯を使用する有線テ
レビジョン放送事業用固定局の個
別審査基準は存在するが、当該周
波数帯を使用する電気通信業務
用固定局の個別審査基準は存在
しない。

Ｄ－
１

23.2-23.6GHzは、有線テレビジョン放送
事業用固定局に割り当てられた周波数
帯である。

電気通信業務用としては、近接する
22GHz帯（22.14-22.38GHz及び22.74-
22.98GHz）に加入者系無線アクセス通
信用への割当てがあることから、当該
無線システムを使用することにより、提
案者が目的とするブロードバンドサービ
スの提供を実現できる。

1306 13061050

河内村、
吉野谷
村、鳥越
村、尾口
村、白峰
村

無線によ
る白山麓
５村デジ
タルデバ
イド解消
及びＩＴ基
盤構築

無線設備規則第５８条
の２の１１及び無線局
審査基準第７章「有線
テレビジョン放送事業」
に定める単向通信方
式に、「双方向通信」を
加える。下り方向の通
信の帯域は、５４ＭＨ
ｚ、とし、規制特例提案
事項番号第４項の帯
域の直前又は直後の
帯域の申請を可とす
る。変調方式は、ＱＰＳ
Ｋ及び６４ＱＡＭを可と
する。上り方向は、無
線設備規則第４款の１
８「２２ＧＨｚ帯加入者
無線アクセスシステ
ム」に定める２２ＧＨｚ
制度の利用を可とす
る。

総務省 0430950

港湾にか
かわる手
続きの完
全電子化
のための
規制改革

電子署名及
び認証業務
に関する法
律

電子署名及び認証業務に
関する法律は、電子署名
に関し、電磁的記録の真
正な成立の推定、特定認
証業務に関する認定の制
度その他必要な事項を定
める法律である。

E
電子署名及び認証業務に関する法律
には、港湾法関係の手続の電子化を
規制する条項は存在しない。

1476 14761010

(社)関西
経済連合
会、(社)
関西経済
同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、
京都商工
会議所、
神戸商工
会議所

大阪湾港
湾の一元
的経営事
業の推進

○港湾にかかわる手
続きの完全電子化の
ため、電子帳簿法その
他の電子データ保存
に関する規制を見直
し、緩和すること。

○輸出入の円滑化を
図る観点から、船荷証
券及び原産地証明書
などについても、例外
なく電子化を進めるこ
と。

総務省 0430960

消防防災
無線を利
用した防
災行政無
線の運用

電波法第4
条及び
第52条

　電波法においては、無線局を開
設する際には免許を受ける必要が
あり、その目的や通信相手方等の
範囲を超えて通信を行うことは認
めていない。ただし、災害発生等
の非常の事態においては目的外
の使用を認めている。
（参考）
【電波法 第４条】　無線局を開設し
ようとする者は、総務大臣の免許
を受けなければならない。
【電波法 第５２条】　無線局は、免
許状に記載された目的又は通信
の相手方若しくは通信事項の範囲
を超えて運用してはならない。ただ
し、次に掲げる通信については、こ
の限りでない。
　四　非常通信（地震、台風、洪
水、津波、雪害、火災、暴動その
他非常の事態が発生し、又は発生
するおそれがある場合において、
有線通信を利用することができな
いか又はこれを利用することが著
しく困難であるときに人命の救助、
災害の救援、交通通信の確保又
は秩序の維持のために行われる
無線通信をいう。以下同じ。）

D－１

　本提案については、
・ 人命の救助、災害の救援や秩序の
維持のために行われる無線通信である
こと
・ 氷見市における防災対策への一方
策の取組みが地域社会に与える影響
に鑑み、災害対策基本法の市町村地
域防災計画及び消防組織法の消防計
画において、本提案の趣旨とその位置
付けを明確にすること
・ それぞれの通信システムが当該目的
の業務遂行のための運用に支障を与
えないこと
を前提として、無線局の目的外の使用
ではなく、消防用無線局の無線設備を
共通に使用して防災行政用無線局とし
て開設することにより本提案の運用が
可能。

貴省回答は、D-
1(現行の規定によ
り対応可能）という
ことであるが、提案
の趣旨・内容が、現
行制度のもとでも
実現可能であるの
か、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１
前回回答のとおり、提案の趣旨・内容（消防無線の固定系の設備
を防災行政用無線局の同報系として併用して運用すること）につ
いては現行制度のもとでも実現することが可能である。

1103 11031010
富山県氷
見市

災害に強
いまちづ
くり構想

電波法第52条におい
て無線の目的外使用
が禁止されているが、
消防無線の固定系を
防災行政無線の同報
系として併用できるよう
にする。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0430970

非常勤水
防団活動
の公務と
する範囲
の拡大

消防団員等
公務災害補
償等責任共
済等に関す
る法律第６
条第１項

消防団員等公務災害補
償等共済基金又は指定
法人は、当該基金又は当
該指定法人との間に消防
団員等公務災害補償責
任共済契約を締結した市
町村又は水害予防組合で
あって、当該契約が締結
された日から解除される
日までの期間内に発生し
た事故に係る消防団員等
公務災害補償を行うもの
に対して、政令で定めると
ころにより、その請求に基
づき、当該消防団員等公
務災害補償に要する経費
について政令で定めると
ころにより算定した額を支
払わなければならない。

Ｄ－１

水害等の予防活動については、現行の
水防法第６条の２第１項の規定におい
ても、水防団の公務とされており、消防
団員等公務災害補償等共済基金の公
務災害補償の対象となるものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

現行法で対応できるとの回答であるが、岐阜市の求めている水防
団の行う活動の全てが公務災害になるかどうかが不明瞭である
ため、確認を求めたい。現在消防団員の公務として認められてい
る水防予防活動や啓発活動などには、風水害等の災害の予防、
警戒、防除等に関する業務（住民の避難、誘導、災害防除活
動）、地域住民等に対する協力、支援及び啓発に関する業務（祭
り、イベント等での警戒、会場整理、スポーツ大会等への参加を
通じた防火意識の啓発等）、その他、地域の実情に応じて、特に
必要とされるもの（視察研修旅行、レクリェーション行事、反省会、
親睦会等への参加等）が公務災害の対象として認められている
が、専任水防団の公務災害の適用範囲がどの範囲となるのかを
確認したい。

Ｄ－１

　水防団の公務災害補償の適用については、その活動が水災に
よる被害の軽減等という水防活動の目的と何らかの関連性を有
する必要があり、水害等の予防活動であれば当然その適用とな
るが、水災を除く災害一般の予防、警戒、防除等に関する業務や
地域住民等に対する協力、支援及び啓発に関する業務等につい
ては、その適用とはならないものである。

　　本提案は、専任の水
防団員と、消防団員との
兼任の水防団員が同じ水
害等の予防活動をした場
合における公務災害補償
の対象となる公務の範囲
の差異について、これを
解消するよう必要な措置
を求めるものである。
　国土交通省の回答で
は、「水防法の目的を遂
行するために行われる活
動は、公務災害補償の適
用対象になり得る。今後、
水防団が行う活動の範囲
を明確化するための基準
等の策定を検討している
ところ」とある。
　これらの点及び右の提
案主体からの意見を踏ま
え、提案の内容が実現で
きないか、再度検討し、回
答されたい。

回答の不明瞭な点について確認したい。回答にある『地域住民等
に対する協力、支援及び啓発』に、『水災を除く災害一般の』はか
かるのか。
かかるものとして、水害等の予防活動として行う地域住民等に対
する協力、支援及び啓発に関する業務等についても、水防団の
公務の範囲と認める回答と理解してよいか。

Ｄ－１

前回回答の「水災を除く災害一般の」
は、「地域住民等に対する協力、支援
及び啓発」にかかるものではないが、
水害等の予防活動として行う地域住民
等に対する協力、支援及び啓発に関す
る業務等についても、国土交通省の回
答にあるように、水防法の目的を遂行
するために行われる活動であれば、公
務災害補償の対象となり得るものであ
る。したがって、水害等の予防活動を行
う場合において、専任の水防団員と、
消防団員との兼任の水防団員とで公務
災害補償の対象となる公務の範囲に
差異が生じているとは認識していない。

1181 11811020 岐阜市

市民協働
による災
害に強い
まちづくり
特区

消水兼任の消（水）防
団員と専任水防団員
が同じ水害等の予防
活動を行った場合、広
範囲の活動が公務と
認められている消（水）
防団員は公務となり、
専任水防団員の場合
は公務とならないとい
う差が生じているた
め、水防団員の公務
範囲の拡大を図り、併
せて基金の公務災害
補償の対象範囲も拡
大を図る。

総務省 0430980

非常勤水
防団員に
対する退
職報償金
の支給

地方自治法
第２０４条の
２

地方自治法第２０４条の２
の規定により、非常勤の
職員に対しては、法律又
はこれに基づく条例に基
づかずには、いかなる給
付も支給することができな
いこととされている。非常
勤の水防団員に対する退
職報償金の支給について
は、個別の法律におい
て、その根拠がないことか
ら、これを行うことはでき
ない。

Ｃ

地方公務員の給与は、地方公共団体の組織運営に
関する基本的な事項であるので、支給できる報酬の
根拠や種類等を根本基準として全国一律に定める
必要があり、仮に法律等に定められていない報酬等
を支給することは、地方公務員の給与体系を乱すこ
ととなり、無用な公費の支出が行われ、ひいては人
件費の増嵩につながりかねないこと等から、地方公
務員の報酬等を、地方自治法第２０４条の２によっ
て、法律又は法律の具体的根拠に基づく条例に基
づかずに支給してはならないとしているものである。
よって、一部の団体のみ支給できる報酬等を特例と
して設けることは適当ではない。
また、現行制度は、幅広い災害活動に従事する消
防団員について、その活動範囲や頻度に照らして、
消防組織法の規定に基づき退職報償金の支給を特
に認めているものである。消防団員と水防団員の活
動範囲は包含関係にあり、消防団員が水防団員を
兼務している場合がほとんどであることからも、総合
的に地域防災力を発揮するためには、消防団員と
水防団員を兼務することが適当である。この場合、
消防団員として、退職報償金が支給されることとな
るものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

水防法第５条第２項は『前条の規定により指定された水防管理団体（以下
「指定管理団体という。）は、その区域内にある消防機関が十分に処理する
ことができないと認める場合においては、水防団を置かなければならな
い。』と規定している。全国的には兼務がほとんどであるから兼務するべき
との回答であるが、法の規定に照らせばその判断は指定された管理団体
に委ねられており、地域の実情に応じて個々に判断されるべきものと考え
る。
７月に起きた福井県や新潟県の水害現状からも分かるように異常気象によ
る集中豪雨の多発などによって、今後も水防活動が本市において大変重
要であることは明確であり、その役割もますます大きくなっていくと考えられ
る。水防活動には、地域差があり、岐阜市のような長い水害との戦いの歴
史を持つ地域において、水防法を根拠とする専任水防団員を維持していく
ことは、市民の防災意識の高さに由来するものであり、地域の特性に基づ
いた必然性に由るものである。このような理由から指定管理団体である岐
阜市としては、専任水防団の設置が必要と判断している。岐阜市としては、
水防団員に対する退職報償金の支給は、水防団の水防意識の向上を図り
これを維持する上において、有用な公費の支出であると考える。
特区は、各地域の特性に応じて規制の特例措置を定めた構造改革特別区
域を設定することを意図としており、これを報酬等について全国一律である
べきとするのは、特区制度の趣旨、ひいては地方分権の趣旨に反するの
ではないかと考える。

Ｃ

　地方自治法第２０４条の２の規定は、地方公務員の給与等が、
地方公共団体の組織運営に関する基本的な事項であることか
ら、支給できる給与等の根拠や種類等についてのみ、法律又はこ
れに基づく条例で規定しなければならないとしているにすぎず、こ
の規定が特区制度や地方分権の趣旨に反するものとは考えてい
ない。
　なお、前回回答は、「全国的には兼務がほとんどであるから兼
務するべき」とするものではなく、総務省消防庁として、水防団より
も消防団の方がその活動範囲が広いことなどからも、地域の総合
的な防災力を発揮させるためには、消防団員と水防団員を兼務
することが適当であると考えるものである。

　国土交通省の回
答では、「専任水防
団員の退職報償金
の支給について
は、関係法令での
対応により全国展
開が必要であると
認識している。この
ため、全国展開に
向けての省内での
検討を鋭意行って
いるところ」とある
が、この点及び右
の提案主体からの
意見を踏まえ、提
案の内容が実現で
きないか、再度検
討し、回答された
い。

回答によれば、給与等についての特区は可能であり、本提案特
区の論点は、特区としてふさわしいか否かにあると解する。
総務省見解は、総合防災力発揮のため消防団員と水防団員の兼
務が適当とのことであるが、この判断は全国一律にするべきでな
く、地域の個々の地理的歴史的条件によって異なる災害に対する
危険性に応じて判断されるべきものと考える。現に、水防法では、
専任水防団の設置は、指定管理団体に委ねられている。指定管
理団体である本市は、提案等において十分に説明したように、専
任水防団を維持していくことが必要不可欠であり、地域の総合的
な防災力を発揮できると考える。
即ち、岐阜市では水防団の方が非常勤消防団よりも数も多く、洪
水の危険が迫った時は、本川に対する専門的な活動を行う水防
団と、内水対策、避難誘導などを行う消防団とが密接に連携する
ことによって総合的な地域の防災力を発揮させるためには、より
有効であると考えている。北陸における集中豪雨等最近の事例を
みても、このような住民に対するケア等の必要性は明らかである
と考える。
以上により、今回の貴庁回答については、本市の特区を消極的
ではあるにせよ、容認するものと解すので、措置の分類を『特区と
して対応可』とされたい。

Ｃ

地方自治法第２０４条の２では、地方公
務員の給与等は地方公共団体の組織
運営に関する基本的な事項であること
から、これらの支給根拠や種類等を法
律又はこれに基づく条例で規定するも
のとしており、この趣旨にかんがみる
と、特区法において同条の規定を排除
し、特定地域においては、法律等に基
づかないで給与等を支給できることと
することは適当でない。
なお、非常勤水防団員に対する退職報
償金のあり方については、今後、国土
交通省との地域防災力の向上のため
の水防体制を含む防災体制のあり方
に関する政策体系全般の議論の中で、
検討を行ってまいりたいと考えている。

1181 11811010 岐阜市

市民協働
による災
害に強い
まちづくり
特区

現行法制上は、水防
団員に対し、非常勤の
消防団員に支払われ
るような退職報償金を
支給することが出来な
いが、水防団員に対し
ても非常勤消防団と同
様の退職報償金を支
給できるようにする。

総務省 0430990

商家民宿
における
簡易な消
防用設備
等の容認

消防法第１７
条
消防法施行
令別表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基づ
き、消防法施行令第６条
及び別表第一に規定する
防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならな
いこととされている。

Ｃ

　対応不可とする。
　商家民宿とは、店舗部分を有する民
宿と解するが、商品等の可燃物の保有
や、客として不特定多数の人間が出入
りすることが想定されるため、防火安全
性能の基準を農家民宿と同等とするこ
とは適当でない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

竹田市における中心市街地（城下町地区）の活性化については、
農村部のグリーンツーリズムにおける農家民泊と同じように、城
下町ツーリズムを商品化して、単なる体験に止まらず滞在型の交
流を目指しています。今回の「対応付加」という措置の内容は、店
舗部分を有する民宿では、可燃性の商品があったり、不特定多数
の客の出入りがあるため防火安全基準は農家民宿と同等にはで
きないとのことですが、竹田市が取り組もうとしている商家民泊の
商家は、もちろん店舗兼宿泊所として考えているものもありました
が、中心市街地が寂れている要因の一つに空き店舗が有効利用
されていないことにもあります。そこで店舗兼宿泊所については
対象外として、店舗と完全に切り離された「空き店舗」や「離れ」を
宿泊所として利用する場合なら規制の緩和は、できないでしょう
か。

Ｃ

　対応不可とする。
　商家民宿とは、店舗部分を有する民宿と解するが、商品等の可
燃物の保有や、客として不特定多数の人間が出入りすることが想
定されるため、防火安全性能の基準を農家民宿と同等とすること
は適当でない。

1220 12201010
大分県竹
田市

商家民泊
による城
下町ツー
リズム特
区

「誘導灯及び誘導標
識」並びに「消防機関
へ通報する火災報知
設備」の設置を要しな
い。

総務省 0431000
消防法の
規制緩和

消防法第１７
条
消防法施行
令別表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基づ
き、消防法施行令第６条
及び別表第一に規定する
防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならな
いこととされている。

Ｃ

　特段の対応はしない。
　要望内容が４０７と同程度のものであ
れば、現行の特区４０７の特例措置に
て対応済み。４０７以上の特例措置の
緩和は困難。

1263 12631040

青森県八
戸市、
（仮）NPO
法人「農
援隊」

はちのへ
農援隊特
区構想

・グリーンツーリズム実
施にあたり、消防設備
等の簡易化により、農
家民宿を可能にする。

総務省 0431010

民家への
宿泊に対
する旅館
業法の適
用除外

消防法第１７
条
消防法施行
令別表第一

旅館業法の適用について
は、
消防法で規制を行ってい
ない。
また、消防用設備等の規
制については旅館業法の
適用を受けているか否か
に関わらず、宿泊の用に
供する防火対象物として、
消防法施行令別表第一に
おいて（五）イと判断され
たものについては、消防
法施行令で定める技術上
の基準に従って、消防用
設備等を設置し、及び維
持しなければならないこと
とされている。

Ｃ

旅館業法の適用除外については、当庁
において措置不可能である。
  なお、「構造改革特別区域法に係る農
家民宿における消防用設備等に係る
消防法令の規定に対する柔軟な対応
について」（平成１５年３月２６日消防予
第９０号）の通知の要件を満たす農家
民宿等にあっては、誘導灯、誘導標識
及び消防機関へ通報する火災報知設
備の設置を要しないこととすることがで
きることを念のため申し添える。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　現行の特区制度においては、誘導灯、誘導標識及び消防機関
へ通報する火災報知設備の設置を要しないこととされているが、
消防法施行令第四条の三によりカーテン等の防炎措置について
も設置が義務づけられています。現状の民家ではこうした設備は
必要なく、建築基準法により防火安全性は確保されているものと
思われるが、農林漁業体験をしようとする場合は、民家に新たな
負担を求めることになります。特区適用対象について、どのような
規制緩和が行われているか、具体的な防火安全基準を示してい
ただければ、今後の提案の参考とさせていただきます。

Ｃ

旅館業法の適用除外については、当庁において措置不可能であ
る。
  なお、「構造改革特別区域法に係る農家民宿における消防用設
備等に係る消防法令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
１５年３月２６日消防予第９０号）の通知の要件を満たす農家民宿
等にあっては、誘導灯、誘導標識及び消防機関へ通報する火災
報知設備の設置を要しないこととすることができることを念のため
申し添える。

1574 15741010
静岡県袋
井市

民泊で健
康グリー
ン・ツーリ
ズム

　農村体験に基づく体験プロ
グラムの一環としての民家へ
の宿泊は、旅館業法で定義す
る旅館業の目的とは異なるた
め、旅館業法第１条及び２条
について適用除外を求めま
す。
　農家を含む普通民家は、旅
館業法で規定するホテル営
業、旅館営業、簡易宿舎営
業、下宿営業として整備され
た建築物ではなく、本来の使
用目的が住宅であるため、旅
館業法上で規定する構造及び
設備の基準を充たすことがで
きないケースが通例でありま
す。
　しかしながら、宿泊料を受け
て不特定多数に役務を提供す
ることから、衛生上、安全上の
措置は事前に講じるものとす
るが、その場合の基準が具体
的に示されていないことから、
所管省庁のガイドラインの設
置も併せて要望するもので
す。

総務省 0431020

一般の事
務棟を大
学のキャ
ンパスと
して利用
する場合
について
の消防法
の緩和

消防法第１７
条
消防法施行
令別表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基づ
き、消防法施行令第６条
及び別表第一に規定する
防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならな
いこととされている。大学
については同令別表第一
において（七）に区分され
ている。

Ｃ

特区として対応不可
　消防法施行令（以下「政令」という。）
別表第一の区分については、建築物の
構造上の要件ではなく、当該建築物の
用途に応じてなされているものである。
その用途の判定は、その地域を所管す
る消防機関により、使用実態等を十分
踏まえて行われているのが現状であ
る。
　また、本要望の対象となっている株式
会社大学についても、実態は、現在７
項として消防用設備等に係る技術基準
が適用されている各種学校と大きな相
違点はないと考えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

弊社提案は株式会社大学だから他の大学と異なる基準を適用す
べしとするものではありません。一般事務棟において少人数の授
業を行う新しい形態の大学を、従来型のマスプロ大学と同じ厳格
な規制に服させる合理的理由はない。ただ全国規模で規制を緩
和するのは早急ということであれば実験的に特区において規制の
特例措置を設けてはどうかという趣旨です。総務省の回答は、一
般事務棟で、企業が業務として授業を行うのも、大学として授業を
行うのも、実態としてはかわらないのに、大学というだけで一律の
規制が適用されることの合理的理由が一切説明されていません。
よって、消防法施行令別表第一（七）の規定を｢大学（一般の事務
棟をキャンパスとして利用するものを除く）｣とし、消防法施行令別
表第一（十五）の規定を｢その他の事業場（一般の事務棟をキャン
パスとして利用する大学を含む）」と改めるよう提案します。

Ｃ

対応不可とする。
令別表第一の区分については、当該建築物の用途に応じて区分
されているが、大学等については、防火管理業務に携わることの
できない学生がその利用の過半を占めること等から、区分を設け
ているものである。消防法施行令別表第一（七）で「大学」として
扱っているものについて、消防法施行令別表第一（十五）の「その
他の事業場」に含まれることとすることはできない。

　右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

一般事務棟（オフィスビル）において少人数で大学の授業を行う
場合、その使用実態は、事業所（オフィス）と殆ど異なりません。ご
回答では、かかる使用実態を十分に踏まえることなく、「株式会社
大学は各種学校と大きな相違点はない」としております。弊社は、
一般事務棟において少人数で授業を行う大学については、その
使用実態を踏まえ、通常の一般事務棟（オフィスビル）の防火基
準を採用すれば必要十分であると考えます。なお、特区法に基づ
く大学は、都心の一般事務棟（オフィスビル）を使用することが認
められました。都心の第一級のビルにおいては、そこで働く社会
人に必要とする事務スペースは、大学における学生に必要とする
空間よりも広く、防火施設も充実しております。このようなオフィス
等を利用する特区法に基づく大学には、古い事務棟を前提とする
規制を適用すべきではないと考えます。もし、都心の一等地にあ
る事務棟が大学の教室より防火施設上劣るとするならば、世界の
最先端を支える日本企業の本社の機能はまことにお粗末である
ということになります。弊社はもちろんそのようなことはないと考え
ています。

Ｃ

特区として対応不可。第一の区分につ
いては、当該建築物の用途に応じて区
分されているが、大学等については、
防火管理業務に携わることのできない
学生がその利用の過半を占めること等
から、事業場の使用実態とは、基本的
に異なるものである。また、「都心の第
一級のビル」であり、「防火施設が充実
している」とする具体的な内容が不明で
ある。

1592 15921020

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

株式会社
大学特区

一般の事務棟をキャン
パスとして利用する大
学については、消防法
施行令別表第一（七）
の規定の「大学」から
除外し、消防法施行令
別表第一（十五）の「そ
の他の事業場」に含ま
れるとする。
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 04　総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
提案主体再意見

その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対す
る回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内
容

総務省 0431030

一般の事
務棟を
キャンパ
スとして
利用する
大学につ
いての消
防法の緩
和

消防法第１７
条
消防法施行
令別表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基づ
き、消防法施行令第６条
及び別表第一に規定する
防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならな
いこととされている。大学
については同令別表第一
において（七）に区分され
ている。

Ｃ

特区として対応不可
　消防法施行令（以下「政令」という。）
別表第一の区分については、建築物の
構造上の要件ではなく、当該建築物の
用途に応じてなされているものである。
その用途の判定は、その地域を所管す
る消防機関により、使用実態等を十分
踏まえて行われているのが現状であ
る。
　また、本要望の対象となっている株式
会社大学についても、実態は、現在７
項として消防用設備等に係る技術基準
が適用されている各種学校と大きな相
違点はないと考えられる。

5064 50640002

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

0

消防法施行令別表第
一（七）の規定を「大学
（一般の事務棟をキャ
ンパスとして利用する
大学を除く）」とし、消
防法施行令別表第一
（十五）の規定を「その
他の事業場（一般の事
務棟をキャンパスとし
て利用する大学を含
む）」と改正すること。

総務省 0431040

市町村・
ＮＰＯの
旅行業
（農家に
よる民泊
含む）の
開業に係
る消防設
備の簡略
化

消防法第１７
条
消防法施行
令第六条及
び別表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基づ
き、消防法施行令第６条
及び別表第一に規定する
防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならな
いこととされている。宿泊
施設については同令別表
第一において（五）イに区
分され、消防法施行令に
おいて消防用設備等の設
置及び維持について規制
されている。
また、農家民宿について
は、特区の特例措置４０７
で「農家民宿における簡
易な消防用設備等の容認
事業」として措置している
ところである。

Ｃ

特区として対応不可とする。
市町村及びＮＰＯが、新たに開業する
公共施設等の遊休施設を利用した宿
泊施設ついては、特例措置４０７の要
件を満たすもの以外は、その規模・構
造等に応じて消防法施行令の規定に
基づく、消防用設備等の設置及び維持
が必要である。

1216 12162020
那須野ヶ
原土地改
良区連合

人と自然
に優しい
地域環境
再生プロ
ジェクト

同上内容により、消防
法第17条による消防
設備の簡略化を要望
します。

（同上内容：那須野ヶ
原グリーンツーリズム
確立の一環として、体
験農業などによる滞在
型の旅行企画を提案
し、公共施設等の遊休
施設を利用した市町村
及びＮＰＯによる宿泊
施設の開業並びに都
市と農村の交流の観
点から農家による民泊
開業を通して地域再生
を図る。旅行業法によ
る旅行業登録免除等
規制緩和を要望しま
す。）

総務省 0431050

特区特定
事業土地
開発公社
の所有す
る造成地
の賃貸事
業の全国
緩和

構造改革特
別区域法施
行令第７条

公社の所有する土地造成
事業用地であって、特区
内に所在するものを、工
場、事務所等の業務施設
等の用に供するするため
に賃貸することが、都市
の健全な発展と秩序ある
整備に寄与するとして認
定を受けたときは、事業
用借地権を設定し、賃貸
することができる。

B-1 Ⅱ

平成１６年度中に、公有地の拡大の推
進に関する法律施行令第７条第３項を
改正し、土地開発公社の所有する造成
地の賃貸事業について、全国一律に実
施できるように措置する。

5096 50960002 千葉県

構造改革特区による
特例(403)となってい
る、土地開発公社の所
有する「公有地の拡大
の推進に関する法律」
第17条第1項第2号の
規定により造成した土
地の賃貸について、全
国適用となるよう法令
の改正を要望する。
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